
（平成２１年1月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 39 件

国民年金関係 25 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 98 件

国民年金関係 59 件

厚生年金関係 39 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年３月から同年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 35 年生         

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 62 年３月から同年５月まで 

    私が昭和 55 年８月に父が国民年金の加入手続をしてくれ、以降、保険料

を自分で納付してきた。26 歳ごろにＡ市からＢ市に転居し、すぐに国民年

金の住所変更手続を行った。転居直後は仕事が見つからなかったため、申立

期間の保険料を支払うことができなかったが、しばらくして仕事に就き保険

料の納付を再開した。納付場所はＣ地区にあった金融機関の窓口で、３か月

連続して２か月分ずつ納付し未納分の保険料を完納した。当時の保険料額は

月額 6,000 円ぐらいか 8,000 円ぐらいであったと思う。 

しかし、申立期間の国民年金保険料が未納とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 55 年８月から平成 20 年 12 月までの国民年金保険料を申立

期間及び厚生年金保険加入期間（38 か月）を除き完納しており、厚生年金保

険と国民年金との切替手続も的確に行われていることから、国民年金保険料の

納付意識が高いものと考えられる。            

また、申立人はＡ市からＢ市に転入した際にすぐに仕事が見つからなかった

ため申立期間の保険料が未納となっていたが、日雇いの仕事に就いた後に金融

機関窓口で３か月連続して２か月分ずつ保険料を納付したと申し立てており、

その保険料納付をめぐる申立内容は具体的であり、当時の収納制度とも符合し

ている。 

さらに、申立ての保険料額も実際の保険料とおおむね符合しており、申立内

容に不自然な点は認められない。 

以上のことから、国民年金保険料の納付意識が高い申立人が、申立期間の３



か月間の保険料を未納のまま放置しておいたとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 1398 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年８月から 40 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年８月から 40 年３月まで 

              ② 昭和 51 年６月から 56 年 10 月まで 

             ③ 昭和 58 年４月から 59 年５月まで 

    私は、昭和 38 年６月に会社を辞めてＡ業をしていたが、市役所から自宅

に訪ねて来た女性の人から国民年金に入るように勧められたので、加入手

続を依頼するとともに保険料を納付した。その時に領収書のようなものを

もらった。その後、国民年金手帳は市役所から郵送されて来たか集金人か

ら受け取り、３か月ごとに来ていた女性の集金人に３か月分 300 円を納付

し、手帳に印を押してもらっていた。しかし、申立期間①の保険料が未納

とされており、納得できない。 

    昭和 49 年に入院したので会社を退職した。その後、市役所から送られて

きた納付書により、市役所内の金融機関で保険料を納付していた。当時の

保険料は月額 3,000 円ぐらいであったと記憶しているが、申立期間②及び

③が法定免除期間とされており、納得できない。 

退院後、医療費の支払いが大変であったので市役所に医療扶助の申請に行

ったことはあるが、当時はＡ店を営み、それなりの収入があったので生活

扶助は受けておらず、法定免除の届出をした覚えも無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 38 年６月に会社を辞めた後、市役所から来た人から国民年金

の加入勧奨を受け、国民年金の加入手続をその人に依頼したと申し立てている

ところ、国民年金手帳記号番号払出簿により申立人の手帳記号番号は 38 年９

月９日に払い出されていることが確認できる。 



また、申立人が加入手続をした当時は国民年金制度発足後間もない時期であ

り、Ｂ市では国民年金適用対象者に対し加入勧奨を積極的に行っており、集金

人も加入勧奨を行うことがあったとしている。 

さらに、申立人は当該集金人の名前をはっきり覚えているほか、国民年金の

加入手続から手帳の交付、保険料の納付に至る一連の手続に関する申立内容は

当時の状況と符合しており、不自然な点はみられない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

一方、申立期間②、③については、社会保険庁の記録では生活保護による法

定免除期間とされているが、申立人は入院し、退院後医療費の支払いに窮し市

役所に医療扶助の申請に行ったことはあるが、生活保護を受けたことは無いと

申し立てている。 

しかしながら、申立人は当時の保険料は月額 3,000 円ぐらいであったと申し

立てているが、申立期間の始期である昭和 51 年６月の保険料は 1,100 円で、

毎年度改定し 59 年５月には 6,220 円であるなど、申立人の申立期間②、③の

保険料納付を巡る記憶は曖昧
あいまい

であり、このほか申立期間の保険料納付をめぐる

事情等を汲み取ろうとしても保険料の納付をうかがわせる周辺事情等は見い

出せなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間②、③の国

民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



 

大阪国民年金 事案 1399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

    私が満 20 歳の時、実家の母親が私の国民年金の加入手続を行い、保険料

を支払ってくれていた。26 歳で結婚し、Ａ業を営むことになったことを契

機に自分で保険料を支払うことにし、その時に妻の国民年金の加入手続を行

った。保険料は毎月遅れずに妻の保険料と併せて夫婦二人分を集金人に支払

った。申立期間の保険料は月額 450 円ぐらいであったと思う。 

申立期間の保険料について、妻の分だけが納付済みとされ、私の分が未納

とされていることは納得できない。      

        

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月から平成 13 年３月までの

国民年金保険料について申立期間を除き完納しており、申立人の妻も 20 歳か

ら 60 歳までの国民年金保険料を完納しており、夫婦共に国民年金保険料の納

付意識が高いものと考えられる。 

また、申立人は保険料を毎月、妻の保険料と併せて夫婦二人分を集金人に支

払ったと申し立てているところ、夫婦の特殊台帳により申立期間前後の保険料

は現年度納付されていることが確認でき、申立人の妻の申立期間に係る保険料

は納付済みとなっている。 

さらに、申立人は申立期間の保険料を月額 450 円ぐらいであったと申し立て

ているところ、申立期間のうち、昭和 47 年４月から同年６月までの保険料は

450 円であり、同年７月から 48 年３月までの保険料は 550 円であることから

申立内容とおおむね符合する。 



加えて、申立期間において住所変更等の生活状況に大きな変化は無く、保険

料の納付意識の高い申立人が申立期間の保険料について、妻の分だけを納付

し、自分の分は納付しなかったと考えるのは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 1400 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 41 年４月から 42 年３月までの期間及び 45 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名   ： 女 

        基礎年金番号   ：                

        生 年 月 日         ：  昭和 18 年生 

        住    所   ：   

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間         ：  ①  昭和 41 年４月から 42 年３月まで 

              ②  昭和 45 年１月から同年３月まで 

        私は、勤めていた会社を退社後１年程経過した昭和 41 年ごろ、国民年金

の加入手続をした。国民年金に加入したきっかけは、50 歳ぐらいの女性集

金人の勧誘によるもので、保険料については申立期間①、②ともにこの女性

集金人に支払っていた。加入当初の保険料は、月額 100 円であったと記憶し

ている。 

    申立期間①及び②について、納付記録が無く未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年４月から満 60 歳に到達する平成 15 年２月までの期間

については申立期間の 15 か月間を除きすべて保険料を納付していること、15

年３月から 65 歳に到達するまでの期間については任意で国民年金に加入し保

険料を納付していること、保険料の納付日が確認できる昭和 47 年度から 49

年度までの期間についてはすべて期限内に保険料を納付していることから納

付意識が高かったものと考えられる。 

まず、申立期間①についてみると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和

41 年６月１日に払い出されていることが確認でき、これは申立人の陳述する

国民年金加入時期とも符合する。 

また、この手帳記号番号は、加入勧奨により払い出されていることが確認で

き、申立期間の保険料を納付することは可能である上、Ａ市では加入勧奨後に

納付勧奨も行っていたとみられることや申立人の納付意識の高さを 鑑
かんが

みれ



ば、加入手続を行った後に１年間保険料を納付しないのは不自然とも考えられ

る。 

さらに、申立人は納付当初の保険料額は月額 100 円であったと陳述している

ところ、申立期間の始期に当たる昭和 41 年４月の保険料額は月額 100 円であ

り、また、保険料の納付方法も鮮明に記憶しているなど申立人の保険料の納付

に関する陳述は具体的であり不自然な点はみられない。 

次に、申立期間②についてみると、申立期間の前後の期間について保険料は

納付済みであり、この期間について生活上の変化は認められず、３か月間のみ

保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 1401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年１月から 46 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年９月から 46 年３月まで 

    昭和 41 年８月末に退職し、Ａ組合の脱退一時金（約 50 万円程度）を父親

の事業に使用し一緒に仕事をしていた。Ａ組合を脱退したので、将来のこと

を考えすぐに自分自身で国民年金の加入手続をした。46 年ごろ手帳が変わ

るというので加入当時の手帳は集金人が回収した。回収時の覚書として、こ

れまで納付した保険料額を新しい手帳に記入した。祖母が私と母と妹の国民

年金保険料を集金人にずっと支払ってきたので、未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所有する昭和 45 年の確定申告書控えをみると、事業専従者として

申立人及びその妹の名前が記載されている上、社会保険料控除欄に記載されて

いる国民年金保険料額と当時の保険料額もおおむね符合することから、45 年

１月から同年 12 月までの期間の保険料は納付していたものと認められる。ま

た、申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、付加

保険料を納付している期間や前納している期間があるなど申立人の納付意識

の高さを鑑
かんが

みると 46 年１月から３月までの期間についても納付していたも

のと考えるのが相当である。 

次に、申立人の国民年金手帳は、昭和 46 年 12 月 18 日に発行されているこ

とが確認でき、この場合、申立期間のうち、41 年９月から 44 年９月までの期

間については制度上納付することはできず、44 年 10 月から 46 年３月までの

期間については集金人に納付することはできない上、41 年８月から 47 年１月

までの縦覧検索及び氏名の別読み検索を実施したが、ほかの国民年金手帳記号



番号が払い出されていることをうかがわせる事情も見当たらなかった。 

また、申立人は、申立人の母及び妹と一緒に保険料を納付していたと陳述し

ているところ、申立人の母及び妹の手帳記号番号は、昭和 44 年４月 16 日に連

番で払い出されていることが確認でき、申立人の母及び妹は 44 年４月から現

年度納付することは可能であるものの、申立人の所持する年金手帳ではこの時

期から現年度納付することはできない。 

さらに、申立期間について納付の記録が確認できる申立人の母は、年金の受

給資格を得るために特例納付を含む過年度納付により、昭和 40 年４月までさ

かのぼって納付したものとみられ、申立人の妹は 41 年９月から 44 年３月まで

の期間については未納となっている。 

加えて、申立人に係る社会保険庁の納付記録上の始期に当たる昭和 46 年度

の納付状況をみると、申立人の妹は昭和 46 年４月から同年 12 月までの期間に

ついては期限内納付しており、一方、申立人は当該期間について 47 年１月 30

日にまとめて納付していることが確認できる上、同年１月から同年３月までの

期間について、申立人及びその妹は同年３月４日に納付していることから、申

立人及びその妹が一緒に納付することとなったのは同年３月からであるとみ

るのが相当である。 

このほか、申立人が申立期間のうち、昭和 41 年９月から 44 年 12 月までの

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情等も見当たらなか

った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和45年１月から46年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



大阪国民年金 事案 1402 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 42 年３月まで 

             ② 昭和 46 年１月から同年３月まで 

平成 15 年に将来の年金受給額を調べてもらったとき、未納があると言わ

れた。 

 申立期間①については、１年分の保険料を前妻にまとめて渡していたの

で、前妻が毎年まとめて支払っていたと思う。 

 申立期間②については自分が金融機関で保険料を支払っていたと思う。 

 申立期間中の領収書や年金手帳は前妻が離婚後持って行き、納付したこと

を証明できるものは手元に無い。 

 昭和 36 年４月から、保険料を支払っていたのに未納期間があり納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

まず、申立期間②についてみると、申立人の国民年金手帳は、申立期間に当

たる昭和 46 年３月 16 日に再発行されていることが確認できることから、再発

行の手続だけを行い保険料を納付しないのは不自然と考えられる。 

また、昭和 47 年度については昭和 48 年３月６日に現年度納付しており、一

方、昭和 46 年度については昭和 48 年３月７日に社会保険庁の発行する納付書

で過年度納付していることが確認できることから、この時点で過年度納付が可

能な直前の連続する３か月分の保険料を納付しないのは不自然である。 

さらに、申立期間の前後は納付済みであり、また、申立期間の前後を通じて

申立人に生活の変化は認められない上、申立期間は３か月と短期間である。 

次に、申立期間①についてみると、申立人の年金手帳は、昭和 41 年６月１



日に発行されていることが確認でき、この場合、申立期間のうちの 36 年４月

から 39 年３月までの期間は、制度上保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、前妻が保険料を納付していたと陳述しており、申立人自身

は関与していないため、具体的な納付方法、納付場所、納付金額等が不明であ

る。 

さらに、申立人が所持する国民年金手帳の昭和 41 年度の印紙検認記録欄に

は検認印が押印されていない上、前妻の納付記録も未納である。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性について、同払出簿の縦覧検

索及び氏名の別読み検索を行ったが、別の手帳記号番号の存在をうかがわせる

事情は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間①に係る国民年金保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、申

立期間②の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



大阪国民年金 事案 1403 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年７月から 44 年３月までの国民年金保

険料については免除されていたと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 42 年３月まで 

           ② 昭和 43 年７月から 44 年３月まで 

           ③ 昭和 45 年４月から 45 年８月まで 

    昭和 36 年、国民年金保険料の集金人が「まだ若いのだから年金を払わな

くてもいいよ」と言って免除の手続をしてくれた。申立期間①は免除期間に

なっているはずである。免除手続がきちんとされていなかったとしても「払

わなくてもいい」と言ったのは集金人なのだから、免除として認めてもらっ

てしかるべきである。 

また、夫が結婚前に経営していたＡ業を２軒売却しており、年金保険料を

支払えないような生活状況ではなかった。申立期間②、③も免除になってい

ないのならば保険料を支払っているはずである。免除申請も含め、市役所で

国民年金に関する手続をした記憶は無いが、集金人を通じて何らかの手続を

したことはあったかもしれない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度が発足した昭和36年４月から42年３月までの期間、

申立人の夫が申請免除となっている43年４月から45年３月までの期間及び同

年４月から厚生年金保険に加入した同年９月の直前の同年８月までの期間は

申請免除されていると申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 42 年５

月 31 日に申立人の夫と連番で払い出されていることが確認でき、申立人及び

申立人の夫の年金納付記録をみると、同年４月から 43 年３月までは二人共に

納付済みとなっていることが分かる。 



しかし、昭和 43 年４月から 45 年３月までの二人の納付記録をみると、夫が

同期間申請免除となっているのに対し、申立人は 43 年４月から６月まで納付

済み、同年７月から 44 年３月までは未納、同年４月から 45 年３月まで申請免

除となっており、記録に大きな差異がみられる。 

   Ｂ市は、年度途中からの免除申請も認めており、また、当時は市役所に来な

くても集金人を通じて免除申請を行うことは可能であったと説明しており、集

金人を通じて申請免除の手続を行ったとする申立人の陳述と符合する。 

   また、申立期間②は９か月と短期間であり、申立人は何らかの事情により夫

より遅れて免除申請を行ったと考えても不自然ではない。 

   一方、申立期間①は、国民年金未加入期間となることから、制度上申請免除

されることはあり得ない。 

   また、申立期間③当時、夫婦はＢ市Ｃ地区に居住していたと陳述しているが、

Ｂ市の被保険者台帳をみると、夫婦が前住所地であるＢ市Ｄ地区からの住所変

更手続を行ったのは昭和 48 年 11 月であることが確認でき、申立期間③当時、

Ｂ市は夫婦が前住所地に居住していると認識していることから、新住所地を集

金人が訪問したと考えることは不自然である。 

   このほか、申立人が申立期間①及び申立期間③にかかる免除申請を行ったこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和43年７月から44年３月までの期間の国民年金保険料は免除されていたもの

と認められる。 



大阪国民年金 事案 1404 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年 12 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年 12 月から 49 年３月まで 

私は昭和 48 年、同じ社宅に住んでいた夫の上司の奥さんに「国民年金に

入っていた方が良い」と勧められ、12 月８日に国民年金に任意加入した。

ほかの奥さんたちも各自で加入手続をしていた。年金の受給資格を得るため

には、保険料を納付しなければならないと考えていた。57 歳で厚生年金保

険を受給し始めたが、年金裁定の時、65 歳になったら再度社会保険事務所

に行くように指示されていたのにもかかわらず、行かなかったことが気にな

っていた。ニュースで年金問題が取り上げられるようになったとき、Ａ社会

保険事務所に行って記録を確認してもらった。すると、申立期間（48 年 12

月から 49 年３月まで）と 52 年３月の計５か月が未納とされていることを聞

いて驚いた。52 年３月分は領収書があったので記録訂正されたが、申立期

間も最初の任意加入手続をした直後の期間であり、納付しているはずなの

で、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 48 年 12 月にＢ市役所で国民年金任意加入の手続を行い、同年

12月から49年３月までの保険料を手書きの薄い紙の納付書で納付していたと

申し立てている。 

そこで、社会保険庁の年金記録をみると、申立人は、昭和 48 年 12 月８日に

国民年金に任意加入していることが確認でき、加入月から４か月間未納の記録

とされており、不自然といわざるを得ない。 

また、申立人は昭和 49 年 10 月から同年 12 月までの３か月分の保険料を、

同年 12 月に納付していたが、同年 10 月に厚生年金保険適用事業所に就職して



いたことから、後日、厚生年金保険と重複していることに気付き、50 年にＢ

市から重複した保険料 2,700 円の還付を受けていることが、申立人の所持して

いる領収証書により確認できる。 

このことはＢ市が還付時点において、昭和 49 年９月以前の申立人の国民年

金加入期間内に還付金を充当すべき未納期間が存在しないと認識していたと

考えることが自然であり、さらに、申立人が２度目の任意加入の手続を行った

昭和 52 年３月も当初保険料が未納と記録されていたところ、申立人が所持し

ていた領収書及びＢ市の保険料収滞納一覧表納付記録により、平成 19 年 11

月８日付けで納付済みに訂正された事実もあることから、後に何らかの事務的

過誤により、申立期間の納付記録が失われたものとみるのが相当である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 1405 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年９月から 40 年１月までの期間、40

年 10 月から 42 年７月までの期間、43 年４月から同年 11 月までの期間、44

年２月から同年４月までの期間、44 年８月から同年 12 月までの期間及び 46

年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 16 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 36 年９月から 46 年３月まで 

        私は、昭和 46 年５月に結婚した時、妻が市役所で夫婦二人の国民年金の

加入手続を行った。その時、市役所の職員に今なら 20 歳までさかのぼって

国民年金保険料を支払えると聞いたので、社会保険事務所から送られて来た

納付書で妻が夫婦それぞれの未納保険料を併せて納付した。 

それにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、特例納付後の期間については、国民年金保険料を完納し、昭和

54 年９月以降は付加保険料もすべて納付していることから、納付意識が高い

ものと認められる。 

また、申立人が 20 歳までさかのぼって保険料を納付したとしている昭和 46

年５月は、第１回の特例納付実施期間中である。 

さらに、夫婦二人分の特例納付保険料を納付したとする申立人の妻は、特例

納付を行った際の手続について、「母子手帳の交付手続に市役所に出向いた

際、職員から国民年金への加入を勧められ、夫婦それぞれ加入手続を同時に行

った。特例納付の手続は、当日は夫の厚生年金保険の被保険者期間が分からな

かったので、夫に確認したものの当該期間は不明であったが、改めて、市役所

に出向き行った。後日、社会保険事務所から納付書が送られてきたので、以前

勤めていた金融機関で納付した。」などと具体的に陳述している。 



加えて、申立人は、平成 13 年に金融機関の年金相談の際に特例納付した期

間が未納とされていることが分かり、社会保険事務所、市役所などの関係機関

に問い合わせたが、領収書が無いからと取り合ってもらえなかったのであきら

めたとするなど、その陳述内容は全体として不自然な点が見当たらない上、申

立人の兄嫁は、特例納付を行ったはずなのにその記録が消えていたという話を

17 年ごろに申立人夫婦から聞いたことがあったと陳述していることなどを踏

まえると、申立人は申立期間の国民年金保険料相当額を納付していたものと認

められる。しかしながら、申立人は、昭和 40 年２月から同年９月までの期間、

42 年８月から 43 年３月までの期間、44 年５月から同年７月までの期間、45

年１月から同年 12 月までの期間は厚生年金保険の被保険者であり、当該期間

については国民年金の被保険者となり得る期間ではないことが明らかである

こと、また、43 年 12 月から 44 年１月までの期間については、国民年金保険

料を納付済みの期間であることから、収納記録の訂正を行うことはできない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人の納付記録については、

申立期間のうち、昭和 36 年９月から 40 年１月までの期間、40 年 10 月から 42

年７月までの期間、43 年４月から同年 11 月までの期間、44 年２月から同年４

月までの期間、44 年８月から同年 12 月までの期間及び 46 年１月から同年３

までの期間について国民年金保険料の納付があったものとして納付記録を訂

正することが必要である。



大阪国民年金 事案 1406 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 43 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 22 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 43 年４月から 46 年３月まで 

        私は、昭和 46 年５月に結婚した時、市役所で夫婦二人の国民年金の加入

手続を行った。その時、市役所の職員に今ならこれまで未納であった期間ま

でさかのぼって国民年金保険料を支払えると聞いたので、社会保険事務所か

ら送られて来た納付書で夫婦それぞれの未納保険料を併せて納付した。 

それにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間及び厚生年金保険加入期間を除き、昭和 46 年４月以降

の国民年金保険料を完納し、54 年９月以降は付加保険料もすべて納付してお

り、納付意識が高いものと認められる。 

また、申立人が過去の未納期間の保険料をさかのぼって納付したとしている

昭和 46 年５月は、第１回の特例納付実施期間中である。 

さらに、申立人は、特例納付を行った際の手続について、「母子手帳の交付

手続に市役所に出向いた際、職員から国民年金への加入を勧められ、夫婦それ

ぞれの加入手続を同時に行った。特例納付の手続は、当日は夫の厚生年金保険

の被保険者期間が分からなかったので、夫に確認したものの当該期間は不明で

あったが、改めて市役所に出向き手続を行った。後日、社会保険事務所から納

付書が送られてきたので、以前勤めていた金融機関で納付した。」などと具体

的に陳述している。 

加えて、申立人の夫は、平成 13 年の金融機関での年金相談時に、特例納付

した期間が未納とされていることについて、社会保険事務所、市役所などの関



係機関に問い合わせた結果、領収書が無いからと取り合ってもらえなかったの

であきらめたとするなど、その陳述内容は全体として不自然な点が見当たらな

い上、申立人の夫の兄嫁は、特例納付を行ったはずなのにその記録が消えてい

たという話を平成 17 年ごろに申立人夫婦から聞いたことがあったと陳述して

いる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 1407 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年７月から 41 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

氏       名 : 男 

基礎年金番号  :   

生 年 月  日  :  昭和 16 年生 

住        所  :   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期  間  : 昭和 36 年７月から 41 年３月まで   

私が20歳になった昭和36年７月に働いていたＡ店の経営者が国民年金の

加入手続をしてくれた。国民年金保険料の納付については、店の経営者が給

与から天引きして、経営者夫婦二人分及び従業員分と併せて、３か月に１回

ぐらいの割合で集金人に支払っていた。支払った後に経営者から領収書をも

らっていた。 

しかし、申立期間が未納とされており、納得がいかない。申立期間を納付

済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時に働いていたＡ店の経営者が、国民年金の加入手続

及び国民年金保険料の納付を行ったとしている。そこで、この経営者の妻に対

するヒアリングを行ったところ、同人から、申立人を含む従業員の国民年金の

加入手続を行い、保険料は給与から天引きして集金人に納付し、その後、経営

者が独自に用意した領収書を従業員に渡していたとの陳述が得られた。 

また、経営者の妻は、申立人を含む従業員の国民年金保険料を納付したと陳

述しているところ、申立人の同僚二人からも、申立人及び経営者の妻の陳述と

同様の国民年金加入手続及び保険料の納付に関する陳述が得られた上、この二

人の同僚については、制度発足時から保険料が納付されていることが確認でき

る。 

さらに、申立期間当時、国民年金に加入していなかった同僚がいたとしてそ

の者の名前を上述の経営者の妻が陳述しているところ、この同僚については、

国民年金の加入記録が無いことが確認できることから、この経営者の妻の証言



の信憑
ぴょう

性は高いものと認められる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 1408 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成２年４月から３年２月までの国民年金保険

料については、免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。        

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

氏       名 : 女 

基礎年金番号  :   

生 年 月  日  :  昭和 12 年生 

住        所  :   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期  間  : ① 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

         ② 平成２年４月から３年２月まで 

    私は、昭和 36 年４月ごろにＡ市役所で夫婦二人の国民年金加入手続を行

った。国民年金保険料は、Ａ市の時は集金人に、Ｂ市に引っ越してからも納

付書になるまでの間は集金人に夫婦二人分を納付した。 

昭和36年４月から40年３月までの期間も確かに保険料を納付したので納

付済期間として認めてほしい（申立期間①）。 

    生活が苦しいこともあって、昭和 61 年４月から平成９年３月まで、毎年

免除申請をＢ市役所で行っており、平成２年度も免除申請を行ったので２年

４月から３年２月までの期間が未納とされているのは納得がいかない。同期

間を申請免除期間として認めてほしい（申立期間②）。  

                                   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月ごろに申立人夫婦二人の国民年金加入手続を行っ

たとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 39 年９月に申

立人の夫と一緒に払い出されていることが同払出簿により確認でき、この払出

し時期においては、申立期間①のうち36年４月から39年３月までについては、

現年度納付ができない期間である。この申立期間①を現年度納付するために

は、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、そ

の可能性について、氏名別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番

号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

また、申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料は無く、ほか

に、申立期間の保険料が納付されていたことがうかがえる周辺事情も見当たら



なかった。 

さらに、申立期間②について、申立人は、夫が死亡してから生活が困窮して

きたため、昭和 61 年度以降免除申請を行ったとしているところ、61 年度から

平成９年度までの間、申立期間を除き、毎年度免除の申請を行っていることが

社会保険庁の記録から確認できる。 

加えて、申立期間②の前後も申請免除が認められており、申立期間②当時の

生活状況に変化が無いことがうかがわれることから、毎年度免除の申請を行っ

ていた申立人が申立期間②のみ免除の申請を行わなかったとは考え難い上、免

除を申請すれば免除は認められたものと推認できる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立期間のうち、平成２年４月

から３年２月までの国民年金保険料については、免除されていたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 1409 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年７月から 12 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11 年７月から 12 年３月まで 

平成 11 年７月に会社が倒産したため、厚生年金保険及び健康保険の資格

を喪失した。当時、会社から何の説明も無かったので、健康保険証をそのま

ま使っていたところ、後日通知をもらって資格の喪失を知った。このため、

妻が市役所で夫婦二人分の国民年金と国民健康保険の加入手続を行った。 

国民年金保険料の納付は、妻が金融機関の窓口にて国民健康保険料と併せ

て夫婦二人分の保険料を１か月ごとに支払った。申立期間当時、１か月分の

国民年金保険料額は 13,000 円程度であったと思う。 

申立期間の国民年金保険料について、妻は納付済みとされているにもかか

わらず、私の国民年金保険料だけ未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 11 年７月ごろ、申立人の妻が市役所にて夫婦二人分の国民

年金と国民健康保険の加入手続を行ったと申し立てているところ、夫婦の国民

健康保険の加入手続は同年７月 17 日付けで行われており、同年７月１日から

国民健康保険の適用を受けており、申立内容と符合している。 

また、申立人は、申立期間当時、申立人の妻が月額 13,000 円程度の国民年

金保険料を納付書により金融機関で夫婦二人分を納付していたと申し立てて

いるところ、妻の申立期間の国民年金保険料は納付済みとされているほか、妻

は、第３号被保険者から第１号被保険者に種別変更手続を行うとともに、平成

11年７月から同年12月までの国民年金保険料を現年度納付していることが確

認できる。 

さらに、申立期間当時の国民年金保険料は月額 13,300 円で、国民年金保険

料の収納方法は、納付書方式であるなど、申立内容は当時の状況と符合してい

る。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 1410 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月から 54 年９月まで           

    私たち夫婦は、昭和 45 年 12 月に結婚したのを契機として、夫婦一緒に国

民年金の加入手続を行い、46 年４月から集金人またはＡ市役所で、私が必

ず夫婦二人分の保険料を納付してきた。 

申立期間当時、自営業を営んでおり、帳簿の記帳や確定申告事務を会計事

務所に依頼し、毎年、国民年金保険料の領収証書を担当の税理士に提出して

いたので、申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は、昭和 45 年 12 月に夫婦連番で

払い出されており、申立期間を除き 46 年４月以降 60 歳に至るまでの国民年金

保険料をすべて納付しており、夫婦の納付状況は 50 年７月から同年９月まで

の期間を除き同じである。 

また、申立人は、昭和 46 年４月から集金人またはＡ市役所で、必ず夫婦二

人分の国民年金保険料を納付してきたと申し立てているところ、申立人の夫の

納付記録を見ると、昭和 50 年７月から同年９月までの保険料は納付済みとさ

れていることが確認できる。 

以上のことから、申立人が、申立期間のうち、昭和 50 年７月から同年９月

までの保険料について、夫の分のみ納付し、自分の分を納付しなかったものと

は考え難い。 

さらに、申立期間のうち、昭和 47 年７月から 50 年８月までの期間及び 50

年 10 月から 54 年９月までの期間の夫の保険料は未納とされている。 

一方、申立人及びその夫の国民年金手帳の印紙検認記録欄を見ると、昭和



47 年７月から 48 年３月までの期間は、検認印が押印されていないほか、社会

保険庁の記録を見ると、申立人の夫は、52 年に催告された記録が確認できる

ことから、当時保険料の未納期間が存在したものと考えられる。 

加えて、申立期間は７年３か月と長期間であり、行政の事務的な過誤がこれ

だけ続くとは考えにくいほか、申立人に納付状況等を聴取しても具体的な陳述

は得られず、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 50 年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 1411 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から 56 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年４月から 50 年 12 月まで 

         ② 昭和 55 年４月から 56 年３月まで 

     結婚後の昭和 45 年ごろから 17 年間にわたり夫婦でＡ市にてＢ店を営ん

できた。その間、夫婦二人分を一緒に国民年金保険料を支払ってきたにも

かかわらず、私だけ昭和 47 年４月から 50 年 12 月までの期間及び 55 年４

月から 56 年３月までの期間が未納とされているのは、納得できない。 

    なお、保険料は、３か月に一度の割合で、その都度、夫か私のどちらか

が夫婦二人分を支払っていた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時は、３か月に一度の割合で、夫婦二人分を一緒に現

年度納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の加入手続時期をみると、申立期間①より２年以上後の昭和

53 年７月 13 日に手帳記号番号が払い出されていることが、国民年金手帳記号

番号払出簿の記録から確認できる。この場合、手続時点では、申立期間①の保

険料は、時効により、既に納付できない期間となっているほか、３か月に一度

の割合で、現年度納付していたとする申立人の陳述とは符合しない。 

また、申立期間①について、一緒に納付していたとする申立人の夫の納付記

録をみると、申立人の加入手続以前の昭和 50 年 12 月及び 51 年 11 月の二度に

分け、特例納付及び過年度納付の組合せにより納付していることが特殊台帳の

記録から確認でき、この点についても、夫婦二人分を一緒に現年度納付してい

たとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、旧姓を含む



氏名検索のほか、当時の居住地を管轄する社会保険事務所において、申立期間

①に係る払出簿の縦覧確認を行うも、別の手帳記号番号の存在は確認されなか

ったほか、この期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかっ

た。 

一方、申立期間②について、申立人の前１年間及び後４年間の納付記録をみ

ると、いずれも現年度納付していることが、特殊台帳の記録から確認できる。

このうち 81 か月分については、併せて付加保険料も納付しており、当時は、

受給権確保を目指した納付意識を有していたものと推定できる。 

また、一緒に納付していたとする申立人の夫は、この期間、現年度納付済み

であることが特殊台帳の記録から確認でき、申立人の当時の納付意識の高さに

鑑
かんが

みると、申立期間②については、現年度納付していたと考えるのが自然で

ある。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 55 年４月から 56 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められる。



大阪国民年金 事案 1412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月から 54 年３月まで 

    私は、昭和 52 年１月に会社を退職後、しばらくして国民年金の加入手続

をした時に、過去の保険料を一括でＡ出張所で支払った。この時、役所の人

は、「これで未納分は無くなりました」とはっきりと言われたのに 53 年４

月から 54 年３月までの１年分が未納とされているのは納得できない。また、

支払った金額は、７万円前後だったと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間（第３号期間 39 か月を含む）375 か月のうち、

申立期間を除く 363 か月間の保険料を納付しているほか、定額の保険料に加え

て 306 か月分の付加保険料を納付している（平成 20 年３月現在）。また、夫

が会社に就職した時点で任意で加入を継続し、退職した時点で第１号被保険者

への切替手続も適切に行っており納付意識が高かったものと考えられる。 

そこで申立期間を挟んだ前後の納付状況をみると、直前については、昭和

54 年 12 月 18 日に、52 年１月の資格取得月までさかのぼって 15 か月分の保険

料を一括で過年度納付していることが、また、直後の３か月分については、現

年度納付していることが市の被保険者名簿及び収滞納記録から確認できるが、

この過年度納付時点において申立期間についても同様に納付することは可能

であった。 

また、申立人が一括納付したと陳述する納付金額は、当時の保険料額とおお

むね符合している。 

これらの点を踏まえ、申立人の納付意識の高さに鑑
かんが

みれば、申立期間の保

険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 1413 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年１月から同年３月まで 

     昭和 39 年３月にＡ市役所で国民年金に加入して以来、厚生年金保険加入

期間以外はすべて納付している。市役所で納められない分は社会保険事務

所の納付書で納めてきた。 

    ちょうど住所をＢ市からＣ市に変更した時期の分であるため、きちんと

処理されていないのではないかと思う。妻も同じ時期が未納とされている

が、満額の月数を満たしているので申立てはしないが、妻の分で記録の漏

れがあり訂正してもらった経過もあり、この３か月分も漏れているのでは

と思う。 

    昭和 48 年１月以降の領収書は処分してしまい、証拠となるものは何も無

いが、記録では 48 年１月から同年３月までの間の３か月が未納とされてお

り、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間については、市役所又は社会保険事務所の国庫 

金納付書によりすべて納付していると申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、国民年金加入期間 201 か月間のうち、 

申立期間を除く 198 か月間はすべて納付済みである。 

また、申立人が所持する年金手帳及び領収書を基に、申立期間を挟んだ前後

の納付記録をみると、直前の昭和 47 年４月から同年 12 月までの９か月分につ

いては、申立期間中の 48 年１月 29 日に現年度納付し、翌月には、昭和 46 年

度の６か月分を過年度納付していることが確認できる。 

さらに、直後の昭和 48 年度分については、現年度納付していることが特殊



台帳の記録から確認でき、市役所で納められない場合は、国庫金納付書で納め

てきたとする申立人の陳述と符合する。 

一方、申立期間については、直前の現年度納付以降に現年度納付が可能な期

間が存在したほか、仮に、現年度納付がなされなかった場合は、社会保険事務

所による過年度納付の勧奨がなされたはずであり、申立人の納付意識の高さに

鑑
かんが

みれば、それを看過することは考え難く、申立期間について納付していた 

ものと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の昭和 48

年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。



大阪国民年金 事案 1414 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年９月から 44 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年１月から 44 年３月まで 

    私は、当時、夫と共にＡ市に住んでいたが、Ｂ市にある夫の実家で働いて

おり、私と義母及び義妹の３人で国民年金に加入し、３人分の国民年金保険

料を義母が夫の実家に来ていた集金人に納付していた。 

    集金人は町内会の役員の人で、保険料 100 円のころから納付しており、領

収書をもらっていた記憶がある。 

    また、夫が夫の実家の事業を手伝うために昭和 42 年９月に会社を退職し

たときに、夫も国民年金に加入し、それ以降は私が夫婦二人分の保険料を一

緒に納めていた。 

    義母、義妹及び夫が納付済みなのに、私だけが未納とされているのは納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ市にある夫の実家で、申立人の夫の母親及び夫の妹と一緒に国

民年金に加入し、申立人の夫が国民年金に加入するまで、申立人の夫の母親が

３人分の国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の手帳記号番号払出時期をみると、申立人の夫と連番で、昭

和44年10月８日に払い出されていることが手帳記号番号払出簿から確認でき

るとともに、申立人の夫が会社を退職した 42 年９月 26 日に、国民年金被保険

者の資格を取得したことが、夫婦の所持する国民年金手帳の記載及び社会保険

庁の記録から確認できる。したがって、申立期間のうち、37 年１月から 42 年

８月までの期間は、申立人は国民年金の未加入期間となっていたものと推認さ

れ、夫の母親は、同期間について申立人の保険料を納付することができなかっ



たものと考えられる。 

また、別の手帳記号番号払出しの可能性について、手帳記号番号払出簿の内

容をすべて視認したところ、申立人と一緒に国民年金に加入したとする夫の母

親及び夫の妹の手帳記号番号が昭和36年６月15日に連番で払い出されている

ことが確認できるが、そこに申立人の名前は確認できなかったほか、各種の氏

名検索を行っても、申立人に係る別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらなかった。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年１月から 42 年８月までの期

間について納付に直接関与しておらず、また、申立人に当該期間の保険料を納

付したことを示す関連資料が無く、納付をうかがわせる周辺事情も見当たらな

かった。 

加えて、申立人は、申立人の夫が国民年金に加入後は、申立人が夫婦二人分

の保険料を納付してきたと申し立てているところ、申立人夫婦の納付記録をみ

ると、申立人は、申立期間後の昭和 44 年４月から国民年金被保険者資格を喪

失するまで保険料を完納しており、また、申立人の夫は、国民年金被保険者期

間を通じて保険料を完納していることから、申立人の納付意識が高かったもの

と考えられる。 

また、申立人及びその夫が所持している国民年金手帳の検認日及び領収証書

の領収日から、夫婦同一日に保険料を納付していることが確認できることか

ら、基本的に夫婦一緒に保険料を納付していたものと認められる。 

さらに、申立期間のうち、昭和 42 年９月から 44 年３月までの期間は、申立

人の夫の特殊台帳の記録から50年５月21日に特例納付していることが確認で

き、納付金額も 1万 7,100 円とそれほど高額でないことから、申立人が申立人

の夫の分のみを特例納付したとは考えにくい。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和

42年９月から44年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認

められる。



大阪国民年金 事案 1415 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 39 年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 39 年６月まで 

   私は、昭和 32 年３月から、Ａ市にあったＢ氏宅において住み込みの家事

手伝いとして働いていた。 

Ｂ氏の妻が、昭和 36 年４月に年金制度ができたおり加入手続をしてくれ、

私が 39 年６月に結婚退職するまで保険料を支払っていてくれたことをはっ

きりと覚えている。 

当時、Ｂ氏宅に年配の女性が集金に訪れて、年金手帳に判を押していたこ

とや結婚退職時にＢ氏から年金手帳を受け取ったことも覚えている。 

上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ氏宅において住込みで家事手伝いをしていたとし、国民年金制

度が発足した昭和 36 年ごろ、同氏の妻が申立人の国民年金の加入手続を行い、

申立人が 39 年６月に結婚退職するまで保険料を支払ってくれていたと申し立

てている。 

そこで、申立人の手帳記号番号払出時期をみると、結婚後の昭和 51 年６月

23 日に任意加入したことにより払い出されていることが、申立人の所持する

年金手帳及び手帳記号番号払出簿により確認でき、現在の手帳記号番号では、

申立期間は、制度上、保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

しかしながら、申立人の旧姓で氏名検索を行ったところ、申立人と思われる

別の手帳記号番号が払い出されていることが判明し、払出簿をみると、当該手

帳記号番号は不在消除のゴム印が押されているが、申立人が住み込みで働いて

いたとするＡ市において昭和36年７月18日に払い出されていたことが確認で



き、申立てどおり、国民年金制度が発足した当初に国民年金の加入手続が行わ

れたことをうかがわせる。 

また、申立人は、当時のＢ家の同居家族や建物の状況をはじめ、申立人が国

民年金に加入する際のＢ氏の妻とのやりとりのほか、当時Ｂ氏宅において国民

年金加入者は申立人一人であり、申立人の保険料を徴収するためにだけ集金人

が訪れていたことや集金人の様子、納付時の状況等について、詳細かつ明確に

陳述しているところ、これらの内容を裏付ける陳述が、当時のＢ家の親族等か

ら得られるなど、その内容に不合理な点は認められない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 1416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年５月、48 年４月から同年９月までの期間及び 49 年４月

から 50 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年５月 

             ② 昭和 48 年４月から同年９月まで 

             ③ 昭和 49 年４月から 50 年３月まで 

        私は、昭和 46 年５月に会社を退職すると同時にＡ市に転居し、Ａ市役所

で国民年金の手続を行った。以後、３か月ごとに訪れる集金人に国民年金保

険料をきちんと納めていた。平成 20 年に昭和 46 年５月から 50 年３月まで

の大半の記録が未納とされていることが分かり、あわてて年金手帳を持って

社会保険事務所へ行った。しかし、社会保険事務所の職員から、年金手帳に

印紙が貼
は

ってある昭和46年６月から48年３月までの期間の記録は訂正でき

るが、それ以降の期間は、領収書が無いと訂正できないと言われ、訂正して

くれなかった。手帳に印紙を貼
は

る方法から、納付書に領収印を押して領収書

をもらう方法に変わってからも、集金人にきちんと納めていたのに、領収書

が無いだけで、訂正してもらえないのはおかしい。上記期間が未納とされて

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

       申立人は、昭和 46 年５月に会社を退職し、Ａ市役所で国民年金の手続を行

って以後、３か月ごとに訪れる集金人に国民年金保険料を納めていたと申し立

てている。 

そこで、申立人が所持する昭和 47 年度までの年金手帳及びＡ市の 50 年度以

降の収滞納一覧表をみると、申立人は、申立期間を除き、保険料を滞納するこ

となく現年度で納付しており、納付意識が高かったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間当時の納付書の様式など、詳細かつ具体的に陳述



しているところ、その内容は、当時の状況と符合しており、不合理な点はみら

れない。 

さらに、昭和 46 年６月から 48 年３月までの期間の記録は、申立人が所持す

る年金手帳を証拠として、平成 20 年に記録訂正されており、また、特殊台帳

の記録をみると、昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの期間の記録は、52 年に

記録訂正されていることが確認できる。 

このほか、Ａ市は、昭和 48 年４月から納付書方式に移行しているが、電算

化されたのは 50 年４月からであったため、昭和 48 年度及び 49 年度の収滞納

一覧表は、手書きで作成されていたところ、その手書きの収滞納一覧表は、現

在紛失しているとしている。 

これらの点から、申立人の昭和 46 年５月から 50 年３月までの納付記録は、

何らかの事務的過誤により、社会保険庁の記録に反映されなかった可能性がう

かがえる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 1417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年 11 月から 45 年 12 月まで 

             ② 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

    高校卒業後、同居していた父母が自営するＡ業を手伝っており、父母が私

の国民年金の加入手続を行うとともに、昭和 42 年 10 月に結婚するまでの期

間及び結婚後の３年ぐらいの期間の私の国民年金保険料を自分たちの保険

料と一緒に集金人に納付してくれていたと思う。36 年 11 月から 45 年 12 月

までの保険料が未納とされているが、父母の保険料は納付済みであり、私の

保険料だけが未納とされていることは納得できない（申立期間①）。 

    また、昭和 47 年４月から 48 年３月までの保険料が未納とされているが、

妻が集金人に保険料を納付していた。妻の申立期間の保険料は納付済みであ

り、私の保険料だけが未納とされていることは納得できない（申立期間②）。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は国民年金保険料の納付に関与しておらず、

申立人の保険料を納付していたとする申立人の父母は既に死亡しているため、

申立期間当時の保険料の納付状況等は不明であり、申立人の父母が申立人の保

険料を納付していたことをうかがわせる関連資料や周辺事情も見当たらない。 

また、申立人からは、申立期間①の保険料納付をめぐる事情等を汲み取ろう

としても、父母が集金人に保険料を納付していたはずであるということ以外に

具体的な陳述を得ることができず、申立人の父母が申立人の保険料を納付して

いたことをうかがわせる新たな事情等は見いだせなかった。 

さらに、申立期間①は９年２か月と長期間であり、これだけの長期にわたり、

納付記録の欠落が続いたとは考え難い上、申立人に別の国民年金手帳記号番号



が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

一方、申立期間②については、申立期間前後の保険料は納付済みであり、申

立期間②の前後を通じて、申立人の仕事や住所に変更は無く、申立人の生活状

況に大きな変化は無かったとしている上、申立人の保険料を納付していたとす

る申立人の妻の保険料は納付済みであることから、申立人の妻が申立人の申立

期間②の保険料も納付していたと考えても不自然ではない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和47年４月から48年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪国民年金 事案 1418 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 45 年３月まで 

    昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料が未納とされている

が、元夫（平成４年離婚、以下同じ。）が夫婦二人分の保険料を納付してい

るはずである。 

    元夫の申立期間の保険料は納付済みであり、私の保険料のみが未納とされ

ていることは納得できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その元夫が申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を納付してい

たと申し立てている。 

そこで、申立人の納付状況をみると、申立人の昭和 36 年４月から 52 年 12

月までの国民年金加入期間の保険料は、申立期間の 12 か月を除き、すべて納

付されている上、申立人の保険料を納付していたとする申立人の元夫の保険料

も、36 年４月から 60 歳到達時の平成２年 10 月まですべて納付済みとなって

おり、申立人の元夫の納付意識が高かったものと考えられる。 

また、申立人及びその元夫の国民年金手帳記号番号は同一日に夫婦連番で払

い出されており、夫婦で一緒に保険料を納付する意思があったと考えられると

ころ、申立期間における申立人の元夫の納付記録をみると、特例納付されてい

ることが確認でき、納付意識の高い申立人の元夫が自身の保険料と一緒に申立

人の申立期間の保険料を特例納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 1419 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から 47 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年１月から 47 年３月まで 

私自身が国民年金の加入手続を行ったことは無く、夫が市役所で夫婦二人

の国民年金の加入手続を行ったと思う。 

昭和 53 年ごろまでの私と夫の国民年金保険料については同居していた夫

の母親（義母）が納付してくれており、私と夫は申立期間の保険料の納付に

関与していないが、夫の申立期間の保険料は納付済みであり、義母が夫の保

険料だけを納付したとは考えられず、私の保険料も一緒に納付してくれてい

たはずなので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫が夫婦二人の国民年金の加入手続を行ったものの、昭和

53 年ごろまでの夫婦二人分の国民年金保険料については、義母が納付してい

たと申し立てている。 

そこで、申立人の納付状況をみると、申立人の申立期間直後の昭和 47 年４

月から60歳到達時の平成15年８月までの保険料は、すべて納付されている上、

申立人の保険料を納付していたとする義母の保険料も、36 年４月から 60 歳到

達時の 51 年９月まですべて納付済みであり、申立人の義母の納付意識が高か

ったものと考えられる。 

また、申立人の夫の納付状況をみると、手帳記号番号の払出時点で制度上保

険料を納付することができた申立期間と同一期間の保険料が過年度納付され

ているとともに、60 歳到達時までの保険料がすべて納付されていることから、

申立人の申立期間の保険料についても、納付意識の高い申立人の義母が、申立

人の夫の保険料と一緒に過年度納付していたとみても不自然ではない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 1420 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住   所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年 10 月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 51 年１月から同年３月まで 

昭和 38 年 10 月から 40 年３月までの国民年金保険料が未納とされている

が、私は 20 歳になった当時、叔父夫婦と同居して、その家業を手伝ってお

り、叔父夫婦宅を訪問していた市役所の集金人に国民年金に加入するように

言われ、加入手続書類に必要事項を記入し、集金人に渡した記憶がある。38

年 10 月から 40 年３月までの保険料を納付した正確な時期は覚えていない

が、当時の保険料は月額 100 円であり、最初に１年分の保険料を集金人にま

とめて納付し、次に半年分の保険料を集金人に納付した。いずれの納付時に

も国民年金手帳は交付されず、領収証を受け取った（申立期間①）。 

また、昭和 51 年１月から同年３月までの保険料が未納とされているが、

47 年８月に結婚してからは、妻が納付書により金融機関で保険料を納付し

ていたと思う（申立期間②）。 

申立期間①及び②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の払出状況をみると、申立人の国民年金手帳

記号番号の払出日は昭和41年２月24日であり、この手帳記号番号によっては、

申立期間①の国民年金保険料は過年度保険料となるため、集金人に保険料を納

付できず、申立人の主張とは符合しない上、申立期間①の一部は、制度上保険

料を納付できない期間である。 

また、Ａ市における申立期間①当時の保険料収納方式は印紙検認方式であ

り、保険料の納付時に集金人から領収書を受領したとする申立人の主張とは符



合しない。 

さらに、申立人は、国民年金加入後の初めての保険料は１年間分、次の保険

料は６か月分をそれぞれまとめて納付したとしているところ、申立人が所持す

る国民年金手帳をみると、上記の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和

41 年２月 24 日の直後の同年３月 17 日に、40 年４月から 41 年３月までの１年

分の保険料を、41 年４月 15 日に同年４月から 42 年３月までの１年分の保険

料を、その後は 42 年４月 27 日に同年４月から同年９月までの６か月分の保険

料を納付していることが確認でき、国民年金の加入手続後における保険料納付

をめぐる状況は申立内容とおおむね符合している。 

加えて、申立人に別の国民年金手帳番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も、申立期間①の保険料を納付していたことをうかがわせる関連資料

や周辺事情も見当たらなかった。 

一方、申立期間②については、３か月と短期間である上、申立人が結婚した

昭和48年８月以降平成15年９月までの国民年金加入期間中における申立人の

保険料は、申立期間②を除き、すべて納付されており、申立期間②の前後を通

じて、申立人の仕事や住所に変更は無く、申立人の生活状況に大きな変化は無

かったとしていることから、申立期間②の保険料についても、納付されていた

ものとみても不自然ではない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 1421 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 38 年７月から 40 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 18 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 38 年７月から 40 年３月まで 

    申立期間当時、私は両親、夫及び弟とＡ市で同居しており、父親は自営業

を営み、私はＢ業の仕事をしていた。現在の夫は、昭和 26 年（15 歳）ごろ

に、私の父親が営んでいた自営業の職人として同居し始め、39 年５月に私

と結婚した。 

私も夫も国民年金のことは、私の両親に任せきりであったため全く分から

ないが、社会保険庁の年金記録では、夫の国民年金保険料は、私と結婚する

前の昭和 36 年４月から現在まですべて納付済みとなっている。また、弟の

保険料は、弟が障害者であるため両親が納付していたと思う。 

私の両親が、私と結婚する以前の夫の保険料を未納とすることなく納付し

ているのであれば、実の娘である私の保険料も 20 歳の分からすべて納付し

ているはずなので、申立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が自身、その夫及び弟の国民年金保険料を納付してくれていたとする

申立人の両親は保険料を完納しており、申立人の両親の納付意識が高いと考え

られる。 

また、申立人の保険料は申立期間を除いてすべて納付済み、申立人の夫及び

弟の保険料もすべて納付済みとなっている上、その弟については、国民年金手

帳記号番号が払い出された昭和 49 年以降に、過去に未納であった期間の保険

料がすべて特例納付及び過年度納付されていることがその弟の特殊台帳によ

り確認できることから、納付意識の高い申立人の両親が申立人の申立期間の保

険料を未納のまま放置しておくのは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪厚生年金 事案 2696 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年９月の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認められることから、申立人のＡ社における資

格取得日に係る記録を 38 年９月３日に、資格喪失日に係る記録を同年 10 月

26 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務 

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 38 年８月 24 日から同年 10 月 26 日まで 

昭和 38 年８月、それまで働いていたＢ社から同僚２人と一緒にＣ市にあ

ったＡ社に移り、Ｄ業務員として働いた。 

社会保険庁からはＡ社における厚生年金保険加入記録は無いとの回答を

受けたが、Ｂ社退職後期間を空けることなく働き始めており、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ａ社に在職していたことは、申立人が、一緒に入社したと陳述し

ている同僚２人が同社の厚生年金保険被保険者名簿で名前が確認でき、このう

ち、連絡の取れた１人による「申立人のことは覚えている。もう１人の同僚と

３人一緒にＡ社に入社した」との陳述から確認できる。 

また、社会保険庁の記録によれば、上記同僚２人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格取得日は、昭和 38 年９月３日であることが確認できるが、同

社の厚生年金保険被保険者名簿によれば、同年７月から同年 10 月までにかけ

て被保険者資格を取得した 18 人のうち、12 人（申立人の同僚２人を含む）の

「資格取得年月日」欄の資格取得日の上に「11．22」との記載がみられる。同

日付は資格取得手続日であると考えられ、同僚２人は、38 年 11 月 22 日に、

同年９月３日にさかのぼって資格取得手続が行われたものと推測される。 

さらに、同社の厚生年金保険被保険者名簿の健康保険番号に抜けはみられな

いが、「11．22」との記載のある 12 人の被保険者資格取得日は、必ずしも資格



取得日付順となっておらず、昭和 38 年 11 月 22 日時点で何らかの事情により

被保険者資格が未取得となっていた者について、それぞれの入社日、勤務部署、

そのほか何らかの区分ごとにさかのぼって資格を取得させたものと思われる。 

一方、さかのぼって資格取得手続が行われた者に対する入社から手続日まで

の厚生年金保険料の控除について、さかのぼって資格を取得している同僚は、

「昭和 38 年 11 月及び同年 12 月の給与支給額に変化があった記憶は無い」と

陳述しており、さかのぼっての資格取得手続が行われた後、社会保険料の控除

が開始された形跡はうかがわれない。したがって、資格取得手続が行われる以

前から社会保険料の控除が行われていたものと推測される。 

加えて、当該同僚は、Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格を昭和 38 年

８月 29 日に喪失し、Ａ社において同年９月３日に被保険者資格を取得してい

ることが社会保険庁の記録から確認できることから、試用期間は無く、入社後

すぐに厚生年金保険に加入する取扱いをされていたことが認められる。また、

申立人と同時入社のもう１人の同僚は、Ａ社における厚生年金保険被保険者期

間は２か月と短期であるが、被保険者資格取得手続が行われている上、そのほ

かにも被保険者期間が１か月だけの例も確認できる。 

申立人はＡ社在職中から転職先を探しており、退職翌日から新しい職場で働

いていたと陳述しているところ、社会保険庁の記録によると申立人が次に勤務

したＣ社における被保険者資格取得日は昭和 38 年 10 月 26 日となっているこ

とが確認できる。 

以上の事情から、申立人は、本来ならば同僚２人と共に昭和 38 年９月３日

にさかのぼって厚生年金保険被保険者資格を取得すべきところ、上記手続日

（同年 11 月 22 日）前の同年 10 月 25 日にＡ社を退職していたため、資格取得

対象者から除外されたが、同年９月の厚生年金保険料は事業主により給与から

控除されていたと考えるのが相当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 38 年８月 24 日から同年９月３日までの期間に

ついては、厚生年金保険料控除をうかがわせる事情等は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない 

また、昭和 38 年９月の標準報酬月額については、一緒にＡ社に入社した同

僚の厚生年金保険被保険者資格取得時の記録から、１万 8,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業所は既に解散しているが、上記の理由から、事業主は資格取得の届出

を社会保険事務所に提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 38 年９月の厚生年金保険料について納入の告知を行っていないこと

から、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。



大阪厚生年金 事案 2697 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 35 年９月から 37 年４月までの厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立人の

Ａ社における資格取得日に係る記録を 35 年９月１日に、資格喪失年月日を 37

年５月１日に訂正し、35年９月から36年４月までの標準報酬月額を１万2,000

円、同年５月から 37 年４月までの標準報酬月額を２万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る昭和 35 年９月から 37 年４月までの厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年９月１日から 37 年８月 30 日まで 

私は昭和 35 年９月にＢ県からＣ県に来て、公共職業安定所で寮のあるＡ

社を紹介してもらい、そこで 1年半ほど働いた。当時、会社の組合健康保険

で、診察を受けたことも覚えているし、退職後、失業手当を受けた記憶もあ

るので、もう一度、厚生年金保険加入記録の調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における在職については、複数の同僚から、申立期間当時在職

していたとの陳述が得られたことから推認され、その在職期間については、同

僚の一人から「当時の日記によると、昭和 35 年 12 月の日記に申立人のことが

記載されており、その後、自分が同社を退職した 37 年４月末時点においては

申立人が在職していたことを記憶している。」旨の回答があり、このことは、

申立人が勤務期間は定かではないものの、申立期間中に１年半以上は勤務して

いたとの陳述内容とも符合すること等から、申立人の在職期間は、申立期間の

うち、35 年９月１日から 37 年５月１日であると考えるのが相当である。 

また、これらの同僚は、社員は全員社会保険に加入しており、特に申立人の

ように寮に入っていた人は間違い無く正社員であり、社会保険にも加入してい

たはずと陳述しており、このことは、これらの同僚には、いずれも厚生年金保



険の被保険者として記録が確認できるほか、申立人と同年齢で同じ寮に入って

いた同僚には、入社後からの被保険者記録が存在することと符合している。 

さらに、申立人と同じ業務を行っていた複数の同僚も被保険者資格を取得し

ているほか、パートであったほかの同僚からは、「パートの場合は社会保険に

未加入の者もいたが、私は１日６時間の勤務であったが社会保険に加入してお

り、社員は全員社会保険に加入していたと思う。」との陳述も得られた。 

加えて、申立人が同僚と申し立てている者（10 名）は、いずれも被保険者

資格が確認できるほか、申立人が陳述した当時の従業員数と事業所別被保険者

名簿における申立期間当時の厚生年金保険被保険者数がほぼ一致することか

ら、当時、同社においては、ほぼすべての従業員が厚生年金保険に加入してい

たと考えられる。 

これらの事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和35年９月１日から37年５月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 37 年５月１日から同年８月 30 日までの期間に

ついては、同社における在職をうかがわせる事情等も見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、昭和 35 年９月から 37 年４月までの標準報酬月額については、同年齢

の同僚の標準報酬月額から、35 年９月から 36 年４月までの標準報酬月額を１

万 2,000 円、同年５月から 37 年４月までの標準報酬月額を２万円とすること

が妥当である。 

また、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、現在の事業主は、「当時の事業主は故人で資料も保存されていないため

不明であるが、適正な届出を行い、保険料も納付していたはず。」と回答して

いるものの、これを裏付ける関連資料等は無い。その一方、同社に係る事業所

別被保険者名簿をみると、その整理番号に欠番は見当たらないことから、申立

人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考えられない上に、仮に事業主

が資格取得届を行った場合には、その後に資格喪失届を行い、また、算定基礎

届も行われたと考えられるところ、これらのいずれの機会においても社会保険

事務所が申立人の記録漏れに気づかず、記録の処理を誤るとは考え難いことか

ら、事業主から資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る昭和 35 年９月から 37 年４月までの保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 2698 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得年月日を平成 14 年

１月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年１月 31 日から同年３月１日まで 

    私はＢ社に平成 14 年１月 30 日まで勤務し、その翌日から同じ事業主が経

営するＡ社で勤務しており、給料から保険料も控除されていたのに、申立期

間が厚生年金保険の未加入期間とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間におけるＡ社での在職については、事業主の陳述から認め

られる。 

ところで、Ｂ社とＡ社の事業主は同一人であり、これら両社は事実上グル

ープ企業として一体的に管理運営されていたところ、申立人が提出し、事業

主が当時の同社交付のものであると認めている給与支払明細書により、申立

期間の平成 14 年１月及び同年２月の厚生年金保険料が給与から控除（翌月控

除）されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の厚生年金保

険料控除額から 22 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は、申立期間に係る保険料を控除しているにもかかわらず、

資格取得日を誤って届け出たと陳述していることから、事業主が、平成 14 年

３月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係

る同年１月及び同年２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 2699 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成

６年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 23 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： 平成６年５月１日から同年８月１日まで 

    私は、平成５年４月１日から６年７月 31 日までＡ社に勤務していた。給

料から厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、同社での厚生年金

保険の被保険者資格喪失日が同年５月１日とされており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主の陳述及び申立人から提出された平成６年５月分から同年

７月分までの給料支払明細書により、申立人が同年７月 31 日まで同社に在籍

し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められる。 

なお、申立人から提出された平成６年７月分の給料支払明細書をみると、支

給額欄が空白となっており、社会保険料及び所得税の控除額のみが記載されて

いるが、前月までと同額の所得税が控除されていることから当該月についても

前月までと同額の給与が支給されたことが推測でき、同社の元事業主は社会保

険料の控除方式は当月控除であったと陳述していることから、当該明細書に記

載されている保険料額は同月分であると考えるのが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成６年４月の社会保険事務所

の記録及び同年５月から同年７月までの給料支払明細書から 15 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ



ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 2700 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ船における資格取得日に係る記録を昭和

29 年５月 21 日に、資格喪失日に係る記録を同年９月７日とし、申立期間の標

準報酬月額を 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年５月 21 日から同年９月７日まで 

    昭和 29 年５月 21 日から同年９月７日までの期間は、Ａ船に乗船していた

ことが、船員手帳に記載されているので、同期間を船員保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間においてＡ船に乗員として乗船し勤務していたことは、船

員手帳の記録及び同僚の陳述から認められる。 

また、申立期間当時、Ａ船Ｂ部の員数については、船舶職員法に定めるＢ長

のほかに、員数に係る法の定めが無く特定することができないものの、申立期

間にＡ船に乗船していた同僚２名より、申立人のほかに乗船していた乗員が４

名である旨の陳述を得ることができたところ、社会保険庁の記録により、当該

４名全員が、申立期間である昭和 29 年５月 21 日から同年８月まで船員保険に

加入していることが確認できる。 

これらのことを踏まえると、申立人が昭和 29 年５月から同年８月までの期

間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額は、乗員として乗船していたとされる同僚の

標準報酬月額及び船員手帳に記載されている給料額から推定して、4,000 円と

することが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間の被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る

社会保険事務所の記録が失われたとは考えられない上、資格の取得及び資格の

喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を

誤るとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得及び

資格の喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は申立人

に係る昭和 29 年５月から同年８月までの保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る保険料納付義務を履行していないと認められ

る。 



大阪厚生年金 事案 2701 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 46 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10 万円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

昭和 36 年４月１日にＡ社に入社してから、52 年６月 15 日に退職するま

で継続して勤務していた。Ｂ支店からＣ支店に転勤したときに、１か月の厚

生年金保険未加入期間があるのは納得できないので、加入期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間においてＡ社に継続して勤務していたことは、雇用保険

の記録及び同社の被保険者加入記録訂正依頼書により確認できる。 

また、同加入記録訂正依頼書により、申立人が昭和 46 年 10 月１日付けで、 

同社Ｂ支店からＣ支店に異動したことが認められる。 

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料については、同一企業内の事業所間 

異動であることから、引き続き給与から控除されていたと考えるのが相当であ

る。 

そして、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の昭和 46 年８

月の記録から 10 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立人の資格喪失日を昭和 46 年 10 月１日とすべきところ同年９月 30 日

と誤った手続を行ったとしていることから、事業主が同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年９月の保険料について納



入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



大阪厚生年金 事案 2702 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（293,000 円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 293,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男  

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 35 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（293,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（293,000 円）に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 2703 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（584,000 円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 584,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名：  男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 29 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（584,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（584,000 円）に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 2704 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（1,118,000 円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 1,118,000 円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 40 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（1,118,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（1,118,000 円）に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 2705 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（277,000 円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 277,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 34 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（277,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（277,000 円）に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 2706 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（62,000 円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 62,000 円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 24 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（62,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（62,000 円）に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 2707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（187,000 円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 187,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 32 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（187,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（187,000 円）に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 2708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（1,030,000 円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 1,030,000 円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 35 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（1,030,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（1,030,000 円）に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 2709 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額（1,433,000 円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 1,433,000 円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和 20 年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間：平成 16 年３月 10 日 

    平成16年３月10日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが

分かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賃金台帳兼源泉徴収簿から、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準賞与額（1,433,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 16 年３月 10 日の標準賞与額（1,433,000 円）に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

 

 



大阪国民年金 事案 1422 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 41 年３月まで 

 昭和 36 年４月に結婚してから夫の母が、夫婦の国民年金加入手続を行い、

国民年金保険料を集金人に支払ってくれていた。夫の母が不在の時は、私が

夫の母の財布から何回か集金人に納付していた。 

 夫の母と夫が納付済みなのに、私の分が未納とされていることは納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫の年金手帳記号番号払出時期をみると、申立人の夫につい

ては、その母と連番で昭和 36 年６月に払い出されている一方、申立人につい

ては、41 年９月に払い出されていることが年金手帳記号番号払出簿により確

認でき、夫婦の払出時期が異なるほか、申立人の払出時点において、申立期間

は、集金人による納付ができない過年度保険料であるほか、申立期間のうち、

38 年 12 月以前の期間は、制度上納付することができない期間に当たる。 

また、申立人は、申立人の夫の母が当時、夫婦二人分の保険料を集金人に納

付してきたと記憶しており、過去の保険料をさかのぼって納付したことは無い

とも陳述している。 

さらに、申立人は、国民年金加入手続及び保険料の納付は、申立人の夫の母

が行ってくれていたとしており、申立人は直接関与しておらず、当時の具体的 

な加入状況及び納付状況は不明であり、また、申立人の夫の母が不在の際は、

申立人が、申立人の夫の母の財布から何回か集金人に納付していたとしている

ものの、誰の分を納付したのかは覚えていないと陳述している。 

そこで、別の年金手帳記号番号の払出しの可能性について、年金手帳記号番

号払出簿の内容をすべて視認したほか、ほかの読み方等を含む各種氏名検索も



行ったが、申立人に別の年金手帳記号番号が払い出された形跡は無かった。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料が無

いほか、納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1423 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年４月から 48 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 48 年 12 月まで 

    長女が生まれた昭和 47 年７月以降の同年７月又は同年８月に、明治生ま

れの母から、自分は国民年金保険料を支払っていなかったが、国から年金を

もらって助かっているので、絶対加入しなさいと言われ、Ａ市役所に手続に

行った。その際、担当職員に今からだと全額支払うことになると言われ、母

に７万 4,000 円をもらって一括納付した。納付手続は、市役所の窓口職員に

全額支払い、薄紫色の領収書をもらった記憶があるが、引っ越ししたりして、

領収書を紛失してしまっているが、自分は絶対納付している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、娘の誕生した昭和 47 年７月又は同年８月ごろに市役所で国民年

金への加入手続を行い、過去の未納保険料として７万 4,000 円を納付したと申

し立てている。 

   そこで、国民年金手帳記号番号払出簿をみると、申立人の手帳記号番号は昭

和 51 年 10 月 15 日に払い出されていることが確認でき、この払出時点におい

て、申立期間の保険料は、制度上納付することはできない期間に当たる。 

   また、申立人は、緑色のもう一冊の手帳を所持していたとも申し立てている

ことから、別の手帳記号番号の払出しの可能性について、申立期間に係る国民

年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認したほか、類似氏名を含む各種氏

名検索を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

なかった。 

   仮に、昭和 47 年７月又は同年８月ごろに別の手帳記号番号が払い出され、

第１回特例納付も利用できたとして、申立期間の保険料を当該特例納付、過年

度納付及び現年度納付により納付したとした場合でも、その保険料合計額は約



５万円に過ぎず、申立金額とは符合しない。 

   さらに、申立人は、市役所窓口で職員に保険料をまとめて支払い、領収書を

もらったとしているが、当時、市役所では、現年度保険料以外の保険料の収納

は行っておらず、申立内容と符合しない。 

   加えて、申立人が一括納付するための保険料分として７万 4,000 円をもらっ

たとする母も既に他界しており、当時の保険料調達の具体的状況も不明である

とともに、申立期間について納付したことを示す関連資料が無く、納付をうか

がわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1424 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年７月から平成２年３月まで 

いつごろか分からないが、私の母が国民年金の加入手続を行い、母が自分

の分と一緒に、国民年金保険料の支払いをしてくれていたはずであるのに、

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金への加入時期をみると、平成３年４月 19 日であることが 

Ａ市の国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、この加入時点においては、

申立期間のうち、昭和 63 年７月から平成元年２月までの保険料は制度上納付

することができず、それ以降の期間の保険料は過年度納付が可能であることが

分かる。しかし、申立人は平成２年度分の保険料については、まとめて納付し

た記憶があるとするものの、それ以外の期間の保険料をまとめ払いした記憶は

無いと陳述しており、このことは社会保険庁及び同市の納付記録と符合する。 

また、申立人の母の国民年金保険料の納付記録をみると、昭和 61 年度分及

び 62 年度分の保険料は申請免除となっているほか、申立期間と重なる昭和 63

年４月から平成元年３月までの保険料については、同年７月 26 日に過年度納

付していることが確認でき、母が一緒に納付していたとする申立内容と符合し

ない。 

さらに、各種読み方による氏名検索を行ったが、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出された形跡は見当たらなかった。 

加えて、申立人は保険料の納付に直接関与していないほか、申立人が申立期

間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1425 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年３月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年３月から同年 12 月まで 

    私は、昭和 57 年３月にＡ社を退職し、国民年金に加入した。同時期に妻

も国民年金に加入し、妻と一緒に夫婦二人分の保険料を３か月ごとに納付書

で途切れることなく支払ってきた。 

    申立期間について妻の納付記録があるのに、私の記録が未納とされている

ことには納得がいかない。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年３月にＡ社を退職した後、国民年金に加入し、妻と一

緒に夫婦二人分の保険料を３か月ごとに納付書で途切れることなく納付して

きたと申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿をみると、申立人の年金手帳記号番号

払出日は昭和 58 年４月 11 日と記録されており、直前の番号の被保険者の任意

加入日から、申立人の加入日は同年２月下旬から同年３月上旬までの間であっ

たと推定できる。なお、同時期に加入したとされる申立人の妻の手帳記号番号

払出日は、申立人より約１年前の 57 年１月 16 日に任意加入被保険者として払

い出されていることが確認できる。 

また、この加入時点において、申立期間の国民年金保険料を納付することは

できるものの、申立人には昭和 57 年３月分の過年度保険料や同年４月以降の

分の現年度保険料をまとめ払いした等の記憶は無く、加入後は３か月ごとの保

険料を納付書で納付していたと陳述しており、このことは、社会保険庁の記録

と符合している。 

さらに、各種の氏名検索を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる周辺事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1426 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年８月から 51 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年８月から 51 年 12 月まで 

同居していた母が国民年金の加入手続をしてくれたはずであり、保険料に 

ついては、昭和 43 年６月に結婚する前は母か私が、結婚後は私が納付して

いた。納付時期ははっきりとは覚えていないが、毎月分を翌月末か３か月ご

とに金融機関で納付していたはずであり、過去の保険料をまとめ払いした記

憶は無い。 

しかし、申立期間のうち、昭和 46 年４月から 47 年３月までの期間が申請

免除期間とされ、そのほかの期間の保険料が未納とされており、納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母親が国民年金の加入手続をしてくれたはずであると申し立てて

いるところ、Ａ市の国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の手帳記号番

号は昭和 41 年６月１日に払い出されているほか、続いて 52 年３月 11 日にも

別の手帳記号番号が払い出されていることが確認できる。 

このうち、昭和 41 年６月１日付け払出しの手帳記号番号に係る保険料納付

記録をみると、37 年８月 19 日に資格を取得、52 年１月１日に資格を喪失とさ

れ、加入期間のうち、46 年４月から 47 年３月までは申請免除期間、そのほか

の期間は未納期間とされている。また、国民年金手帳記号番号払出簿及び社会

保険庁の記録によると、時期は不明であるが、途中で不在被保険者とされ、平

成 19 年８月に基礎年金番号（昭和 52 年３月 11 日付け払出しの国民年金手帳

記号番号と一致）の記録に統合されている。 

さらに、申立人は昭和 43 年６月に結婚し、実家を出る時に、この国民年金

手帳は持って行かなかったと陳述しており、年金手帳が無い以上、保険料を納



付することはできないことから、この手帳記号番号によっては、申立人が結婚

後に保険料を納付したとは考え難い。 

加えて、結婚前についても、当時は印紙検認方式であったところ、申立人は

郵便局で保険料を支払ったとしており、申立内容は当時の収納制度と符合しな

いほか、申立人から申立期間の保険料を納付した事情を汲み取ろうとしても、

納付したことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

一方、昭和 52 年３月 11 日付け払出しの手帳記号番号については、資格取得

日が同年１月１日となっていること、この手帳記号番号によっては、51 年１

月以降の期間を除いては、特例納付又は過年度納付によってしか保険料を納付

できないが、申立人は保険料をさかのぼって一括納付した記憶は無いと陳述し

ていることから、この手帳記号番号によって申立期間の保険料が納付されたと

は考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から46年３月までの期間及び47年４月から48年６

月までの期間に係る国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 46 年３月まで 

                          ② 昭和 47 年４月から 48 年６月まで 

        私と夫は、時期はよく覚えていないが、Ａ市に住んでいたころに国民年金

の加入手続をした。当時は保険料を納付していなかったが、Ａ市からＢ市に

転居した後の昭和 46 年５月又は同年６月ごろ、自宅に市役所の集金人が訪

ねてきて、その人から、今なら過去の未納分の保険料をさかのぼって納付す

ることができると言われ、未納となっていた 36 年４月からの保険料を夫の

分と併せて一括して納付した。納付額は夫婦二人分で 36 万円ぐらいであっ

た。しかし、申立期間①の保険料について夫の分のみ納付済みとされ、私の

分が未納とされているのは納得できない。 

また、申立期間②については、夫婦二人分の保険料を、夫名義の口座から

口座振替で納付したが、未納とされており納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市に住んでいたころに国民年金の加入手続を行い、同市からＢ

市に転居した後の昭和 46 年５月又は同年６月ごろに、市役所の集金人から勧

められ、申立期間①の保険料を集金人に納付し、その金額は夫婦二人分で 36

万円ぐらいであったと申し立てているところ、申立人の国民年金手帳記号番号

は 40 年６月 26 日に払い出されていることが確認でき、46 年は第１回特例納

付実施期間内であり、申立期間①の夫の保険料は納付済みとなっている。 

しかしながら、第１回特例納付実施期間内に申立期間①の保険料を特例納付

及び過年度納付によって納付した場合の保険料額は夫婦二人分を合わせても

約 10 万円であり、申立ての納付額とは相当な金額の開きがある。また、申立



人は一度に多額の保険料を納付しながら領収書は受け取っていないとしてお

り、制度運用の実態からみて不自然な内容となっている。 

このほか申立人が申立期間①の保険料を特例納付したことをうかがわせる

周辺事情等は見当たらなかった。 

なお、申立期間①の保険料について申立人の夫の分のみ納付済みとなってい

ることについては、当時申立人の夫はまもなく40歳を迎えようとしていたが、

厚生年金保険の被保険者期間が１年あることを除いては、国民年金保険料は全

加入期間を通じて未納であったため、その時点から 60 歳までの保険料を完納

したとしても、年金受給資格期間を満たさないことから、加入時にさかのぼっ

て特例納付したものと考えられる。一方、申立人の当時の年齢は 33 歳であり、

その時点から 60 歳までの保険料を完納すれば年金受給資格期間を満たすこと

ができるため、申立人の夫の分のみ特例納付したと考えるのが相当である。 

次に、申立期間②の保険料については、申立人は夫婦二人分を夫名義の口座

から口座振替により納付したと申し立てているところ、申立人の夫の当該期間

の保険料も未納となっており、Ｂ市において国民年金保険料の口座振替制度が

実施されたのは昭和 50 年８月からであり、申立内容と符合しない。 

また、申立人の国民年金手帳の昭和 47 年度の印紙検認欄には、印紙の検認

印が見られず、このほか申立期間②の保険料が納付されたことをうかがわせる

周辺事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1428 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年から 51 年までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 30 年生       

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 49 年から 51 年まで 

        私は、20 歳ぐらいまではＡ業で身を立てることを目指し、職を転々と変

えていたことから、親父が将来のことを考えて国民年金に入るようにと 10

万円を出してくれた。そのお金の中から、昭和 50 年の夏ごろに市役所の年

金窓口において49年から51年までの国民年金保険料として８万円から９万

円ぐらいを一括して納付した。 

 その時の領収書は受け取っていないが、申立期間の保険料を一括で支払っ

たにもかかわらず、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年の夏ごろに申立期間の国民年金保険料を一括して納付

したと申し立てているが、申立期間のうち、50 年２月以前は申立人が 20 歳に

到達する前の期間であり、国民年金の被保険者資格を取得することができない

ため、その期間の国民年金保険料は制度上納付することができない。 

また、申立人は申立期間のうち、昭和 50 年３月以降の期間においては厚生

年金保険に加入していることから、当該期間の国民年金保険料を納付した場合

には還付の対象となるが、保険料が還付された記録は見当たらず、申立人から

も還付されたとの申立ては無い。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料納付額は８万円から９万円であったと

申し立てているが、昭和 49 年１月から 51 年 12 月までの保険料合計額は約４

万円であり、申立金額とは相当の開きがある。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿により申立人の手帳記号番号は昭和 60

年３月 11 日に払い出されていることが確認できるが、この手帳記号番号によ

っては現年度納付も過年度納付もできない上に、当時は既に第３回特例納付実



施期間を過ぎていたことから、申立期間の保険料は制度上納付することができ

ない。また、申立人にほかの手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情等は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1429 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年５月から 41 年 10 月までの期間及び 60 年１月から 61 年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ： 

          

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年５月から 41 年 10 月まで 

             ② 昭和 60 年１月から 61 年４月まで 

        昭和 36 年に自治会から国民年金の加入者カードが配られて、加入手続を

行うとともに、Ａ会の集金人に保険料 150 円を毎月納付していたが、１年ぐ

らい納付した後、集金人が来なくなったので納付していなかった。それから

５年程経った後に同じ集金人が来たので、未払いになっていたおよそ５年間

分の保険料として１万円ぐらいを渡した。領収書はもらわなかったが、これ

で未納になっていた保険料を完納したと思っていたのに、申立期間①が未加

入とされており納得できない。 

    また、60 歳になってから、年金の受取額を増やすため、夫が市役所で継

続加入の手続をして、保険料を納付していたはずであるが、申立期間②が未

加入とされており納得できない。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 36 年に国民年金に加入し１年間ぐらい保険料を納付した後、

集金人が来なくなったので一時的に納付していなかったが、５年程後に未納に

なっていた保険料をさかのぼって集金人に納付したと申し立てているところ、

申立人の国民年金手帳記号番号は 36 年２月３日に払い出されており、同年４

月の１か月分の保険料のみ納付済みとなっている。 

しかしながら、申立人は申立期間①当時に年金手帳を受け取った記憶は無

く、集金人が突然来なくなったので保険料を納付しなくなったと陳述している

が、制度運用の実情からみて当該陳述内容は不自然であり、このほか申立人が

加入手続後２か月以上保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見



当たらなかった。 

また、申立人が保険料をさかのぼって納付したとする時期として推認でき

る昭和 42 年ごろは特例納付実施期間ではない上、申立人は任意加入であるた

め保険料をさかのぼって納付することができない。 

このほか、申立人が申立期間①の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情等は見当たらなかった。 

次に、申立人は 60 歳到達以降も国民年金に任意加入し、申立期間②の保険

料を納付したと申し立てているが、申立人は当該加入手続及び保険料納付は夫

が行ったとしており、申立人自身は直接関与していない上に、申立人の夫は既

に死亡しているため、納付をめぐる事情等を汲み取ろうとしても具体的な陳述

を得ることはできなかった。 

また、社会保険事務所の記録によると、申立人は遡及
そきゅう

して行うことができ

ない任意加入及び付加保険料の申出を昭和 61 年５月に行ったことが確認でき

ることから、60 年１月当時に手続を行ったとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間②の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年９月から 51 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 22 年生     

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 44 年９月から 51 年３月まで 

        私は、昭和 44 年９月に勤めていた会社を退職し、厚生年金保険の被保険

者資格を喪失した後、同年 10 月又は同年 11 月に、Ａ市Ｂ区役所で国民年金

の加入手続をした。その時には母が付き添ってくれたと思う。保険料の納付

については、母がＣ業務の仕事で得た収入の中から、自宅に来る市役所の集

金人に毎月、母の分と併せて納付してくれたと思う。また、納付書に変わっ

てからは近所の金融機関で納付してくれたと思う。 

申立期間の保険料について、母の分が納付済みとされているにもかかわら

ず、私の分が未納とされているのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年９月にそれまで勤務していた会社を退職し、厚生年金

保険の被保険者資格を喪失した後の同年 10 月か同年 11 月に、Ａ市Ｂ区役所で

国民年金への切替手続をしたと申し立てているが、国民年金手帳記号番号払出

簿により、申立人の手帳記号番号は 51 年８月 10 日にＡ市Ｄ区で払い出されて

いることが確認でき、申立人についての他の手帳記号番号が払い出されている

形跡、事情等は見当たらなかった。 

また、申立人は、申立期間の保険料はすべて母親が自分の収入の中から自分

の分と併せて毎月納付していたと申し立てており、申立人自身は保険料納付に

関与していないため、納付金額や領収書等についてはよく分からないとしてい

る。 

さらに、申立期間の保険料納付を担っていたとする申立人の母親は既に他界

しているため、当時の事情を照会することができず、納付状況の詳細は不明で

ある。 

このほか、申立期間の保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情等は

見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1431 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 47 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 47 年 12 月まで 

    私はＡ市に住んでいた昭和 36 年４月から国民年金に加入した。国民年金

の加入手続と昭和 45 年ごろまでの国民年金保険料の納付は母が行った。そ

の後は、自分で保険料を納付しており、47 年ごろにＢ社で厚生年金保険に

加入するまで納付を続けていたと思う。 

    いずれにしても申立期間は保険料を納付しているので、未納記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市に住んでいた昭和 36 年４月から国民年金に加入し、国民年

金の加入手続と 45 年ごろまでの国民年金保険料の納付は母が行い、47 年ごろ

にＢ社で厚生年金保険に加入するまでの保険料は、自分で納付したと申し立て

ている。 

ところで、申立人の最初の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年２月に申立

人の母と連番で、Ｃ社会保険事務所において払い出されていることが国民年金

手帳記号番号払出簿により確認できるが、この時に払い出された申立人の手帳

記号番号は 56 年１月 12 日に取り消されている。 

また、申立人は、母が昭和 36 年４月から 45 年ごろまでの申立人の保険料を

納付していたとしているが、母自身の保険料の最初の納付は、２回目に払い出

された手帳記号番号により46年３月31日に行われていることが市の国民年金

被保険者名簿で確認できる。 

さらに、昭和 36 年４月から 45 年ごろまでの申立人の保険料納付を示す関連

資料は無い上、申立人は保険料納付に直接関与しておらず、申立期間の保険料

の納付状況は不明である。 



加えて、申立人は昭和 45 年ごろから自分で保険料を納付するようになった

としているが、46 年７月に払い出された２回目の手帳記号番号は、取り消さ

れている上、国民年金手帳記号番号払出簿の当該手帳記号番号の台帳定期整理

欄には「納付なし」と記されており、次いで 53 年 11 月に払い出された３回目

の手帳記号番号による納付状況については、申立期間後の 48 年４月から 50

年 12 月までの保険料が特例納付、51 年１月から 53 年３月までの保険料が過

年度納付されていることが特殊台帳により確認できる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1432 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年 10 月から 38 年３月までの期間、41 年９月から 48 年 12

月までの期間及び50年１月から同年12月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年 10 月から 38 年３月まで 

             ② 昭和 41 年９月から 48 年 12 月まで 

             ③ 昭和 50 年 1 月から同年 12 月まで 

    昭和 36 年 10 月から 46 年か 47 年ごろまでの期間については、母が、私の

国民年金加入手続を行うとともに私の国民年金保険料を納付していた。 

昭和46年か47年ごろに過去の未納期間の保険料をさかのぼって納付する

ことが出来る特例納付により、それまで未納となっていた期間の保険料を全

額納付した（申立期間①及び申立期間②の一部）。 

この特例納付後は、私が納付書により金融機関で保険料を納付し、昭和

50 年か 51 年ごろからは自身の分と当時の従業員の保険料を併せて、二人分

の保険料を納付した。 

    未納期間は無いと思うので、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は昭和 46 年か 47 年ごろに自分が特例

納付をするまでは、申立人の母が国民年金の加入手続を行い、36 年 10 月以降

の国民年金保険料の納付を行っており、特例納付時に、それまでの未納の保険

料を申立人自身が全額納付したと申し立てている。 

しかし、申立人が特例納付したとする金額は、実際に必要とされる保険料額

と大きく相違している。 

一方、申立人は、昭和 49 年１月から同年 12 月までの保険料を 52 年１月に

過年度納付していることが特殊台帳により確認できるが、この過年度納付した

保険料額は申立人が特例納付したとする金額とほぼ合致し、申立人が特例納付



と同年１月の過年度納付とを混同している可能性も残る。    

また、申立人は、昭和 36 年 10 月から 46 年ごろまでの保険料は申立人の母

が納付したとしており、申立人は保険料納付に直接関与していないため、この

期間の保険料の納付状況は不明である。 

次に、申立期間③については、申立人は領収印の押されていない昭和 50 年

１月から 51 年３月までの「納付書・領収証書」を所持し、この書類が納付を

示すものであるとしているが、51 年１月から同年３月までの保険料が 53 年 12

月に過年度納付されていることが特殊台帳により確認できることから、申立人

が所持している「納付書・領収証書」は発行されたままのもので、納付した事

実を証明するものではないと考えられる。 

また、申立人に別の手帳記号番号が払い出された可能性について、氏名の別

読みによる検索や、手帳記号番号払出簿の確認調査を行ったが、申立人の別の

手帳記号番号の存在をうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料が納付されていたことをうかがわ

せる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年１月から 41 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年１月から 41 年３月まで 

    20 歳になった時、何月か覚えていないが自分でＡ市役所へ行って国民年

金への加入手続をし、その後自宅に来る集金人に国民年金保険料を納めてい

た。その保険料の集金時、わら半紙のような紙（大きさはＡ４サイズの４分

の１ぐらい）に領収印を押されたのを覚えている。 

それなのに申立期間が未納とされているのは納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になって国民年金の加入手続をし、その後の国民年金保険

料は集金人に納付したとしている。 

しかし、申立人が所持する国民年金手帳記号番号が記された国民年金手帳は、

昭和 42 年 12 月 12 日発行と記載されており、この年金手帳が発行された時点

では申立期間の一部は、制度上、保険料を納付できない期間となる。 

そこで、申立人に別の手帳記号番号が払い出された可能性について、社会保

険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿の確認調査を行ったが、申立人の別の

手帳記号番号の存在をうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

また、申立人の国民年金手帳には、昭和 41 年度の保険料を昭和 43 年１月５

日に納付している領収証書が貼付
ちょうふ

されていることから、申立人は国民年金の加

入手続をした時点において、既に未納の保険料があることを知り、その時点に

おいて納付可能な昭和 41 年度の保険料を過年度納付したものと考えられる。 

さらに、申立人は申立期間当時、集金人にわら半紙のような紙に領収印を押

してもらって保険料を納付したとしているが、保険料を徴収していたＡ市役所

では、当時は国民年金手帳に印紙を貼
は

って検認しており、申立人の陳述するよ

うな方法では保険料を集金していないとしている。 



このほか、申立人の申立期間に係る保険料が納付されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1434 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 50 年３月まで 

    Ａ市の広報で過去の未納保険料をさかのぼって納付できることを知り、昭

和 53 年 12 月か 54 年１月ごろ、妻がＡ市役所で夫婦二人分の国民年金加入

手続を行うとともに、夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。 

現在の加入記録よりもさかのぼってまとめて納付したことは間違いない

ので、申立期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年 12 月又は 54 年１月ごろに国民年金加入手続を行うと

ともに、申立期間の国民年金保険料を申立人の妻がさかのぼってまとめて納付

したとしている。 

しかし、申立人の妻が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料は無

く、申立人は申立期間の保険料納付に直接関与していないこともあって、当時

における未納期間の最大限まででなく申立期間までさかのぼった事情や一括

納付した金額を定かに覚えていない。 

また、申立人の申立期間の保険料を納付したとされる申立人の妻も、さかの

ぼって納付した期間や納付額に関しての記憶は曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立人は、上述の加入時点において、過去にさかのぼって保険料を

納付しなければ 60 歳到達前月までの納付月が年金受給要件である 300 月に満

たないことから、現在の納付記録よりもさかのぼる期間の保険料を納付したと

しているところ、申立人の納付記録をみると、昭和 51 年１月から 53 年３月ま

での分を過年度納付、50 年４月から同年 12 月までの分を特例納付しているこ

とが確認でき、一括納付当時に現在の年金記録のとおり、年金受給権を得るに

足る程度の保険料をさかのぼって納付したとしても不自然ではない。 



このほか、申立人の申立期間に係る保険料が納付されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1435 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年４月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 50 年 12 月まで 

    Ａ市の広報で過去の未納保険料をさかのぼって納付できることを知り、昭

和 53 年 12 月か 54 年１月ごろ、私がＡ市役所で夫婦二人分の国民年金加入

手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。 

現在の加入記録よりもさかのぼってまとめて納付したことは間違いない

ので、申立期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年 12 月又は 54 年１月ごろに国民年金に加入するととも

に申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料をさかのぼってまとめて納付した

としている。 

しかし、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料は無い上、

当時における未納期間の最大限までではなく申立期間までさかのぼった事情

や一括納付した金額に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、上述の加入時点において、過去にさかのぼって保険料を納

付しなければ 60 歳到達前月までの納付月が年金受給要件である 300 月に満た

ないことから現在の納付記録よりもさかのぼる期間の保険料を納付したとし

ているところ、申立人の納付記録をみると、昭和 51 年１月から 53 年３月まで

の保険料を過年度納付していることが確認でき、一括納付当時に現在の年金記

録のとおり、年金受給権を得るに足る程度の保険料をさかのぼって納付したと

みても不自然ではない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料が納付されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1436 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 47 年３月まで 

    昭和36年に、母から国民年金の保険料は100円だからと加入を勧められ、

母が国民年金の加入手続をし、保険料は私が支払っていた。申立期間中は、

Ａ市役所の人が集金に来ており、１年分の保険料を支払うとスタンプ帳のよ

うなものに領収印を押してくれた。 

    保険料は最初 100 円だったが、その後は、母と私の保険料額が異なってい

たのでどちらの保険料かはっきり覚えていないが、200 円か 250 円、300 円

となり、年金手帳を集金人から手渡された昭和 47 年ごろは 400 円か 450 円

になっていた。 

    ところが、昭和 36 年４月から 47 年３月までの期間が未納とされているの

は納得がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年に母が国民年金への加入手続をし、申立期間の国民年

金保険料は申立人が毎年１年分を前納して支払っていたとしている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年５月に払い出されて

いることが国民年金手帳記号番号払出簿により確認できるが、この手帳記号番

号では申立期間の保険料を現年度に納付することはできない。 

そこで、申立人に別の手帳記号番号が払い出された可能性について確認する

ため、社会保険事務所において手帳記号番号払出簿の確認調査を行い、また、

氏名の別読みによる検索も行ったが、別の手帳記号番号の存在をうかがわせる

事情等は見当たらなかった。 

また、申立人は、１年分の前納保険料領収の確認方法については、スタンプ

帳のようなものへの領収印であって年金手帳ではなかったとしているが、保険

料を徴収していたＡ市では、当時は年金手帳を用いた印紙検認であったとして

おり、申立人の陳述とは符合しない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1437 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和59年６月から62年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年６月から 62 年３月まで 

    私が母と一緒にＡ市役所で国民年金の加入手続を行った。その後、母が毎

月必ず私の国民年金保険料を納めたはずである。 

  それなのに、申立期間の保険料が未納とされていることには納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年に、国民年金の加入手続を行ったと申し立てていると

ころ、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期は、その前後の番号の被保険

者の手帳記号番号払出しの事務の処理日から、62 年 10 月６日と推定される。 

また、申立人は昭和 62 年３月まで大学生であったとしているところ、申立

人の資格取得日はＡ市役所及び社会保険庁の記録により昭和 62 年４月１日で

あることが確認でき、申立期間は制度上、学生の任意加入期間に当たり、国民

年金保険料を過年度納付することはできない期間である。 

そこで、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出された可能性について確

認するため、社会保険事務所において、国民年金手帳記号番号払出簿の確認調

査を行い、また、氏名の別読みによる検索を行ったが、別の手帳記号番号の存

在をうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料が納付されていたことを示す関連

資料や納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年９月から 45 年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 : 昭和 43 年９月から 45 年９月まで 

当時、Ａ市でＢ店をしており、市の集金人（女性）が毎月集金に来ていた。 

昭和 43 年４月から 45 年９月までの間、一緒に店で働いていた妻の保険料

だけ納付済みで私の分が未納とされているのは納得できないため、納付済み

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市の国民年金被保険者台帳をみると、昭和 47 年１月にＡ市の納付勧奨を

受け、申立人は受給資格を満たすために 45 年 10 月までさかのぼった期間の保

険料を、一方、申立人の妻は同様に受給資格を満たすために 43 年９月までさ

かのぼった期間の保険料を、それぞれ 47 年１月に、特例納付を含む過年度納

付により納付していることが確認できる。 

また、当該被保険者台帳には、納付した期間に加えて納付額も記載されてお

り、この額は夫婦がさかのぼって納付した期間の保険料額と一致することから、

毎月集金人に納付してきたとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人の陳述どおり現年度納付していたとした場合、申立期間につ

いては昭和 42 年４月ごろに払い出された最初の国民年金手帳番号により納付

していたこととなる。この場合、申立期間に当たる 43 年９月から 45 年９月ま

での保険料を納付していた申立人が、今まで納付していたＡ市において、46

年２月から同年６月までの間に新たに国民年金の加入手続を行うのは不自然

である。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1439 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 41 年 12 月から 44 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名  ： 男 

        基礎年金番号  ：        

        生 年 月 日        ：  昭和 21 年生 

        住    所  ：   

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間        ：  昭和 41 年 12 月から 44 年２月まで 

        私は昭和 41 年 11 月ごろ、Ａ市役所で国民年金の加入手続をし、その場で

国民年金手帳を受け取った。 

    申立期間の保険料については、毎回、自宅近くの金融機関（一度だけはＡ

市役所内に設けられた金融機関の出張所）で納付していた。 

    当時の保険料額は、月 1,500 円程度であったと記憶している。 

    昭和 50 年ごろ、Ｂ市役所の職員により現在所持している「国民年金手帳」

の資格取得年月日を 41 年 12 月 19 日から 45 年６月１日に、資格喪失年月日

を 44 年３月 10 日から 46 年３月８日に訂正され、その時に大学生のころか

ら納付の際に用いていたピンク色の年金手帳を取り上げられた。 

    申立期間について、納付記録が無く未加入とされていることに納得できな

い。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は昭和 41 年 11 月ごろに国民年金の加入手続を行い、金融機関で保

険料を納付していたにもかかわらず、未加入期間とされているとして申し立て

ている。 

 そこで、申立人の国民年金への加入時期をみると、申立人の所持する国民

年金手帳の発行日から昭和 45 年６月 18 日であることが確認でき、この場合、

申立期間のうち、41 年 12 月から 43 年３月までの期間の保険料は、制度上納

付することはできない。 

 また、申立期間当時、Ａ市における保険料の収納方法は、国民年金手帳へ

の印紙検認方式であったが、申立人は納付書により金融機関で納付していたと

陳述している。 



さらに、当時の保険料の月額は、100 円から 250 円までの間の金額であった

が、申立人は、月額 1,500 円程度であったと陳述している。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性について、同払出簿の縦覧検

索及び氏名の別読み検索を行ったが、別の手帳記号番号の存在をうかがわせる

事情は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 11 月から 47 年３月までの期間及び 48 年４月から 49 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 46 年 11 月から 47 年３月まで 

②昭和 48 年４月から 49 年３月まで 

    結婚後の昭和 51 年３月に父から年金手帳が送付され、これからは自分で

保険料を納付するように言われた。このとき初めて両親が保険料を納付し

てくれていたことを知った。その後は自分で保険料を納付してきたが、申

立期間については両親が保険料を納付してくれていたと思うので未納とさ

れていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の年金手帳は、前後の任意加入被保険者の加入時期から昭和 50 年３

月 31 から同年４月３日までの期間に交付されていることが確認でき、この場

合、申立期間については特例納付を含む過年度納付によることとなるが、申立

人はさかのぼって納付したことは無いと陳述している上、両親がさかのぼって

納付したことをうかがわせる事情も見当たらなかった。 

また、国民年金への加入手続及び申立期間に係る保険料の納付について、申

立人は直接関与しておらず、申立人の国民年金への加入手続をし、保険料を納

付していたとする両親は既に死亡しているため、当時の国民年金への加入状況、

保険料の納付状況等は不明であり、ほかに汲むべき事情を見いだすこともでき

なかった。 

さらに、申立人の所持する両親から渡されたとする年金手帳は三制度共通の

ものであることから、申立期間後の昭和 49 年度以降に発行されたものである

上、49 年度分については昭和 50 年４月 30 日に一括して現年度納付し、その

後は納付日が不明な同年７月から同年９月までの期間を除き、期限内納付して



いることから、同年４月 30 日を保険料納付の始期とみるのが相当である。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性について、旧姓を含む氏名の

別読み検索を実施したが、ほかの手帳記号番号が払い出されていることをうか

がわせる事情は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1441 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 39 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名   ： 女 

        基礎年金番号   ：               

        生 年 月 日         ：  昭和 10 年生 

        住    所   ：   

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間         ：  昭和 39 年４月から 42 年３月まで 

母に年金への加入を勧められたこともあって、Ａ市に住んでいた昭和 39

年４月ごろ、同じ社宅に居住し国民年金に任意加入していた方に女性の集金

人を紹介してもらい、その集金人に加入手続をしてもらった。 

加入手続後の昭和39年４月からＢ市に転居するまでの42年３月ごろまで、

３か月ごとに加入手続をしてくれた女性集金人に 300 円を納付していた。 

納付すると年金手帳よりも少し大きめの二つ折りの厚紙にＡ市のはんこ

を押印してくれていた。この厚紙は平成 12 年ごろまで所持していたが年金

の給付を受けるようになり不要だと思って処分した。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年 12 月９日に国民年金任意加入被保険者となっているこ

とが申立人の所持する国民年金手帳及び社会保険庁の記録から確認でき、任意

加入の場合にはさかのぼって資格を取得することができないため、制度上、こ

の年金手帳によっては申立期間の保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、現在所持している年金手帳よりも以前に別の年金手帳を所

持したことは無く、申立期間の納付に際して、年金手帳よりも少し大きめの二

つ折りの厚紙が用いられ、そこに集金人がＡ市のはんこを押印していたと陳述

しているところ、Ａ市ではこのような収納は行っていなかったとしている。 

さらに、昭和 39 年４月から 42 年３月までの払出簿の縦覧確認及び類似氏名

検索で別の手帳記号番号を調査しても別の手帳が払い出された形跡はみられ

なかった。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 49 年 12 月まで 

Ａ市に住んでいた昭和 36 年４月ごろ、近所付き合いをしていた友人から、

老後のために国民年金に加入していると聞き、私も市役所へ行って加入手続

をした。 

    保険料は、私が市役所から毎月又は数か月ごとに集金に来ていた女性の集

金人に支払っていた。 

昭和 48 年にＢ市へ引っ越したが、転入届を提出した際に国民年金の手続

も同時にしており、私の納付記録が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月ごろ、市役所で国民年金への加入手続をし、保険

料は申立人が集金人に支払ってきたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金への加入状況をみると、申立人が所持する年金手

帳から、昭和 50 年１月 29 日に任意加入していることが確認できるが、任意加

入者は加入時点からさかのぼって保険料を納付することはできないため、申立

期間の保険料は制度上納付することができない。 

また、申立人は、これまでに所持していた国民年金手帳、保険料納付時の状

況及び納付金額についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、氏名の別読

み検索等を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1443 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年 11 月から 52 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 11 月から 52 年 10 月まで 

 私は、昭和 47 年 11 月に厚生年金保険のある会社を辞めた時に、国民年金

に加入することは義務であると思っていました。 

 国民年金保険料は３か月ごとに 6,600 円の現金を納付書に添えて金融機

関の窓口で納付したことを覚えています。 

 申立期間について、なぜ保険料を納付していないことにされているのか納

得できません。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険の資格を喪失した昭和 47 年 11 月に国民年金に加入

し、以後、保険料を納付していたと申し立てている。 

まず、申立人の国民年金への加入状況をみると、申立人が所持する年金手帳

から、昭和 52 年 11 月８日に任意加入していることが確認できるが、任意加入

者は加入時点からさかのぼって国民年金保険料を納付することができないた

め、申立期間については、制度上保険料を納付することはできない。 

また、申立人は現在所持している年金手帳以外に年金手帳を保有していた記

憶は無いとしており、国民年金への加入手続及び保険料の納付方法についての

記憶も曖昧
あいまい

である。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性について、旧姓を含め氏名の

別読み検索等及び昭和47年11月から52年10月までの期間についての手帳記

号番号払出簿の縦覧確認を行ったが、その存在をうかがわせる事情等も見当た

らなかった。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたとことをうかがわせる周

辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年６月から 38 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年６月から 38 年３月まで 

    私は、中学校卒業後、Ａ業の家に、そこの一人娘（現在の妻・年金記録確

認を同時申立）と結婚して養子となる予定で住込みの就職をしました。そ

の後、同じ家屋に暮らして仕事し、夫婦共に、Ｂ市から住所移動したこと

はありません。昭和 40 年 10 月に結婚しました。義父は金銭や制度に厳格

な人で、毎月の給料からは、必ず年金の保険料や源泉徴収税などが、差し

引かれていました。保険料などの支払いは、義父が、１年分の月数を記載

した支払袋を各種支払いごとに、複数用意して布袋にまとめて鞄に入れて

いました。私は、事業所兼住宅の仕事場に居たので、集金人が来るたびに、

その各種支払袋から支払いをしていました。集金人と世間話をしたことも

あります。年金保険料の支払いに関しては、集金人が来る期間がまちまち

（３か月から９か月ごとと記憶している）で、義父は来る期間が何か月も

空くと、まだ来ないと言ってよく怒っていました。集金人は女性でした。

保険料を支払ったら手帳に押印をしていました。私が、集金人に直接会っ

ているし、義父は、制度に厳格で支払っていないことなど考えられない。

妻が 20 歳になる前から、事業所で厚生年金保険に入るか検討したが、規模

が小さかったので断念したことから、20 歳になったら国民年金には加入さ

せると義父は述べていましたし、夫婦共に、20 歳から支払った記憶がある。 

 そして、特に、上記申立期間について私の妻の保険料は納付済みの記録と

なっているのに、私が未納とされているのは、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳に到達した昭和 37 年６月に国民年金に加入し、以後継続し

て保険料納付してきたと申し立てている。 



そこで、国民年金手帳記号番号払出時期をみると、昭和 38 年 10 月 30 日に

記号番号が払い出されたことが同手帳記号番号簿により確認でき、払出時点

において申立期間の保険料は、集金人に納付することができない過年度保険

料となり、申立内容と符合しない。 

また、申立人は、過年度保険料をまとめ払いした記憶が無いと陳述してい

る。 

さらに、Ｂ市の国民年金被保険者名簿をみると、手帳記号番号払出後の最

初の保険料納付日は、昭和 38 年 11 月 29 日であることが確認できるが、その

際納付した保険料は同年４月から同年８月までの分であり、同日に納付した

申立人の妻の保険料は同年 10 月から同年 12 月までの分となっていることか

ら、申立人は、38 年 10 月に国民年金に加入し、同年 11 月に同年４月分まで

さかのぼって保険料納付したと考えることが自然である。 

加えて、申立人に別の手帳記号番号が払い出された可能性について調査し

たが、申立人の記録は見当たらず、ほかに申立期間の保険料納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1445 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 11 月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年 11 月から 37 年３月まで 

    私は、Ａ業の家の、一人娘でした。後に結婚して（昭和 40 年 10 月）養子

となる夫（年金記録確認を同時申立）と、昭和 32 年から、同じ家屋に暮ら

して仕事し、夫婦共に、Ｂ市から住所移動したことはありません。父は金

銭や制度に厳格な人でした。父が、１年分の月数を記載した支払袋を各種

支払いごとに、複数用意して布袋にまとめて集金人に支払いをしていまし

た。年金保険料支払いに関しては、集金人が来る期間がまちまち（３か月

から９か月ごとと記憶している）で、父は来る期間が何か月も空くと、ま

だ来ないと言ってよく怒っていました。集金人は女性でした。保険料を支

払ったら手帳に押印をしていました。 

私が 20 歳になる前に、事業所で厚生年金保険に入るか検討したが、規模

が小さかったので断念したことから、私が 20 歳になったら国民年金には加

入させると父は述べていましたし、夫婦共に、20 歳から支払った記憶があ

る。 

上記申立期間が、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳に到達した昭和 36 年 11 月に国民年金に加入し、以後継続

して保険料納付してきたと申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出時期をみると、昭和 38 年３月 20 日に

記号番号が払い出されたことが同手帳記号番号簿により確認でき、払出時点

において申立期間の保険料は、集金人に納付することができない過年度保険

料となり、申立内容と符合しない。 

また、申立人は、過年度保険料をまとめ払いした記憶が無いと陳述してい

る。 



さらに、Ｂ市の国民年金被保険者名簿をみると、手帳記号番号払出後の最

初の保険料納付日は、昭和 38 年４月３日であることが確認できるが、その際

納付した保険料は、37 年４月から 38 年３月までの分（昭和 37 年度分）とな

っていることから、申立人は、昭和 38 年３月に国民年金に加入し、昭和 37

年度分の保険料を現年度納付できる期限となる 38 年４月にさかのぼって１年

分の保険料を納付したと考えることが自然である。 

加えて、申立人に別の手帳記号番号が払い出された可能性について調査し

たが、申立人の記録は見当たらず、ほかに申立期間の保険料納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1446 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和44年３月から51年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年３月から 51 年３月まで 

私の妻は、申立期間の保険料をＡ金融機関Ｂ支店で納付書を使って毎月納

付した。上記申立期間の記録が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した昭和 44 年３月ごろに申立人の妻が国民年金加入

手続を行い、以後、妻が納付書により保険料を毎月納付したと申し立てている。 

そこで、Ｃ市の国民年金被保険者名簿をみると、申立人は昭和 54 年２月 27

日、申立人の妻と同時に国民年金に加入したことが確認でき、申立内容と符合

しない。 

また、申立人は、加入時点において既に申立期間の保険料を納付することが

制度上できず、昭和 53 年７月から 55 年６月までの期間実施されていた特例納

付により申立期間の保険料をまとめ払いした記憶も無いと陳述している。 

さらに、Ｃ市では、昭和 50 年３月まで集金人による印紙検認方式により国

民年金保険料の徴収を行っていたことから、納付書により金融機関で保険料納

付したとする申立内容と符合しない。 

加えて、申立人の国民年金加入手続を行ったとされる申立人の妻の記憶は

曖昧
あいまい

であり、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の別の手帳記号番号が払い出された可能性について調査したが、

申立人の記録は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和43年４月から51年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月から 51 年３月まで 

私は、申立期間の保険料をＡ金融機関Ｂ支店で納付書を使って毎月納付し

た。上記申立期間の記録が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年４月ごろに申立人の父親が国民年金加入手続を行い、

結婚（44 年４月）までは父親が、結婚後は自分が納付書を使って毎月保険料

を納付したと申し立てている。 

そこで、Ｃ市の国民年金被保険者名簿をみると、申立人は昭和 54 年２月 27

日、申立人の夫と同時に国民年金に加入したことが確認でき、申立内容と符合

しない。 

また、申立人は、加入時点において既に申立期間の保険料を納付することが

制度上できず、昭和 53 年７月から 55 年６月までの期間実施されていた特例納

付により申立期間の保険料をまとめ払いした記憶も無いと陳述している。 

さらに、Ｃ市では、昭和 50 年３月まで集金人による印紙検認方式により国

民年金保険料の徴収を行っていたことから、納付書により金融機関で保険料納

付したとする申立内容と符合しない。 

加えて、申立人の国民年金の加入手続にかかる記憶は曖昧
あいまい

であり、ほかに保

険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の別の手帳記号番号が払い出された可能性について調査したが、

申立人の記録は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ：  昭和 36 年４月から 38 年３月まで 

    私は、結婚前にＡ市の実家で父と同居しており、正確な時期は覚えていな

いが、父から年金は大事だから加入手続をしておいたと聞いていたので、国

民年金制度発足当時、父が集金人を通じて国民年金の加入手続を行ってくれ

たと思う。 

私の住んでいた地区では、班長が集金人として３か月に１度ぐらい自宅に

集金に来ていたので、最初から父が集金人を通じて保険料を納めていたと思

う。当時の保険料は１か月 100 円だったと父から聞いたことがある。 

58 歳になったときに、Ｂ市役所で年金の見込み額を聞いたところ、申立

期間について未納と言われたので60歳を過ぎてから任意加入して20か月分

の保険料を納付した。 

申立期間を納付済期間として認め、任意加入して支払った 20 か月分の国

民年金保険料を返してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度が発足した昭和 36 年ごろに、父親が集金人を通じ

て国民年金加入手続を行い、以後、43 年ごろまで父親が国民年金保険料を集

金人に納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人が所持する国民年金手帳をみると、昭和 38 年１月 10 日に発

行されたものであることが確認でき、36 年に加入手続をしたとする申立内容

と符合しない。 

また、手帳発行時点において、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３

月までの保険料は過年度保険料となり、集金人に保険料を納付することはでき

ず、申立人も父親が過去の未納保険料を集金以外の方法でまとめて納付したと



聞いた記憶も、自ら納付した記憶も無いと陳述している。 

さらに、申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認記録欄をみると、昭和

36 年４月から 37 年３月までの期間については検認印の押印がなく、37 年４月

から 38 年３月までの期間については検認印の押印があるものの、検認印の日

付は本来印紙検認が不可能である 38 年 12 月及び 39 年３月であることが確認

でき、申立人が申立期間当時居住していたＡ市の被保険者名簿に記載されてい

る昭和 38 年度の保険料収納日と一致していることが確認できた。このことに

つき、Ａ市は、同年度の保険料納付について集金人が申立人の国民年金手帳の

37 年度印紙検認記録欄に誤って検認印を押印した可能性が高いと説明してい

る。 

加えて、申立人は、申立期間の保険料納付に直接関与しておらず、ほかに納

付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

以上のことから、申立人の国民年金手帳に記載されている昭和 37 年４月か

ら 38 年３月までの期間の検認印については、集金人の過誤により押印された

ものであり、同期間は未納であったと考えるのが相当である。 

また、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの保険料を集金に

より現年度納付するためには、別の手帳記号番号が払い出されている必要があ

るが、申立人に別の手帳記号番号が払い出された可能性について調査したとこ

ろ、申立人の記録は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



大阪国民年金 事案 1449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年２月から 61 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。        

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

氏       名 : 女 

基礎年金番号  :   

生 年 月  日  :  昭和 24 年生 

住        所  :   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期  間  : 昭和 60 年２月から 61 年３月まで 

    私は、会社勤務の時は厚生年金保険に加入すること、家庭に入ってからは

国民年金に加入しなければならないことが国民の義務であり責任でもある

と教えられてきた。そのこともあって、会社を昭和 60 年２月に退職後、国

民年金の加入手続をＡ市役所で行い、Ａ市役所の窓口で１年間分の国民年金

保険料 25,000 円ぐらいをまとめて納付した。 

しかし、申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

                                   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 60 年２月に会社を退職後、国民年金の加入手続を行い、市

役所の窓口で国民年金保険料を納付したとしている。しかし、社会保険庁の記

録によると、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、62 年１月

ごろで、申立人は、61 年４月１日にさかのぼって第３号被保険者資格を取得

しており、陳述とは符合しない。 

また、申立期間は、厚生年金保険被保険者である夫の配偶者であり、国民年

金の未加入期間であることから、制度上、申立期間の保険料を納付することは

できない。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている可能性につ

いて、複数の氏名別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されていることをうかがわせる事情は見当らなかった。 

加えて、申立人が申立期間について、国民年金保険料をまとめて納付したと

する金額は、必要とされる実際の保険料とは大きく異なっており、申立期間の

保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1450 

   

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 46 年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

  住 所 ：  

            

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 46 年４月まで 

昭和 38 年９月ごろＡ市で、妻が、近所の人に国民年金への加入を勧めら

れたことから私の国民年金の加入手続をし、以降、集金人に国民年金保険料

を払っていた。 

昭和 42 年７月にＢ市に転居し、同市で妻も国民年金に加入し、以降、妻

が集金人に夫婦二人分の保険料を納付していた。 

申立期間は、妻の保険料は納付済みになっているのに、私の分が未納とさ

れており、妻が自分の保険料だけを納付することは考えられない。 

申立期間の保険料は納付しているはずなので、納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付はすべて申立人の妻が行ってお

り、自身は保険料の納付に関与していなかったとしている上、申立人の保険料

を納付していたとする申立人の妻は、国民年金の加入手続及び納付額について

の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、昭和 42 年７月にＡ市からＢ市に転居し、その後の 43 年７

月にＢ市からＣ市に転居しているが、申立人に係る被保険者名簿は 44 年３月

にＤ社会保険事務所に移管された後、45 年３月に不在決定されていることが

社会保険事務所の記録により確認できる。 

さらに、Ｂ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿には「45.３不在」と、

また、Ｃ市の申立人に係る同名簿には「48 年度職権転入」とそれぞれ記され

ていることが確認でき、申立人は転居に際して国民年金の住所変更手続を行っ

ていなかったことがうかがえる。このことから、申立人は、転居に際して国民

年金に係る所定の住所変更手続を行わなかったために、申立期間の国民年金保



険料を納付できなかったものと推定できる。 

加えて、申立期間の保険料納付を示す関連資料（家計簿等）は無く、申立期

間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかっ

た。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1451 

   

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年 11 月までの期間及び 41 年４月から 45 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 40 年 11 月まで 

② 昭和 41 年４月から 45 年３月まで 

国民年金制度ができた昭和 36 年４月から国民年金保険料を納付していた。 

    国民年金保険料は、加入当初から自宅に来たＡ会の集金人に、夫婦二人分

を私が納付していた。 

    社会保険庁の収納記録では、昭和 36 年４月から 40 年 11 月までの期間及

び 41 年４月から 45 年３月までの期間が申請免除期間とされているが、免除

を申請したことはなく、申立期間については保険料を納付していた。 

    申立期間当時に住んでいた所で私と同じように国民年金保険料を納付し

ていた「Ｂ」という人がいるので、その人の納付記録を参考にしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の制度が発足したときから、夫婦二人分の国民年金保険

料を集金人に納付していたと陳述しているところ、Ｃ市の被保険者名簿及び社

会保険事務所の特殊台帳双方ともに申立期間は、夫婦共に申請免除となってい

る。 

また、申立人は、免除申請を行った記憶は無いとしているが、免除期間につ

いて追納された記録が有るなど、申立人の陳述に不自然な点がみられる。 

さらに、申立人は、保険料の納付は自ら行ったが、加入手続等は夫が行って

おり、国民年金に係る諸手続に関与していないとしているところ、申立人の夫

は既に死亡しており、国民年金に係る諸手続の詳細は不明である。 

加えて、申立人が、申立期間において、申立人と同じような方法で国民年金

保険料を集金人に納付していたとされる者は、「申立期間当時、私の家と申立



人の家は近所であったが、私自身の国民年金保険料の納付方法及び集金人につ

いての記憶は定かでない。」としており、申立人の陳述内容を裏付けるには至

らなかった。 

このほか、申立期間の保険料納付を示す関連資料は無く、申立期間の保険料

が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年７月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。        

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

氏       名 : 男 

基礎年金番号  :   

生 年 月  日  :  昭和 14 年生 

住        所  :   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期  間  : 昭和 43 年７月から 49 年 12 月まで 

市役所の側でＡ店を営んでいた昭和 52 年の初めごろ、店に来た市役所の

職員から、「今なら 10 万円払い込んだら、国民年金が 10 年さかのぼって支

払ったことになるから得ですよ。」と勧められた。それで、夫婦二人分の保

険料として計20万円を金融機関で下ろした上で、市役所国民年金課へ行き、

夫婦の国民年金加入手続を行うとともに、持参したお金で国民年金保険料を

10 年さかのぼって、店で加入を勧めた職員に納付した。そのときに、年金手

帳は交付されたが、領収書は交付されなかったので確認すると、「年金手帳

が証明書です。」と言われたので信じていた。 

それにもかかわらず、保険料が未納とされていることに納得がいかない。

申立期間については納めているので、納付済期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52 年の初めごろに市役所国民年金課で夫婦二人の国民年

金加入手続を行い、その場で 10 年さかのぼった夫婦二人分の国民年金保険

料 20 万円を納付したとしている。しかし、申立人夫婦の国民年金手帳記号

番号は、52 年１月に夫婦連番で払い出されていることが国民年金手帳記号

番号払出簿により確認でき、この手帳記号番号によっては、申立期間は、制

度上、特例納付による以外は保険料を納付することができない期間であるが、

保険料をさかのぼって納付したとする同年１月ごろは特例納付が実施され

ていない時期である。 

また、申立人は、申立期間の保険料を市役所年金課窓口で納付したとして

いるが、市では過年度保険料を市で収納することは無いとしており、申立人

の陳述とは符合しない。 



さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関係資料は無く、

このほか、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当

たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1453 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年７月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。        

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

氏       名 : 女 

基礎年金番号  :   

生 年 月  日  :  昭和 20 年生 

住        所  :   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期  間  : 昭和 43 年７月から 49 年 12 月まで 

市役所の側でＡ店を営んでいた昭和 52 年の初めごろ、店に来た市役所の

職員から「今なら 10 万円払い込んだら、国民年金が 10 年さかのぼって支払

ったことになるから得ですよ。」と勧められた。そこで、夫婦二人分の国民

年金保険料として計 20 万円を金融機関で下ろした上で、夫が市役所国民年

金課へ行き、夫婦二人の国民年金加入手続を行うとともに、持参したお金で

保険料を 10 年さかのぼって、店で加入を勧めた職員に納付した。そのとき、

年金手帳は交付されたが、領収書は交付されなかったので、夫が確認すると、

「年金手帳が証明書です。」と言われたので信じていたとしている。 

それにもかかわらず、保険料が未納とされていることに納得がいかない。

申立期間については納めているので、納付済期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫が昭和 52 年の初めごろに市役所国民年金課で夫婦二人

の国民年金加入手続を行い、その場で 10 年さかのぼった夫婦二人分の国民

年金保険料 20 万円を納付したとしている。しかし、申立人夫婦の国民年金

手帳記号番号は、52 年１月に夫婦連番で払い出されていることが国民年金

手帳記号番号払出簿により確認でき、この手帳記号番号によっては、申立期

間は、制度上、特例納付による以外は保険料を納付することができない期間

であるが、保険料をさかのぼって納付したとする 52 年１月ごろは特例納付

は実施されていない時期である。 

また、申立人は､その夫が申立期間の保険料を市役所年金課窓口で納付し

たとしているが、市では過年度保険料を市で収納することは無いとしており、

申立人の夫の陳述は符合しない。 



さらに、申立人の夫が申立期間の保険料を納付したことを示す関係資料は

無く、このほか、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情

も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1454 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年 12 月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。        

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

氏       名 : 男 

基礎年金番号  :   

生 年 月  日  :  昭和 17 年生 

住        所  :   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期  間  : 昭和 37 年 12 月から 40 年３月まで 

    昭和 37 年 11 月に会社を退職した時、母が、国民年金は強制なので加入し

ないといけないと言って、私の国民年金加入手続を行った。その当時に、国

民健康保険と国民年金と同時に加入したと母に言われた記憶がある。 

私の国民年金保険料は、母が自分自身の分と併せて集金人に納付していた。

実家の家業は順調であったので生活も苦しくなく、国民年金だけ加入しない

ということはない。 

申立期間については納めているはずなので、納付済期間として認めてほし

い。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立人の母親が納付していたとし

ているところ、その母親が、申立人の保険料を納付していたことを示す関連

資料は無く、申立人自身は保険料の納付に関与していないため、国民年金の

加入及び保険料の納付状況等は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 40 年 10 月に払い出されて

いることが国民年金手帳記号番号払出簿により確認できるが、この払出日に

おいては、申立期間の保険料は現年度納付することができず、また、申立期

間のうち、37 年 12 月を除く期間については、制度上過年度納付は可能であ

るが、申立人は保険料をさかのぼって納付したことは無いとしている。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている可能性に

ついて、国民年金手帳記号番号払出簿の内容確認や複数の氏名別読み検索な

どを行ったが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている事情

は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1455 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 44 年 12 月から 47 年１月までの期間、同年２月から 50 年３月

までの期間、並びに同年４月から 54 年２月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 21 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 44 年 12 月から 47 年１月まで 

② 昭和 47 年２月から 50 年３月まで 

③ 昭和 50 年４月から 54 年２月まで 

        昭和 44 年 12 月、夫の転勤でＡ県から移り住んだＢ市役所（若しくはＣ支

所）において、職員から国民年金を勧められ任意加入した。そのとき、国民

年金手帳は交付されなかったので、国民年金保険料は専ら市が発行した納付

書により市役所（若しくはＣ支所）で納付した。 

その後、夫の転勤により、昭和 47 年２月にＢ市からＤ市に、さらに 50

年４月にＤ市からＥ市に転居したが、その都度、役所で手続を行い、保険料

は送付されてきた納付書により、Ｄ市では市役所（若しくは支所）で、Ｅ市

では金融機関で納付した。しかし、年金手帳については、いずれの役所でも

所持を尋ねられたり、交付された記憶は無く、保険料は納付書で納付できて

いることから、特に気に留めることなど無かった。 

平成 13 年２月に夫が退職に伴う諸手続をすべくＦ市役所に出向いた際に

年金窓口に立ち寄ったところ、その窓口の職員がコンピューターを見ながら、

「奥さんは若い時から掛けているので、沢山もらえますよ。」と夫に説明を

してくれたということを、私は夫から聞かされた。 

夫は、平成 17 年に亡くなったが、Ｆ市役所で受けた説明を「妻の年金」

と題するメモで残しており、それには、「昭和 44 年より国民年金加入」と記

されていることから、平成 13 年当時のＦ市のコンピューター上では、私の

保険料は昭和 44 年から納付済みの記録になっていたのだと思う。 

私の記憶と夫のメモ等により、年金記録を再度精査していただき、昭和

54 年３月からと記録されている私の国民年金加入期間を、44 年 12 月からに

訂正をしてほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和54年３月17日に任意加入被保険者資格を取得しているが（Ｇ

社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出日は、同年５月２日付け）、申立

期間①、②及び③は、いずれもこの資格取得日より前の期間であり、国民年金

未加入期間に当たるため、保険料を納付することは制度上できず、申立人に別

の国民年金手帳記号番号が払い出されている可能性について、複数の氏名別読

み検索などを行ったが、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらなかった。 

また、申立人は、「妻の年金」と題された亡夫作成（平成 13 年２月 23 日作

成）のメモに、「昭和 44 年より国民年金加入」、「付加年金（プラス 400 円）」、

「Ｓ44 よりプラス 400 円支払い」と記されていることから、夫婦が結婚した

昭和 44 年から国民年金に加入し、付加保険料も納付していた証拠であるとし

ているところ、付加保険料制度の発足は 45 年 10 月であり、またその当時の付

加保険料は 350 円であることから、申立てとは符合しない。 

さらに、上述のメモには、夫の厚生年金適用事業所退職後、申立人は国民年

金強制加入被保険者となるが、申立人が満 60 歳の資格の喪失まで定額保険料

のみを納付し65歳から年金を受け取った場合の試算額と解される「56万4,000

円」という字句が記されている。この 56 万 4,000 円については、昭和 54 年３

月から満 60 歳で資格を喪失する平成 18 年５月まで（327 か月、付加保険料納

付期間は 54 年３月から 61 年３月までの 85 か月）の保険料を納付した場合に

おける年金試算額「56 万 4,800 円」に近い額である。一方、申立期間①、②

及び③の計 111 か月を加えた計 438 か月で試算した場合の年金額は、付加保険

料納付期間を社会保険庁の記録のとおり 85 か月としても、「75 万 800 円」と

なり、当該メモの数字とは大きく相違する。このことから、当該メモの「昭和

44 年より国民年金加入」との記載については、申立人の国民年金加入記録が

44 年から有ることを示しているとは言えない可能性が高い。 

加えて、申立人は、国民年金加入手続については、夫の転勤に伴いＡ県から

移り住んだＢ市において行い、その時期は、はっきりした月日こそ思い出せな

いものの、娘を連れてＢ市役所（若しくはＣ支所）に出向いたときに、市職員

から任意加入を勧められたことを記憶しているとしているが、その娘が生まれ

たのは昭和 45 年９月であるなど申立人の記憶は曖昧
あいまい

であり、申立人が申立期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）も無く、

ほかに申立期間①、②及び③の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1456 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の平成３年７月から４年 12 月までの期間、５年２月、同年６月及び

同年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 39 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 平成３年７月から４年 12 月まで 

② 平成５年２月 

③ 平成５年６月及び同年７月 

        平成３年７月にＡ社を退職した際、私は国民年金の加入手続をしていない

のに、市役所から国民年金の納付書が届いた。納付書には国民年金保険料額

が「1万 3,300 円」と記載されていたことを鮮明に覚えている。当時、親元

で暮らしているとはいえアルバイトで生計を立てている身には高額に感じ

たので、市役所に電話をして事情を話したところ、「病気でもない限り納付

していただきます。」と言われたので、頑張って納付書により金融機関で保

険料を納付した。 

その平成３年の確定申告を行うべく、４年３月に税務署に行ったところ、

対応してくれた税理士が、「国民年金保険料も控除の対象になりますよ。」と

教えてくれた。この時は初めて自ら行った確定申告であったので記憶が鮮明

で、申告の用紙にも「１万 3,300 円」の記載があったことを覚えている。国

民年金保険料額は申立期間②及び③についても同じ１万 3,300 円だったと

思う。 

また、私の名前「Ｂ」は「Ｃ」と読むのが正しいが、よく「Ｄ」、「Ｅ」と

読み間違えられるため、社会保険庁においても読み間違いが原因で、私の年

金記録が宙に浮いているのではないかと心配している。 

このままでは納得がいかないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

      申立人は、Ａ社を退職した平成３年７月から、国民年金保険料を納付書によ



り遅滞なく現年度納付してきたが、それまでに申立人及びその父母も、申立人

の国民年金加入手続をしたことは無いとしている。そこで、申立人の国民年金

手帳記号番号の払出しについてみると、申立人の手帳記号番号は６年９月 30

日ごろに払い出され、そのときに第１号被保険者資格を５年 10 月 29 日にさか

のぼって取得していることが社会保険庁の記録により確認できる。このことか

ら、申立期間①、②及び③は、国民年金被保険者資格取得日より前の期間であ

り、国民年金未加入期間に当たるため、制度上、保険料を納付することができ

ない期間である。 

また、申立人が鮮明に記憶しているとする申立期間①、②及び③の保険料額

は、当時の保険料額と異なり、平成 10 年４月から 17 年３月までの期間の保険

料の額に等しく、申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人は、名前の「Ｂ」を、正確な「Ｃ」ではなく、「Ｄ」、「Ｅ」

とよく読み間違えられるため、社会保険庁の記録でも読み間違いが原因で、申

立人の年金記録が宙に浮いているのではないかとしていることから、申立人に

別の国民年金手帳記号番号が払い出されている可能性について、複数の氏名別

読み検索などを行ったが、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらなかった。 

   加えて、申立人が平成４年３月に行ったとする確定申告については、申立人

及び税務署の双方とも資料を保管しておらず、そのほかにも、申立人が申立期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）は無い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1457 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年 12 月から 51 年３月までの期間及び 57 年４月から 63 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年 12 月から 51 年３月まで 

② 昭和 57 年４月から 63 年 12 月まで 

    昭和 44 年 12 月以降、妻が夫婦二人分の国民年金保険料を市役所又は金融

機関の窓口で納付しており、滞納せずに支払ったはずである。納付金額は

覚えていないが、毎月納付していた。 

以上の事情にかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、申立期間①及び②の中間年である昭和 54 年分と平成 13 年分

の所得税の確定申告書控えを保有しており、当該申告書控えを見ると、社会保

険料として国民年金保険料が控除されたことが記載されており、記載された国

民年金保険料額は当時の制度状況におおむね一致している。 

しかしながら、申立人は、昭和 44 年 12 月以降、申立人の妻が夫婦二人分の

国民年金保険料を市役所又は金融機関の窓口で納付していたと申し立ててい

るが、Ａ市では昭和 47 年度末まで印紙検認方式による保険料収納を行ってお

り、申立人の保有する国民年金手帳を見ると、申立期間①のうち、昭和 44 年

12 月から 48 年３月までの印紙検認欄に検認印が押されていない。 

また、保険料の納付を担っていたとする申立人の妻の納付記録をみると、申

立期間①のうち、昭和 48 年４月から 51 年３月までの保険料は未納とされてい

る。 

さらに、申立人の特殊台帳を見ると、未納とされている昭和 48 年４月から

49 年３月までの期間及び 50 年４月から 51 年３月までの期間の保険料につい



て、49 年及び 53 年に催告を受けた記録が確認できるが、申立人は国民年金保

険料をさかのぼってまとめて納付したことは無いと陳述している。 

次に、申立期間②についてみると、申立人は、妻が夫婦二人分の保険料を納

付したと申し立てているが、申立人の妻の納付記録をみても、申立人と同様に

未納とされている。また、申立人の特殊台帳を見ても、申立期間①と同様、昭

和 56 年１月から同年３月までの期間、同年 10 月から 57 年３月までの期間及

び同年４月から 58 年３月までの期間の保険料について、それぞれ 56 年、57

年及び 58 年に催告を受けた記録がみられるが、申立人は保険料をさかのぼっ

てまとめて納付したことは無いと陳述している。 

加えて、申立人は、保険料の納付は妻が行ったとして納付にほとんど関与し

ていないほか、保険料を毎月納付していたと陳述しているが、申立期間のうち、

昭和 62 年３月までは、原則として保険料収納単位は３か月であるなど保険料

納付に関する記憶は曖昧
あいまい

であり、申立人から保険料の納付をめぐる事情を汲み

取ろうとしても新たな事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から 51 年３月までの期間及び 57 年４月から 63 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年４月から 51 年３月まで 

② 昭和 57 年４月から 63 年 12 月まで 

    昭和 47 年に国民年金に加入して以降、私が夫婦二人分の国民年金保険料

を市役所又は金融機関の窓口で納付しており、滞納せずに支払ったはずで

ある。納付金額は覚えていないが、毎月納付していた。 

以上の事情にかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、申立期間①及び②の中間年である昭和 54 年分と平成 13 年分

の所得税の確定申告書控えを保有しており、当該申告書控えを見ると、社会保

険料として国民年金保険料が控除されたことが記載されており、記載された国

民年金保険料額は当時の制度状況におおむね一致している。 

しかしながら、申立人は、昭和 47 年に国民年金に加入して以降、夫婦二人

分の国民年金保険料を市役所又は金融機関の窓口で納付していたと申し立て

ているが、申立人の夫の納付記録をみても、申立期間①の保険料は未納とされ

ている。 

また、申立人の特殊台帳を見ると、未納とされている昭和 48 年４月から 49

年３月までの期間及び同年４月から 50 年３月までの期間の保険料について、

49 年及び 53 年に催告を受けた記録が確認できるが、申立人は国民年金保険料

をさかのぼってまとめて納付したことは無いと陳述している。 

次に、申立期間②についてみると、申立人は、夫婦二人分の保険料を納付し

たと申し立てているが、申立人の夫の納付記録をみても、申立期間②の保険料



は未納とされている。また、申立人の特殊台帳を見ても、申立期間①と同様、

昭和 56 年１月から同年３月までの期間、同年 10 月から 57 年３月までの期間

及び同年４月から 58 年３月までの期間の保険料について、それぞれ 56 年、57

年及び 58 年に催告を受けた記録がみられるが、申立人は保険料をさかのぼっ

てまとめて納付したことは無いと陳述している。 

さらに、申立人は、保険料を毎月納付していたと陳述しているが、申立期間

のうち、昭和 62 年３月までは原則として保険料収納単位は３か月であり、申

立内容と一致しないほか、申立人から保険料納付をめぐる事情を汲み取ろうと

しても、新たな事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1459 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年８月から平成元年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年８月から平成元年７月まで 

    私は、昭和 61 年８月に会社を退職後、Ａ店を家族で経営していた。１、

２年後、商売が軌道に乗り始めたころに、母親から国民年金保険料の納付に

ついてアドバイスを受け、妻に、国民年金保険料をさかのぼって納付するよ

うに依頼した。妻が、平成元年８月にＢ市役所の窓口で、手書きの納付書で

私の国民年金保険料を２年分、妻の保険料を１年分さかのぼって納付した。

妻が納付済みとされているのに、私の分だけ申立期間の保険料が未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金手帳記号番号払出以降の国民年金保険料を完納しており、

申立人の申立期間の保険料を納付していたとする申立人の妻も保険料を完納

している。 

また、申立人は、申立人の妻が平成元年８月に市役所の窓口で夫婦二人分の

保険料をさかのぼって納付したと申し立てている。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年８月に払い出さ

れていることが確認でき、この手帳記号番号によっては、制度上申立期間の国

民年金保険料を過年度納付することができない。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別読み検索を行っ

たが、申立人に別の手帳記号番号が払い出された記録は見当たらなかった。 

さらに、申立人は、保険料の納付に直接関与しておらず、申立期間の保険料

について、納付を行った事情等を汲み取ろうとしても、新たな事情等を見いだ

すことはできなかった。 

加えて、申立人の納付記録をみると、国民年金手帳記号番号が払い出された



平成３年８月時点でさかのぼって納付が可能な元年８月分までの保険料を過

年度納付しており、また、申立人の妻の国民年金手帳記号番号は元年９月に払

い出されているが、その時点でさかのぼって納付が可能な昭和 63 年１月まで

の保険料を過年度納付していることが確認でき、申立内容と符合する。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1460 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、昭和 47 年７月から 50 年６月までの期間及び同年 10 月から 54

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年７月から 50 年６月まで 

           ② 昭和 50 年 10 月から 54 年９月まで 

    私たち夫婦は、昭和 45 年 12 月に結婚したのを契機として、夫婦二人一緒

に国民年金加入手続を行い、46 年４月から集金人またはＡ市役所で、夫婦

二人分の保険料を私の妻が納付してきた。 

申立期間当時、自営業を営んでおり、帳簿の記帳や確定申告事務を会計事

務所に依頼し、毎年、国民年金保険料の領収証書を担当の税理士に提出して

いたので、申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号は、昭和 45 年 12 月に夫婦連番で

払い出されており、申立期間を除き 46 年４月以降 60 歳に至るまでの国民年金

保険料をすべて納付しており、夫婦の保険料納付状況はほとんど同じである。 

しかしながら、申立人は、申立人の妻が昭和 46 年４月から集金人またはＡ

市役所で夫婦二人分の保険料を納付してきたと申し立てているが、申立人の妻

の納付記録をみると、申立期間の保険料は未納とされている。 

また、申立人及びその妻の国民年金手帳の印紙検認記録欄を見ると、昭和

47 年７月から 48 年３月までの期間は、検認印が押されていないほか、社会保

険庁の記録をみると、申立人は、52 年に催告された記録が確認できることか

ら、当時保険料の未納期間が存在したものと考えられる。 

さらに、申立人の保険料の納付は申立人の妻が担っており、申立人は関与し

ておらず、その妻に納付状況等を聴取しても具体的な陳述は得られなかった。 

加えて、申立期間は７年と長期間であり、行政の事務的過誤がこれだけ続く



とは考え難い。 

このほか、申立人及びその妻が申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1461 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年７月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年７月から 53 年 12 月まで 

    昭和 50 年７月に会社を退職後、両親から国民年金に加入するよう強く言

われたため、市役所で国民年金の加入手続をした。申立期間当時、私は家業

の手伝いをしており、父は厚生年金保険、母は国民年金の保険料をきちんと

納めていたため、私も当然のことと思い３か月ごとに納付書を使用して金融

機関で保険料を納めていた。 

私の年金手帳には、国民年金加入記録が昭和 50 年７月１日から 63 年３月

１日までと記入されていることから、その期間はきちんと保険料を納めてい

るはずであり、申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険被保険者期間を除き、申立期間以外の国民年金保険

料をすべて納付しており、申立人の特殊台帳を見ると、昭和 54 年４月から 60

年３月までの保険料を現年度納付していることが確認できる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年３月 10 日に払い出され

ており、この手帳記号番号によっては、申立期間の国民年金保険料を現年度納

付することはできず、申立期間のうち、50 年７月から 51 年 12 月までの保険

料は、制度上過年度納付することもできない。 

そこで、申立期間の保険料を納付することが可能な国民年金手帳記号番号の

払出状況について、手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別読み検索など

を行ったが、その存在をうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立人が保有する年金手帳には、昭和 50 年７月１日から国民年金

に加入したと記録されているが、これは、申立人が厚生年金保険被保険者資格

を喪失し、国民年金に新たに強制加入とされた日付を示しているものであり、



保険料納付を開始した記録では無い。 

加えて、申立人は、国民年金加入手続を行った時期、納付金額についての記

憶は明確でなく、また、国民年金加入手続を強く勧めていたとする申立人の両

親は他界しており、申立人から保険料納付をめぐる事情を汲み取ろうとしても

新たな事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1462 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年３月から 42 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年３月から 42 年３月まで 

昭和 42 年ごろに自宅に市役所の人が来て、結婚したら国民年金に加入し

ないといけないと言われて、夫が私たち夫婦二人の国民年金加入手続を行っ

た。その後、夫が、結婚した昭和 41 年３月までさかのぼって夫婦二人分の

国民年金保険料を納付したと聞いていたのに、申立期間の保険料が未納とさ

れていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫は、昭和 43 年 12 月 11 日に夫婦連番で国民年金手帳記号

番号の払出しを受けて以降、夫婦共に国民年金保険料をすべて納付している。 

また、昭和 43 年度は市役所において、適用特別対策事業として国民年金の

未加入者に勧奨文を送り、集金人が加入促進をしていたことが確認されており、

申立内容とおおむね符合する。 

さらに、申立人は、申立人の夫が昭和 41 年３月までさかのぼって夫婦二人

分の国民年金保険料を納付したと申し立てているが、申立人及びその夫の納付

記録をみると、昭和 42 年度分の保険料が過年度納付されていることが確認で

きるものの、申立人の夫についても、申立期間の保険料は未納とされている。 

加えて、申立人は、保険料の納付に一切関与しておらず、保険料の納付を担

っていたとする申立人の夫も、さかのぼって納付した記憶はあるものの具体的

な時期や期間についての記憶は曖昧
あいまい

であり、申立人及びその夫から申立期間に

係る保険料を納付した事情等を汲み取ろうとしても、新たな周辺事情等は見い

だすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1463 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から38年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 38 年３月まで 

昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間について、国民年金保険料を納付

した事実は確認できなかったとの回答をもらったものの、Ａ市で暮らしてい

た当時は、３か月に一度の割合で、市役所の集金人に母親が納付していた。 

また、年金手帳の昭和 36 年度及び 37 年度の国民年金印紙検認記録欄と記

された頁には、それぞれ割印が押しており、昭和 36 年４月から 38 年３月ま

での期間が未納とされているのは考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料については、申立人の母親が３か月に一度の割

合で、市の集金人に現年度納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人所持の年金手帳をみると、申立期間直後の昭和 38 年度分の

印紙検認記録欄には、３か月毎の検認印が押されており、３か月に一度の割合

で現年度納付していたとする申立人の陳述と符合する。 

一方、申立期間について同年金手帳をみると、昭和 36 年度及び 37 年度のい

ずれの印紙検認記録欄にも現年度納付した場合に押されるべき検認印が認め

られない。 

また、申立人が納付を主張する割印の処理について、市では、納付を意味す

るものではなく、翌年度の４月末までに年金手帳への印紙検認されなかった場

合、これ以後は、その年度分の保険料は現年度納付されなかったとして、割印

し、印紙検認台紙を切り離すと陳述している。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、氏名検索の

ほか、当時の居住地を管轄する社会保険事務所において、申立期間に係る国民

年金手帳記号番号払出簿の縦覧確認を行うも、その存在をうかがわせる事情は



見当たらなかった。 

加えて、申立人本人は、保険料納付に直接関与しておらず、納付金額に関す

る記憶も定かではない。 

このほか、申立人の申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当

たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1464 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 50 年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 50 年７月まで 

    Ａ市役所で国民年金に加入したとき、昭和 36 年４月から 50 年７月までの

保険料をまとめて市役所で納めた記憶がある。市役所の人に「これで 100％

の年金が受けられますよ」と聞いたことを今でも覚えています。しかし、36

年４月から 50 年７月までの期間が未納とされていることに納得がいかない。

また、まとめて納めた時期や納めた金額は、昔のことで覚えていません。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、市役所で国民年金に加入したとき、昭和 36 年４月から 50 年７月

までの保険料をまとめて納めたと申し立てている。 

   そこで、申立人の年金加入資格記録をみると、昭和 50 年８月 28 日に初めて

国民年金に加入し任意加入の資格を取得していることが、申立人所持の年金手

帳の記録及び社会保険庁の加入資格記録から確認できる。この場合、申立期間

は未加入期間となるため制度上、申立期間の保険料を納付することはできない。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別読み及び

旧姓を含む氏名検索を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなか

った。 

   加えて、申立人は、保険料の納付時期や納付金額に関する記憶が定かではな

いほか、申立期間に係る保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情

等も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1465 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 11 月から 43 年２月までの期間及び 昭和 44 年３月から

45 年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年 11 月から 43 年２月まで 

          ② 昭和 44 年３月から 45 年８月まで 

     昭和 40 年 11 月にＡ社を退職後、その年より国民年金に加入しました。

集金の方が家に来られていたので支払っていました。当時の保険料は１か

月 900 円位であったと思います。当時の領収書は残っていませんが納めて

いたことは事実です。 

Ｂ社会保険事務所より記録を取り寄せたところ、記録が掲載されておら

ず納得がいきません。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 40 年 11 月にＡ社を退職後、その年より国民年金に加入し保

険料を納めてきたと申し立てている。 

そこで、申立人の最初の国民年金加入資格記録をみると、申立期間②直後の

昭和45年９月19日に任意加入していることが社会保険庁の記録から確認でき

る。この場合、申立期間①及び②は未加入期間となり、制度上、国民年金保険

料を納付することはできない。    

また、別の手帳記号番号による納付の可能性について確認するため、別読み

及び旧姓を含む氏名検索のほか、当時の居住地を管轄する社会保険事務所にお

いて昭和39年１月から43年３月までの期間及び44年３月から45年８月まで

の払出簿の内容を調査したが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかっ

たほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

昭和 48 年３月に結婚後、妻の妊娠を契機に、同年４月に国民健康保険に

加入の際、市の担当者から国民年金の同時加入を勧められ、夫婦二人で加入

した。その後、同年 11 月に長女、50 年１月に長男が誕生し、いずれも国民

健康保険から出産一時金７万円前後をもらい、企業保険の出産一時金の約半

分だった事を記憶している。 

申立期間の保険料の納付は、夫婦二人分を町内のＡ会の役員さんが、毎月

集金に来られて、納めていた。具体的な納付金額については、定かではない

が、月額 700 円か 800 円ぐらいだったと思う。領収書については集金の方か

ら３か月毎に受け取ったが紛失した。 

国民年金手帳は年金請求時にＢ市役所に預けたので、手帳は現在手元に無

い。 

昭和 48 年４月から 50 年３月まで、夫婦二人で同時に加入し、夫婦二人分

をＡ会の集金の方に納めていたのに、夫婦二人とも未納とされているのは納

得できない。夫婦二人分の訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、国民健康保険に加入の際、市の担当者から国民年金の同時加

入を勧められ、昭和 48 年４月に国民健康保険と同時に夫婦二人で国民年金に

加入したと申し立てている。 

そこで申立人夫婦の加入手続時期をみると、Ｂ市の被保険者名簿から、夫婦

二人とも昭和 50 年８月 29 日に手続がなされ、夫婦連番で手帳記号番号が払い

出されていることが確認できる。この場合、48 年４月に夫婦で同時加入した

とする申立人の陳述とは符合しない。国民年金と同時加入したとする国民健康



保険についても、給付資格年月日が国民年金の加入手続と日同日の 50 年８月

29 日であることが、申立人の国民健康保険被保険者証から確認でき、この点

についても申立人の陳述とは符合しない。 

また、加入手続時点で申立期間は過年度納付期間となるが、当時、Ｂ市では

Ａ会による集金人制度は存在したものの過年度保険料は取り扱っていなかっ

たことから、Ａ会の集金人に納付していたとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人の妻も同一期間の国民年金保険料が未納となっているが、国

民年金の事務処理は、被保険者毎に管理されるものであり、行政側が夫婦共に

同一期間について繰り返して事務処理上の誤りを行ったとは考え難い。 

加えて、別の年金手帳による納付の可能性を確認するため、各種の氏名検索

を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかったほか、申立期間

の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料ついて、納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1467 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

昭和 48 年３月に結婚後、私の妊娠を契機に、同年４月に国民健康保険に

加入の際、市の担当者から国民年金の同時加入を勧められ、夫婦二人で加入

した。 

 その後、昭和 48 年 11 月に長女、50 年１月に長男が誕生し、いずれも国

民健康保険から出産一時金７万円前後をもらい、企業保険の出産一時金の約

半分だった事を記憶している。 

申立期間の保険料の納付は、夫婦二人分を町内のＡ会の役員さんが、毎月

集金に来られて、納めていた。具体的な納付金額については、定かではない

が、月額 700 円か 800 円ぐらいだったと思う。領収書については集金の方か

ら３か月毎に受け取ったが紛失した。 

国民年金手帳は年金請求時にＢ市役所に預けたので、夫の手帳は現在手元

に無い。 

昭和 48 年４月から 50 年３月まで、夫婦二人で同時に加入し、夫婦二人分

の保険料をＡ会の集金の方に納めていたのに、夫婦二人共に未納とされてい

るのは納得できない。夫婦二人分の記録の訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、国民健康保険に加入の際、市の担当者から国民年金の同時加

入を勧められ、昭和 48 年４月に国民健康保険と同時に夫婦二人で国民年金に

加入したと申し立てている。 

そこで申立人夫婦の加入手続時期をみると、Ｂ市の被保険者名簿から、夫婦

共に昭和 50 年８月 29 日に手続がなされ、夫婦連番で手帳記号番号が払い出さ

れていることが確認できる。この場合、48 年４月に夫婦二人で同時加入した



とする申立人の陳述とは符合しない。国民年金と同時加入したとする国民健康

保険についても、給付資格年月日が国民年金の加入手続日と同日の 50 年８月

29 日であることが、申立人の国民健康保険被保険者証から確認でき、この点

についても申立人の陳述とは符合しない。 

また、加入手続時点で申立期間は過年度納付期間となるが、当時、Ｂ市では

Ａ会による集金人制度は存在したものの過年度保険料は取り扱っていなかっ

たことから、Ａ会の集金人に納付していたとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人の夫も同一期間の国民年金保険料が未納となっているが、国

民年金の事務処理は、被保険者毎に管理されるものであり、行政側が夫婦共に

同一期間について繰り返して事務処理上の誤りを行ったとは考え難い。 

加えて、別の年金手帳による納付の可能性を確認するため、各種の氏名検索

を行ったが、その存在をうかがわせる事情は見当たらなかったほか、申立期間

の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料ついて、納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1468 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間、53 年１月から 54 年３月

までの期間及び 59 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

  ② 昭和 53 年１月から 54 年３月まで 

  ③ 昭和 59 年４月から同年６月まで 

    私は、昭和 33 年にＡ駅前で店を開業して以来、平成 16 年まで堅実に事業

経営してきた。税金にしろ、社会保険料にしろ、支払義務のあるものを滞納

したことは一度も無い。 

私は、Ａの各種組合長を歴任しており、人柄や金銭感覚などは当時関係の

あった方々に聞いていただければ分かるはずである。 

特に、社会保険庁の記録では昭和 53 年 1 月から同年３月までの期間が免

除とされているそうであるが、そのころは商売も順調で、免除などと考える

はずもなく、免除の申請もしていない。 

申立期間を通じて、集金人が来ていた記憶も無いし、私も妻も金融機関に

行った記憶も無いので、口座振替ではないかと思う。申立期間が免除や未納

とされていることは納得がいかない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を通じて、国民年金保険料を口座振替で納付してきたの

ではないかと思うとしており、当時の具体的な納付状況等の記憶は定かではな

いと陳述しているほか、免除申請の記憶も無いと申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の納付記録をみると、申立人の昭和 53 年１月から同年

３月までの免除期間を除き、夫婦同一であることが確認でき、申立人の妻も申

立期間①②③は未納となっている。 

また、申立人夫婦の手帳記号番号払出時期をみると、申立人については昭和



36 年４月に払い出されている一方、申立人の妻については 40 年５月に払い出

されていることが手帳記号番号払出簿により確認でき、夫婦同一の納付形態か

らすると、申立人の妻の手帳記号番号が払い出された昭和 40 年度から夫婦二

人同時に保険料納付がはじまったとみるのが自然であり、申立期間①について

納付があったとは考え難い。 

さらに、申立人夫婦の特殊台帳の記録をみると、昭和 49 年度及び 53 年度の

欄に未納の催告を行ったことを示すゴム印が認められ、昭和 50 年１月から同

年３月までの期間及び同年10月から51年３月までの期間の保険料を51年 12

月に過年度納付したことが確認できることから、49 年ごろから申立期間②に

かけて申立人夫婦の納付状況が不規則となっていることがうかがえるほか、申

立期間③の３か月後である 59 年 10 月から同年 12 月までの期間についても未

納後に過年度納付を行っていることが分かる。 

加えて、申立人に各申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料が

無く、納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

なお、申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの期間が申請免除となって

いることに関して、申立人は、免除申請手続を行っていないと申し立てており、

また、申立人の妻の同期間は免除の記録が無いことから、当時、申立人又は行

政側に何らかの事情が介在していたものと考えられるが、当時の関連資料が無

いため実情は不明である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間、53 年１月から 54 年３月

までの期間及び 59 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

  ② 昭和 53 年１月から 54 年３月まで 

  ③ 昭和 59 年４月から同年６月まで 

      私の夫は、昭和 33 年にＡ駅前で店を開業して以来、平成 16 年まで堅実に

事業経営してきた。税金にしろ、社会保険料にしろ、支払義務のあるものを

滞納したことは一度も無い。 

私の夫は、Ａの各種組合長を歴任しており、人柄や金銭感覚などは当時関

係のあった方々に聞いていただければ分かるはずである。 

申立期間期間を通じて、集金人が来ていた記憶も無いし、私も夫も金融機

関に行った記憶も無いので、口座振替ではないかと思う。申立期間が未納と

されていることは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を通じて、国民年金保険料を口座振替で納付してきたの

ではないかと思うとしており、当時の具体的な納付状況等の記憶は定かではな

いと陳述している。 

そこで、申立人夫婦の納付記録をみると、申立人の夫の昭和 53 年１月から

同年３月までの免除期間を除き、夫婦同一であることが確認でき、申立人の夫

も申立期間①②③は保険料を納付していない。 

また、申立人夫婦の手帳記号番号払出時期をみると、申立人の夫については

昭和 36 年４月に払い出されている一方、申立人については 40 年５月に払い出

されていることが手帳記号番号払出簿により確認でき、夫婦同一の納付形態か

らすると、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 40 年度から夫婦二人同



時に保険料納付がはじまったとみるのが自然であり、申立期間①について納付

があったとは考え難い。 

さらに、申立人夫婦の特殊台帳の記録をみると、昭和 49 年度及び 53 年度の

欄に未納の催告を行ったことを示すゴム印が認められ、昭和 50 年１月から同

年３月までの期間及び同年10月から51年３月までの期間の保険料を51年 12

月に過年度納付したことが確認できることから、49 年ごろから申立期間②に

かけて申立人夫婦の納付状況が不規則となっていることがうかがえるほか、申

立期間③の３か月後である 59 年 10 月から同年 12 月までの期間についても未

納後に過年度納付を行っていることが分かる。 

加えて、申立人に各申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料が

無く、納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

   私は、いつごろか覚えていないが「役所からです。」と集金人が自宅に来

て、国民年金制度の説明を受けた。後日「通帳ができました。保険料は 100

円からです。」と言われ、保険料を支払うと通帳に判を押して渡してくれた。 

支払ったのは、加入後３年ぐらいの間に数回だけであるが、その分が納付

記録に反映されていないので納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、時期は定かではないが、集金人から説明を受けて国民年金に加入

したと申し立てている。 

そこで、手帳記号番号払出時期をみると、昭和48年１月11日であることが、

手帳記号番号払出簿により確認でき、申立人の所持する国民年金手帳に記載さ

れた手帳発行日とも一致する。この時点において、申立期間は、制度上、国民

年金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立期間に係る手帳記号番号払出簿の内容を調査すると、申立人の当

時の夫と連番で、昭和 37 年１月 18 日に申立人の別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことが確認できるところ、この２つの記号番号共に不在消除となって

おり、同記号番号の社会保険庁の記録からも共に保険料が納付された痕跡
こんせき

は見

当たらなかった。 

さらに、申立人は、申立期間に数回納付したとしているのみで、その具体的

な納付時期等の記憶が曖昧
あいまい

であるほか、申立人に申立期間の保険料を納付した

ことを示す関連資料が無く、また、納付をうかがわせる周辺事情も見当たらな

かった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 12 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月から 53 年３月まで 

    昭和 53 年から 55 年ごろの間に、国民年金の加入勧奨ハガキが来たので、

市役所において加入手続を行った。その際に、保険料をさかのぼって、まと

めて支払ったので、過去の未納は無いはずである。その後は、市役所及び支

所又は金融機関で毎月支払って来た。上記期間が未納とされているのは納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入した際、過去の保険料をまとめて支払ったと申し

立てているほか、当時の領収証書を所持している。 

そこで、申立人の所持する領収証書をみると、昭和 36 年４月から 40 年 11

月までの 56 か月分の保険料を附則第４条による特例納付の最終日である 55

年６月 30 日に特例納付し、その後、53 年４月から同年６月までの３か月分の

保険料を 55 年７月 28 日に過年度納付し、53 年７月から 55 年３月までの 21

か月分の保険料を 55 年 12 月２日に過年度納付していることが確認でき、合計

80 か月分の保険料を３回に分割して納付したことが分かる。 

また、社会保険庁の納付記録をみると、申立人の納付月数は、年金受給資格

期間を満たす最低限の 300 月となっていることが確認できることから、昭和

55 年６月 30 日の特例納付は、年金受給資格期間を確保するために行われたも

のと考えるのが相当である。 

さらに、申立人は、申立人の所持する領収証書による納付以外にまとめ払い

を行った記憶が無いと陳述しているほか、申立人に申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料が無く、また、納付をうかがわせる周辺事情も見当

たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金 

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 39 年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 39 年８月まで 

私は、Ａ会の役員から、強制ではないが、国民年金に加入して保険料を納

めておいた方が、将来たくさん年金をもらえると教えてもらったので、その

人に加入手続をしてもらった。 

昭和 36 年以降、毎月 100 円だと記憶しているが、その役員に保険料を手

渡していたので、未納とされていることは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ会役員に国民年金の任意加入手続を行ってもらい、昭和 36 年

から国民年金保険料を支払ってきたと申し立てている。 

そこで、手帳記号番号払出時期をみると、昭和 52 年８月に払い出されてい

ることが年金手帳記号番号払出簿により確認でき、この時点において、申立期

間は、制度上、納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立期間は、記録上、任意加入被保険者の未加入期間でもあることか

ら、申立人が、申立期間の保険料を納付するためには、別の手帳記号番号の払

出しが必要であるが、手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、他の読み方

による氏名検索を行ったが、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらなかった。 

さらに、申立人に申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料が無

く、納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年 10 月から 41 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 10 月から 41 年４月まで     

 申立期間当時、私は学生であったが、母が私の老後のためにと国民年金保

険料を集金人に納付していたと母から聞いていたので、未納とされているの

はおかしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の母親が、申立人の国民年金保険料を集金人に納付して

いたと申し立てている。  

そこで、特殊台帳及び市の被保険者名簿をみると、申立人の国民年金被保

険者の資格取得日は昭和 44 年４月であることが確認でき、申立人の所持する

国民年金手帳に記載の資格取得日とも一致している。また、社会保険庁の記

録上も、公的年金未加入期間となっており、保険料を納付することができな

かったものと考えられる。 

また、申立人の母親が、申立期間の保険料を納付するためには、別の手帳

記号番号の払出しが必要であるが、旧姓を含めた類似氏名検索を行ったが、

その存在をうかがわせる事情は見当たらなかった。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料納付に直接関与していないため、当

時の具体的な納付状況等が不明であるほか、申立期間の保険料を納付したこ

とを示す関連資料が無く、納付をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1474 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年９月から 60 年６月までの期間、61 年３月から 63 年３月

までの期間及び平成２年 12 月から３年２月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年９月から 60 年６月まで 

             ② 昭和 61 年３月から 63 年３月まで 

         ③ 平成２年 12 月から３年２月まで 

    昭和 59 年８月 31 日に会社を退職する際に、厚生年金保険の被保険者資格

を喪失した時は、国民年金への切替手続を行うよう言われたので、会社を退

職するたびに私自身がＡ市Ｂ区役所において国民年金と国民健康保険の加

入手続を行った。 

    長期間にわたって健康保険証無しで生活していたはずがなく、国民年金と

国民健康保険は一緒に加入しなければならないという意識があったので、申

立期間①、②及び③については、間違い無く国民年金と国民健康保険の加入

手続を行った。 

    国民年金保険料は、Ａ市Ｂ区役所から送付された納付書により金融機関で

毎月、私自身が納付していた。 

    平成 16 年 10 月に結婚するに当たり、それまで保管していた保険料領収証

については、20 年近く経過しており不要だと考えて破棄してしまったが、

間違い無く保険料を納付していたので、申立期間①、②及び③が未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の払出状況をみると、申立人の国民年金手帳

記号番号の払出時期は平成７年２月以降であることが、申立人の前後の手帳記

号番号を有する者の資格取得日から確認でき、この手帳記号番号によっては、

すべての申立期間は、制度上国民年金保険料を納付できない期間である。 



また、申立人の戸籍の附票をみると、すべての申立期間における申立人の住

所はＣ区であり、Ｂ区役所で国民年金及び国民健康保険の加入手続を一緒に行

い、同区役所から送付された納付書で国民年金保険料を納付していたとする申

立人の主張とは符合しない。 

さらに、国民年金と一緒に加入していたとする申立人の国民健康保険の加入

歴についても、すべての申立期間において確認できなかった。 

加えて、すべての申立期間について、納付した保険料額に関する申立人の記

憶は無く、保険料の納付方法に関する申立人の記憶も曖昧
あいまい

である上、保険料を

納付していたことをうかがわせる関連資料や周辺事情も見当たらなかった。 

このほか、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれら収集した関連資料、周辺事情も含めて総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



大阪国民年金 事案 1475 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 10 月から 50 年３月まで 

昭和 48 年 10 月ごろ、Ａ市Ｂ区でＣ業を開業するために、それまで勤めて

いた事業所を退職した。健康に不安があったため、退職直後に私自身がＤ区

役所に国民健康保険の加入手続に行ったところ、窓口の女性から国民年金と

一緒でないと国民健康保険に加入できないと言われたので、国民健康保険と

国民年金の加入手続を一緒に行ったと思う。 

当時、お金のことに関しては、母に任せていたので、国民年金保険料の納

付方法等は分からないが、昭和 50 年３月ごろ、実家のあったＤ区からＢ区

に住所を異動した際に、国民年金と国民健康保険に係る住所の変更手続は私

が行った。 

この住所変更手続後も、ある時期まで母親が私の保険料を納付してくれて

いたと思う。昭和 48 年 10 月から 50 年３月までの期間も、母親が保険料を

納付してくれていた期間であるので、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の申

立期間の保険料を納付していたとする申立人の母親も既に死亡しているため、

申立期間の保険料の納付状況等は不明である上、申立人の母親が保険料を納付

していたことをうかがわせる関連資料や周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出状況をみると、申立人の国民年

金手帳記号番号の払出時期は昭和 50 年６月であることが国民年金手帳記号番

号払出簿により確認でき、48 年 10 月ごろに国民年金の加入手続をしたとする

申立人の主張とは符合せず、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらなかった。 

さらに、国民年金と一緒に加入していたとする申立人の国民健康保険の加入

記録を確認することもできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 1476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 49 年 12 月まで 

昭和 49 年 12 月ごろ、老後のために国民年金に加入するよう友人に勧めら

れて市役所へ行った。その際の加入手続のことはよく覚えていないが、窓口

の職員から未納の国民年金保険料を納付するように言われた。 

未納期間が長く保険料の合計額が分からなかったため、後日、生命保険を

解約して 50 万円程度の現金を準備し、昭和 49 年 12 月ごろに、一人で市役

所に行き、市役所の窓口で言われるままの金額を一括納付したが、実際に納

付した金額までは覚えていない。 

昭和 36 年４月から 49 年 12 月までの保険料が未納とされているが、さか

のぼって一括納付したので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49 年 12 月ごろに国民年金の加入手続を行うとともに、36

年４月から49年12月までの国民年金保険料を市役所窓口で一括納付したと申

し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出状況をみると、申立人の国民

年金手帳記号番号が昭和 49 年 12 月６日に払い出されていることが確認でき、

この手帳記号番号が払い出された時点は、第２回特例納付の実施時期であるこ

とから、申立人は申立期間の保険料を特例納付、過年度納付及び現年度納付す

ることが可能であったものの、特例納付保険料及び過年度保険料を市役所で納

付することはできず、申立人の主張とは符合しない。 

また、一括納付したとする申立期間の保険料額に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

であり、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる関連資料や周辺事情

も見当たらない。 



さらに、申立人が別の国民年金手帳記号番号により申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1477 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和56年３月及び同年４月、59年８月から63年２月までの期間、

並びに平成３年９月から４年５月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 37 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 56 年３月及び同年４月 

             ② 昭和 59 年８月から 63 年２月まで 

                          ③ 平成 ３年９月から４年５月まで 

    会社を退職して厚生年金保険の被保険者でなくなった後は常に、自宅に送

られてきた納付書により、私が市役所か自宅近くの金融機関で国民年金保険

料を納付していたと思う。 

    他界した父親からは、年金などの義務的なもの、相互扶助的なものは必ず

支払っておくように言われていたので、申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が 20 歳到達前の期間であり、申立人は国民

年金保険料を納付することはできない。 

申立期間②及び③については、国民年金の未加入期間である上、国民年金の

加入手続時点(平成９年３月 19 日)では時効により国民年金保険料を納付でき

ない期間である。 

    また、申立人は、申立期間において厚生年金保険から国民年金への切替手続

を行ったかどうかの記憶が曖昧
あいまい

で、同手続の実施状況が不明である。 

   さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる関連資

料、周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付したものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1478 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 44 年 10 月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 24 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 44 年 10 月から 49 年 12 月まで 

Ａ市のＢ社で勤務していた昭和 47 年か 48 年ごろに、国民年金の加入手続

をしたと思う。 

申立期間の国民年金保険料は、昭和47年10月から50年８月までの間に、

Ｂ社に来る集金人に数回で納付したと思うが、社会保険庁の年金記録では未

納とされており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする期間内に、特例納付制

度が実施されており、申立人は、国民年金手帳記号番号の払出時点において、

保険料を特例納付、過年度納付及び現年度納付することが可能であった。 

しかし、申立人は申立期間の保険料を集金人に納付したとしているところ、

Ａ市では、特例納付保険料及び過年度保険料を集金人に納付することはできな

い上、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる関連資料や周辺

事情は見当たらない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続時期や保険料の納付時期、納付金額等

についての記憶が曖昧
あいまい

で、国民年金の加入状況、保険料の納付状況等が不明確

である。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付したものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1479 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 45 年７月、同年 10 月及び 46 年１月から同年 10 月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 22 年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 45 年７月 

             ② 昭和 45 年 10 月 

                          ③ 昭和 46 年１月から同年 10 月まで 

        昭和 44 年 12 月に会社を退職した後すぐに、国民年金の加入手続を行い、

その後も、はっきりは覚えていないが、会社を退職して厚生年金保険の被保

険者でなくなった際には国民年金への切替手続をしたと思う。 

国民年金保険料の納付状況もはっきり分からないが、集金人が自宅に来て

いたことは覚えており、私か母親が納付していたように思う。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②及び③当時、Ａ市では、印紙検認方式により国民年金保険料

を収納していたが、申立人の国民年金手帳をみると、昭和 45 年７月から 46

年 10 月までの期間については検認印が押されていない上、昭和 45 年度以降の

印紙検認台紙が切り取られていないことから、同年度以降、申立人は集金人及

び同市役所職員と接触していない可能性が高いと推定できる。 

また、申立人は、申立期間の国民年金被保険者資格の取得及び喪失に係る手

続の実施状況、保険料の納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

である上、ほかに保険

料を納付していたことをうかがわせる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金 

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 1480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から 52 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 46 年１月から 52 年 12 月まで 

時期は覚えていないが国民年金に加入したころに、過去の未納期間の保険

料を４回に分けて特例納付したはずである。ところが、社会保険庁の記録で

は、特例納付を３回していることは確認できたが、４回目に特例納付した記

録が無く、昭和 46 年１月から 52 年 12 月までの保険料が未納のままとされ

ている。 

４回目の特例納付については、３回目の特例納付からしばらく経ってから

で、保険料の納付対象期間は覚えていないが、納付書により 40 万円から 45

万円ぐらいをＡ市役所内で納付したはずである。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は３回目の特例納付からしばらく経った後、申立期間の国民年金保険

料をＡ市役所内で特例納付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号

番号の払出日は特例納付期間中であることが確認できる。 

しかし、申立人が納付場所であるとしているＡ市役所内の金融機関及び国民

年金担当窓口では、特例納付保険料を納付することはできない上、社会保険事

務所に３回目の特例納付保険料が収納されたのは特例納付期間の最終日であ

ることが申立人の特殊台帳から確認できる。 

また、申立人が申立期間の保険料として特例納付したとする金額は、実際の

保険料額と異なっている。 

さらに、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保 

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2710 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年４月３日から 33 年９月 21 日まで 

    昭和 25 年４月から 33 年９月までの期間、Ａ社Ｂ支店に勤務していたが、

退職時には、脱退手当金制度があることは全く知らなかったし、同社で掛け

てきた厚生年金保険は年金として受給できるものと思っていた。 

    脱退手当金を受給した記憶が無いので、受給したこととされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 33 年９月にＡ社Ｂ支店を退職したが、脱退手当金の制度に

ついて全く知らず、また、脱退手当金を請求した覚えも無く、受給していない

としている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約２か月後の昭和 33 年 11 月 14 日に支給決定されていることが

確認できるほか、Ａ社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者名簿より、申立人と同一

時期に入社した 80 人のうち、受給要件を満たし資格を喪失している 18 人につ

いて、脱退手当金の支給記録を確認したところ、受給者は申立人を含め６人み

られ、その全員が資格の喪失後約４か月以内に支給決定されていることが確認

できることから、事業主による代理請求がなされた可能性は否定できない。 

   さらに、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、当時は、通

算年金制度創設前であったことを踏まえると、脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2711 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年４月２日から 36 年２月 28 日まで 

             ② 昭和 36 年３月 27 日から 44 年 12 月 31 日まで 

    厚生年金保険加入記録について、照会申出書を提出したところ、脱退手当

金支給済みであるとの回答をもらった。 

    脱退手当金は請求書を提出した憶えも無く、金融機関Ａ店で受け取ったこ

ととされているが、一度も行ったことが無い。 

    脱退手当金は受給していないので、厚生年金保険加入期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、脱退手当金裁定請求書を提出した記憶は無く、脱退手当金は受給

していないとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約１年後の昭和 45 年 12 月 10 日に支給決定されているが、脱退

手当金裁定請求書は、同年 10 月 16 日にＢ社会保険事務所に提出されているこ

とが確認できる。 

   そこで、同請求書を見ると、記載内容に疑義が認められないことのほか、住

所変更届が添付されていることが確認できる。この住所変更届を見ると、「送

金は当方にお願い致します」とあり、送付先として、申立人の母の名前及び住

所地（Ａ市）が記載されていることが確認できる。申立人は脱退手当金裁定請

求書の提出から支給決定されるまでの間の昭和45年11月にＣ市からＤ市に転

居していることから、便宜上、母の住所地を記載して提出したと考えるのが自

然である。また、申立人の脱退手当金は、申立人の母の住所地に近い金融機関

Ａ店への送金払いとなっていることから、支払通知書は申立人の母の住所地に



送付され、同通知書を金融機関Ａ店に持参して、脱退手当金を受領したとする

のが相当である。 

   さらに、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2712 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月１日から 40 年７月 30 日まで 

    平成19年７月23日に社会保険事務所に厚生年金保険期間の照会申出書を

提出したところ、同年８月 22 日付けにて昭和 36 年４月１日から 40 年７月

30 日までの期間について、脱退手当金支給済みとの回答があったが、受給

した記憶は無い。 

    また、将来の年金受給のことを考え、会社を退職後は国民年金に夫婦二人

で加入して、国民年金保険料は未納も無く納付している。 

脱退手当金を受給したこととされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約４か月後の昭和 40 年 11 月 15 日に支給決定されていることが

確認できる。 

   また、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算

上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年４月１日から 42 年８月 20 日まで 

    昭和 33 年４月１日から 42 年８月 20 日までＡ社及びＢ社に勤務していた

が、両社での厚生年金保険加入期間について脱退手当金を受け取ったことに

なっている。 

私自身、会社で社会保険事務もしていたので、脱退手当金の内容もよくわ

かっていたと思うし、脱退手当金は請求も受給もしていない。 

脱退手当金を受給したこととされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約３か月後の昭和 42 年 11 月 24 日に支給決定されていることが

確認できるほか、最終事業所であるＢ社の厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人が記載されているページを含む前後 11 ページに記載されている女性で、

資格を喪失し脱退手当金を受給している 41 人について、脱退手当金の支給記

録を確認したところ、うち 32 人が資格喪失後約６か月以内に支給決定されて

いることが確認できることから、事業主による代理請求がなされた可能性は否

定できない。なお、申立人は、申立期間に係る脱退手当金の支給決定日である

42 年 11 月 24 日以前の同年９月 12 日に国民年金手帳の払出しを受け、同年８

月分及び同年９月分の国民年金保険料を同年９月 30 日に納付しているが、同

事実も上記代理請求の可能性を否定できない事情に照らすと、申立人が脱退手

当金を受給していないものと認めるに足りるものではない。 

   また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表

示が記されているほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2714 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 10 日から 43 年２月 11 日まで 

    昭和38年３月10日から43年２月11日まで勤務したＡ社での厚生年金保

険加入期間について、脱退手当金支給済みとされている。 

    昭和 43 年３月 26 日には結婚してＢ県に来ており、当時は社会保険事務所

の場所も分らなかったので、行った憶えも無い。 

    脱退手当金を受給したこととされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約10か月後の昭和43年12月26日に支給決定されていることが

確認できる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無

いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人の厚生年金保険被保険者番号について見ると、申立期間後の

３回の被保険者期間は同一番号で管理されているが、申立期間については、別

の被保険者番号となっていることから、脱退手当金を受給したために番号が異

なっていると考えるのが自然である。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2715 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年３月９日から 39 年８月５日まで 

             ② 昭和 39 年 10 月１日から 40 年９月 12 日まで 

    Ａ社に勤務していた昭和 39 年１月に結婚し、同年８月５日に夫の急な転

勤のため、会社からは厚生年金保険の書類や退職金など一切もらわずにＢ県

へ引っ越した。 

その後、Ｃ社に勤務したが、妊娠したので昭和40年９月12日に退職した。 

両社での厚生年金保険加入期間に係る脱退手当金が、退職してから２年後

の昭和 42 年８月 18 日に１万 1,408 円支給されたことにされているが、請求

した記憶は無く、受給していない。 

    脱退手当金を受給したこととされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   最終事業所であるＣ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退

手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているほか、脱退手当金の支給

額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者番号は、申立期間である３回の被保険

者期間は同一番号で管理されているが、申立期間前に脱退手当金を受給してい

るＤ社及び申立期間後の被保険者期間については、それぞれ別の被保険者番号

となっていることから、脱退手当金を受給したために番号が異なっていると考

えるのが自然である。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2716                   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。また、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①  昭和 32 年６月 20 日から 35 年 10 月 30 日まで 

② 平成８年８月 31 日から同年９月１日まで 

昭和 35 年 10 月にＡ社Ｂ支社を退職した際には、脱退手当金を請求した記

憶も無いが、36 年３月 22 日に支給されたこととされている。同日にはＣ市

の会館で研修を受けていたので、脱退手当金を受け取っていない。 

また、Ｄ社に平成８年７月１日から同年８月 31 日まで在籍していたが、

資格喪失日が同年８月 31 日とされている。同社での厚生年金保険料控除を

確認できる給与明細があるので、同年８月を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和35年10月にＡ社Ｂ支社を退職したが、

脱退手当金を受給していないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約５か月後の昭和36年３月22日に支給決定されていることが確

認できるほか、Ａ社Ｂ支社の厚生年金被保険者名簿で申立人の欄の前後 133

人のうち、受給要件を満たし脱退手当金を受給している 25 人について支給記

録を確認したところ、うち 22 人が資格喪失後約５か月以内に支給決定されて

いることから、事業主による代理請求がなされた可能性は否定できない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、当時は、通算

年金制度創設前であったことを踏まえると、脱退手当金を受給していないこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、



申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

次に、申立期間②について、申立人から提出されたＤ社の給与支給明細書に

より、平成８年７月及び同年８月にそれぞれ１万 4,025 円の厚生年金保険料が

給与から控除されていることが確認できる。 

一方、雇用保険の被保険者統合照会結果によれば、申立人のＤ社離職日は平

成８年８月 30 日であることが確認できる。 

また、Ｄ社が加入していたＥ厚生年金基金及びＥ健康保険組合の記録によれ

ば、申立人の加入員（組合員）資格喪失日は平成８年８月 31 日であることが

確認できる。 

さらに、Ｄ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人の前後 197 人の被保険者

資格喪失日を見ると、翌月１日に喪失となっている者が 36 人（全喪による喪

失を除く）みられるが、月末喪失者も 16 人確認できる。 

以上の事情から、申立人のＤ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は

平成８年８月 31 日であったと考えるのが相当であり、同社では事務的過誤に

より、本来控除すべきでない平成８年８月分の厚生年金保険料を控除していた

ことが認められるものの、申立期間については、申立人が厚生年金保険被保険

者であったと認めることはできない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2717 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月１日から 43 年９月 16 日まで 

    Ａ社Ｂ支店で勤務していた昭和39年11月１日から43年９月16日までの

期間について、脱退手当金を受け取ったこととされているが、脱退手当金の

請求は一切していないし、同社から請求したと聞いたことも無い。 

脱退手当金を受給していないので、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年９月にＡ社Ｂ支店を退職したが、脱退手当金を請求 

した記憶も無く、受給していないとしている。 

  そこで、Ａ社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載

されているページを含む前後４ページ（80 名）に記載されている女性のうち、

申立人と同一時期に受給要件を満たし資格を喪失している 14 名について、脱

退手当金の支給記録を確認したところ、受給している者は９名であり、その

全員が資格の喪失後６か月以内に支給決定されていることが確認できること

から、事業主による代理請求がなされた可能性も否定できない。 

  また、社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金支給は厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 44 年１月 30 日となっているほ

か、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

  さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

  これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



大阪厚生年金 事案 2718 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年３月４日から 40 年５月１日まで            

    昭和 42 年２月６日にＡ県保険医協会で厚生年金保険に加入した際、39 年

３月４日から 40 年５月１日まで勤務していたＢ社での厚生年金保険加入期

間が脱退手当金支給済みであることを知った。 

    昭和 32 年４月２日から 39 年３月３日まで勤務していたＣ社Ｄ支店では、

退社の後に脱退手当金を受け取った記憶はあるが、Ｂ社の厚生年金保険加入

期間については脱退手当金を受け取っていないので納得できない。 

    Ｂ社の厚生年金保険加入期間を回復してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｃ社Ｄ支店を退職後、同社在職期間に係る脱退手当金を受給した

が、その後勤務したＢ社の厚生年金保険被保険者期間については、脱退手当金

を受け取っていないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約３か月後の昭和 40 年８月５日に支給決定されていることが確

認できる。    

また、申立人は、Ｃ社Ｄ支店の厚生年金保険被保険者期間については、脱退

手当金を受給したが、Ｂ社の厚生年金保険被保険者期間については、受給して

いないと陳述しているところ、社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当

金支給額の計算の基礎は、Ｃ社Ｄ支店及びＢ社における厚生年金保険被保険者

期間(97 か月)となっていることが確認できるほか、申立人の両社での厚生年

金保険被保険者番号は、同一番号で管理されていたことから、Ｃ社Ｄ支店のみ

の脱退手当金を支給するのは不自然である。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者番号についてみると、申立期間であ



る２回の被保険者期間は、同一番号で管理されているが、申立期間後５回の被

保険者期間は、別の被保険者番号となっていることから、脱退手当金を受給し

たために番号が異なっていると考えるのが自然である。 

加えて、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年２月１日から 31 年 12 月 20 日まで 

    Ａ社に勤務していた期間の厚生年金保険加入記録について、照会申出書を

提出したところ、脱退手当金支給済みとの回答をもらった。 

 しかし、受給した記憶は無く、長男出産前で手続をした覚えも無いので、

脱退手当金を受給したこととされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における厚生年金保険被保険者期間に係る脱退手当金 

について、請求した記憶は無く、受給していないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約１か月後の昭和32年１月17日に支給決定されていることが確

認できる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、脱退手当金の支給を意

味する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上の

誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、当時は、通

算年金制度創設前であったことを踏まえると、脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。    

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：昭和 22 年 12 月 15 日から 26 年５月１日まで 

    Ａ社における厚生年金保険被保険者期間について、社会保険事務所に照会

申出書を提出したところ、昭和 26 年８月 16 日に当時のお金で 7,928 円の脱

退手当金を受給したとの回答を受けた。自分自身、全く請求した覚えも無く、

また、受け取った記憶も無いのに「記録が脱退手当金支給済みとなってい

る。」というだけでは納得できない。 

また、脱退手当金裁定請求書等の関係書類が保存されていないことについ

ても、年金に関する重要書類を保管していないことは、社会保険庁の怠慢で

ある。 

Ａ社にも問い合わせをしたが、脱退手当金裁定請求書を社会保険事務所に

提出した記録は残っていないとの回答であった。 

以上のことから、脱退手当金が支給済みであることが証明されない限り納

得できないので、脱退手当金支給済みの記録を取り消してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社を退職したが、脱退手当金を請求した記憶は無く、受給して

いないとしている。 

   そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載された欄の前後

70 人のうち、受給要件を満たす 14 人について、脱退手当金の支給記録を確認

したところ、受給者は申立人を含め 12 人みられ、うち 11 人が資格の喪失後約

６か月以内に支給決定されていることが確認できる。また、社会保険庁の記録

によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か

月後の昭和 26 年８月 16 日に支給決定されていることが確認できる。これらの

ことから、当時、事業主による代理請求がなされた可能性は否定できない。 



      さらに、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

      加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、当時は、通

算年金制度創設前であったことを踏まえると、脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年３月 16 日から 45 年２月 28 日まで 

    Ａ社に勤務していた昭和39年３月16日から45年２月28日までの期間に

ついて、社会保険事務所に照会申出書を提出したところ、脱退手当金支給済

みとの回答を受けた。 

脱退手当金は請求した記憶も無く、受け取っていないので、受給したこと

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社を退職したが、脱退手当金を請求した記憶は無く、受給して

いないとしている。 

   そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載された欄の前後

159 人のうち、受給要件を満たす 14 人について、脱退手当金の支給記録を確

認したところ、受給者は申立人を含め８人みられ、その全員が資格の喪失後約

６か月以内に支給決定されていることが確認できる。また、社会保険庁の記録

によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か

月後の昭和 45 年５月 13 日に支給決定されていることが確認できる。これらの

ことから、当時、事業主による代理請求がなされた可能性は否定できない。 

      さらに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

      加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月１日から 39 年 10 月 16 日まで 

    昭和34年４月１日から39年10月16日まで勤務していたＡ社Ｂ支店での

厚生年金保険加入記録について、社会保険事務所に照会したところ、脱退手

当金支給済みであるとの回答をもらった。 

脱退手当金は請求した記憶も無く、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年 10 月にＡ社Ｂ支店を退職したが、脱退手当金は請求し

た記憶も無く、受領していないとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約４か月後の昭和40年２月12日に支給決定されていることが確

認できる。 

   また、Ａ社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者名簿より、申立人が記載されてい

るページを含む前後２ページにおいて、資格を喪失した女性 22 人（受給資格

要件を満たさない者５人を除く）について、脱退手当金の受給状況を確認した

ところ、申立人を含め 16 人が受給しており、うち 14 人が資格の喪失後約６か

月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることが確認できることから、事

業主による代理請求がなされた可能性も否定できない。 

 さらに、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2723 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 31 年８月１日から 33 年８月 11 日まで 

             ②  昭和 34 年２月２日から 36 年５月 17 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者期間調査申出書を提出したとこ

ろ、平成 20 年１月７日付けで申立期間については脱退手当金支給済みとの

回答を受けた。 

    脱退手当金は受給した記憶が無いので、受給したこととされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、脱退手当金を請求した覚えは無く、受給して

いないとしている。    

   申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記

されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約４か月後の昭和36年10月４日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、当時は、通算

年金制度創設前であったことを踏まえると、脱退手当金を受給していないこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2724 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年５月１日から 39 年８月 21 日まで 

    私は学校を卒業後、昭和 33 年５月１日から 39 年８月 21 日までＡ社に勤

務したが、社会保険庁の記録によれば、同社での厚生年金保険加入期間につ

いて、脱退手当金が支給されたこととされている。 

しかし、一人娘で年金制度もよく知らず、脱退手当金の制度についても知

らなかったのに、脱退手当金の請求もできるはずがない。 

また、社会保険事務所で脱退手当金裁定請求書や私が受け取ったとする領

収書を見せてもらったが、私の筆跡ではないし、私の名前はカタカナ表記で

「Ｂ」であるが、誤ったひらがな表記の「Ｂ」と記載されている。 

脱退手当金を受給する手続はしていませんので、記録の訂正をお願いしま

す。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した覚えは無く、受給していな

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約２年後の昭和 41 年９月７日に支給決定されているが、脱退手

当金裁定請求書は同年６月８日に社会保険事務所に提出されていることが確

認できるほか、住所変更届も併せて提出されていることが確認できる。 

そこで、住所変更届に基づき、申立人の住所の変遷をみると、昭和 39 年９

月９日に旧住所（Ｃ市）から新住所（Ｄ市）に異動していることから、申立人

が会社を退職した 39 年８月の時点では旧住所であったが、脱退手当金の請求

を行った際には、新住所であったことが確認できる。また、脱退手当金裁定請

求書を見ると、住所欄には旧住所が記載されているほか、事業所欄には会社の



ゴム印が使用されていることが確認できる。これらのことより、申立人の脱退

手当金請求書は、会社を退職時に作成されていたが、何らかの事情により提出

が約２年後となったものと推測されるが、住所変更届が添付されていることを

鑑
かんが

みると、第三者が新住所を記載した同届出書を添付したとするのは不自然

であり、脱退手当金請求時には、申立人の関与があったとするのが相当である。 

さらに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立人から聴取しても

受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2725 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 12 月 29 日から 57 年まで 

    Ａ社のＢ部門に勤めていた時、同じＡ社に出入りしていたＣ社の営業担当

者に誘われて同社に移り、Ｄ社でＣ社のＢ業務員をしていた。社会保険庁の

記録では、Ｃ社における厚生年金保険被保険者期間は昭和 51 年２月１日か

ら同年 12 月 29 日までとなっているが、同社には 57 年まで勤めていた。給

与明細書等は残っていないが、この間、厚生年金保険料も控除されていた。

また、当時の経理担当者に確かめたところ「確かに社員として扱っていた」

との回答があった。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｃ社において昭和 57 年まで在職していたと申し立てているとこ

ろ、雇用保険被保険者総合照会結果によれば、申立人は、51 年 11 月 28 日、

同社を自己都合により離職し、Ｅ公共職業安定所（Ｆ市）において失業給付を

受けていることが確認できる（被保険者資格取得日は 51 年１月 16 日）。 

また、Ｃ社は、Ｇ健康保険組合に加入しているが、同組合の標準報酬決定通

知書及び被保険者資格喪失確認通知書によれば、申立人は昭和 51 年２月１日

に組合員資格を取得し、同年 12 月 29 日に組合員資格を喪失していることが確

認できるほか、同社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄の「標準報酬月額

の変せん」欄は、同年８月までしか記録が確認できない。 

さらに、申立人が、同人をＣ社に引き抜いたと陳述している同社の社員から、

「申立人が同社に在職していたのは昭和 51 年 12 月ごろまで」との陳述が得ら

れた。 

加えて、Ｃ社の現総務担当者から、「古い社員（昭和 56 年５月 16 日に厚生



年金保険被保険者資格を取得）に聞いたところ、同人がＤ社のＢ部門に勤めた

とき申立人はいなかった。引継ぎも受けていないと言っていた」との陳述が得

られた。 

   以上の事情から、申立人がＣ社における厚生年金保険被保険者資格を喪失し

たのは社会保険庁の記録どおり昭和 51 年 12 月 29 日であると考えるのが相当

である。 

 このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2726  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 12 月 18 日から 47 年３月まで 

    私は、Ａ社を退社した後、Ｂ社に勤務し、同社が経営するＣ店で昼の 12

時から午後 11 時まで、アルバイトでＤ業務の仕事をしていたので、申立

期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ社で勤務していたと申し立てているところ、同社の商業登記

簿をみると、本店所在地及びその事業目的等の記載内容が、申立人の陳述内

容と符合しているものの、同社については、各種の事業所名称による検索を

行っても、社会保険の適用事業所としての記録は見当たらない。 

申立期間当時は、同社のようなＤ業は、制度上、社会保険の非適用業種と

なっており、たとえ法人であっても従業員数に関係なく、社会保険の強制適

用事業所とはなっていなかった。 

また、当時の事業主等の関係者は所在不明であり、同社の社会保険への加

入等について確認することができず、申立人自身も当時の同僚についての記

憶が無く、厚生年金保険料が給与から控除されていたか否かについての具体

的な記憶も無いとしていることから、当時の事情を明らかとすることはでき

なかった。 

さらに、申立人の各種読み方による氏名検索を行ったが、申立期間に係る

被保険者記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2727 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年１月１日から 56 年１月６日まで 

     私は、昭和 38 年５月１日からＡ社で取締役として勤務していたが、社会

保険庁の記録によると44年１月１日から56年１月６日までの厚生年金保険

被保険者記録が空白とされており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間におけるＡ社での在職については、雇用保険の記録による

と、昭和 38 年４月５日に資格を取得し、43 年 12 月 31 日に離職となっている

こと、また、同社の商業登記簿謄本の役員欄をみると、申立期間のうち、少な

くとも 48 年以降の役員欄には申立人の氏名は見当たらず、申立人が同社取締

役に就任したのは 56 年６月 25 日とあり、それ以降現在まで取締役に選任され

ているものの、それ以前においても取締役であったか否かについては、その当

時の商業登記簿謄本の役員記録が保存されていないため確認できないこと、さ

らに、申立人は経営者の実子であるため入社当初の 38 年５月１日から役員に

就任し、申立期間を含め役員として継続して勤務していると陳述しているもの

の、当時の複数の従業員からは、申立人は申立期間中たまに会社に来ていたぐ

らいで、就労実態は無く、役員でもなかったとの陳述もみられることなどから、

当時の事情を明らかとすることはできなかった。 

一方、同社は、申立人は申立期間中も在籍し、給与も支給し社会保険料も控

除していたと陳述しているが、同社の事業所別被保険者名簿をみると、昭和

44 年５月 12 日に社会保険事務所が総合調査を実施していること及び 43 年３

月１日から44年３月27日までの間に資格を取得している24名のうち20名の

記録について、44 年６月 18 日付けで「取得年月日訂正、報酬訂正」が行われ

ていることが確認でき、これは社会保険事務所の総合調査による指摘を踏まえ



た記録訂正であると考えられるところ、当該総合調査では、適用漏れや標準報

酬月額の間違いをチェックするため賃金台帳、出勤簿、税務関係書類等を調査

するのが通例であることから、申立のとおり、申立人が在籍し保険料控除され

ていたことが賃金台帳等で確認できるのであれば、適用漏れ等を指摘され、そ

の後訂正のための届出が提出されたと考えられるところ、そのような形跡は認

められなかった。 

また、当時の社会保険事務は、先代社長の弟が行っていたが、故人のため陳

述を得られず、関係書類も所在不明とのことから、当時の事情等を明らかとす

ることはできなかったものの、仮に、申立人に被保険者資格があった場合、約

12 年間という申立期間においては、標準報酬月額の随時改定や毎年の定時決

定も行われたと考えられるところ、これらのいずれの機会においても社会保険

事務所が記録の確認を行わなかったとは考え難く、同社は、当時記録どおりの

資格得喪届を行い、申立期間に係る保険料控除は無かったと考えるのが相当で

ある。 

このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者であったことを

うかがわせる事情等も見当たらないほか、申立期間当時、申立人の実母は代表

取締役で、申立人の夫は取締役であったことから、申立人は、これらの事情を

知り得る状況にあったとも認められる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2728 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年ごろから 57 年４月 14 日まで 

    私は、昭和 50 年ごろにＡ社に入社し、平成７年 11 月に退職するまで継続

して同社に勤務していた。申立期間当時、社会保険料が控除されていたのに、

事務職員の不正行為により、社会保険事務所に保険料が納付されなかった事

件があった。しかし、そのことは解決済みと認識していたのに、入社から

57 年３月までの期間の厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社での在籍については、申立人を同社に紹介したという同僚から、

申立人は間違いなく同社に在籍していたが、申立人の入社時期は、自分が入社

した昭和 53 年５月の１年から２年後であったと陳述しており、また、そのこ

ろに、同社の事務担当者が不正行為を行い、社会保険料を着服したという事件

があったとも陳述している。 

このことは、申立人の妻が、申立期間当時、社会保険料を給与から控除され

ていたにもかかわらず、会社が社会保険事務所への保険料納付を怠ったため、

申立人の厚生年金記録に空白期間が発生した旨の陳述と符合している。 

しかし、事業所別被保険者名簿を見てみると、申立人の資格取得日は、昭和

57 年４月 14 日と記録されており、当該事件があったとされる日からみても２

年から３年後に当たり、この間、同社が申立人の資格取得届を行った形跡は見

当たらなかった。仮に、同社が申立期間に係る資格取得届を提出すれば、その

後、毎年、被保険者報酬月額算定基礎届が提出されるところ、これらいずれの

機会においても、社会保険事務所がこれらの記録の確認を誤ったとは考え難い



ことから、同社は記録どおりの資格取得届を行い、この間の厚生年金保険料は

控除していなかったと考えるのが相当である。 

また、申立人以外に同社での厚生年金記録に空白期間がある旨の陳述をして

いる同僚は見つからなかった。 

さらに、社会保険庁の記録を各種の氏名検索をしても申立人の申立期間にか

かる記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者であったことを

うかがわせる事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2729 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年８月ごろから 44 年８月ごろまで 

    私は、昭和 41 年８月ごろから 44 年８月ごろまでＡ社・Ｂ社共同体Ｃ支所

に勤務し、臨時雇用のＤ業をしていた。同作業所には、先に勤務していた兄

の紹介で働き始め、Ｂ社のＥ班に所属していた。申立期間当時に妻が出産の

ため健康保険証を使った記憶もある。しかし、同作業所に勤務した期間につ

いて厚生年金保険の加入記録が無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間において、Ａ社・Ｂ社共同企業体Ｃ支所に勤務していたと

申し立てているところ、申立人が所属していたＢ社のＥ班の班長として名前を

挙げたＥ氏の名前が同社の職員台帳に記載されており、昭和 37 年５月１日か

ら 55 年７月２日まで同社において厚生年金保険に加入していることが確認で

きること、申立人が当時の上司であったとする兄のＦ氏について、42 年 11 月

１日から 51 年３月６日まで同社において厚生年金保険に加入していることが

確認でき、同社では、同氏は世話役であったと陳述していることから、期間は

特定できないものの、申立人が同作業所の業務に従事していたことが推定でき

る。 

しかしながら、同社は当時の現場組織について、役職は上から班長、准班長、

世話役、棒芯、一般業務員等という体制であり、このうち厚生年金保険に加入

するのは原則として准班長以上の者と一部のベテランの世話役だけであった

としている一方で、申立人は一般業務員であったとしている。 

また、同社はＧ国民健康保険組合に加入しており、原則として准班長以上の

者を第一種組合員として、厚生年金保険と健康保険に一体的に加入させていた

が、世話役以下の者は第二種組合員として健康保険のみ加入させていたとして



いる。 

さらに、同社が保存している申立期間後の昭和 45 年４月から同年８月まで

の就労表及び賃金台帳をみると、申立人は一般業務員のＤ業務員として、給

与から健康保険料は控除されているものの、厚生年金保険料は控除されてい

ないことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2730 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  昭和 21 年５月ごろから 24 年 12 月ごろまで 

私は、昭和 21 年５月ごろから 24 年 12 月ごろまで現在のＡ市にあったＢ

社Ｃ部門で勤務し、Ｄ業務の仕事をしていた。15 歳の少年では無理と言わ

れると思い年齢を 16 歳と偽り入社した。当時は厚生年金保険の制度等は分

からなかったが健康保険と一緒に保険料を給与から控除されていた記憶が

ある。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＢ社での在籍については、申立人が当時の社長の名前を記憶して

おり、また、当時、同じ検炭場等で働いていた同僚として名前を挙げた６名

のうち４名について同社での厚生年金保険被保険者記録が確認できることか

ら、申立人が同社に勤務していたことが推定できる。 

しかしながら、当該同僚のうち３名は既に死亡しており、他の１名は申立

人についての記憶が無いとしていることから、申立人の同社での在職を裏付

ける証言が得られなかったため、申立人の在職の時期及び期間は不明である。

また、申立人が同僚として名前を挙げた２名については、同社の被保険者名

簿に名前が見当たらなかった。 

さらに、同社の被保険者名簿及び払出簿から抽出した同僚のうち２名の者

から、Ｄ業務員は通常は正社員として厚生年金保険に加入していたが、Ｃ部

門等に勤務している者の中には、厚生年金保険に加入していなかった者もい

たかもしれないとの陳述が得られた。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2731 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年 10 月から 31 年３月末ごろまで 

             ② 昭和 31 年 10 月から 32 年３月末ごろまで 

             ③ 昭和 32 年 10 月から 33 年３月末ごろまで 

    私は、昭和 30 年から 33 年にかけて、毎年 10 月から翌年３月ごろまでの

期間、Ａ社に季節労働者として勤務しＢ業務の仕事をしていた。この期間が

厚生年金保険の未加入期間とされており、納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人のＡ社の在職については、同社が公共職業安定所に提出した季節労

働者雇入れに関する労働者名簿により、申立人をＢ業務係りとして、昭和 30

年 10 月６日及び 31 年 10 月 13 日に雇い入れたことが確認できることから、

申立人は少なくとも申立期間①及び②において同社に季節労働者として在籍

していたことが推定できる。 

しかしながら、同社は、現在も季節労働者として勤務している者が２名い

るが、両名は国民健康保険に加入していることから健康保険の適用除外承認

の届出を行い、厚生年金保険及び健康保険には加入させておらず、申立人に

ついても「季節的業務に使用される人」として健康保険の適用除外承認の届

出をしていたと思われると陳述している。 

また、申立人が同僚として名前を挙げた２名については、同社の季節労働

者の名簿でＢ業務係りとして名前が確認できるものの、社会保険事務所の厚

生年金保険被保険者名簿では両名の氏名は確認できなかったことから、申立

期間当時、同社では、季節的業務に使用される者については厚生年金保険に

加入させていなかったと考えるのが相当である。 

このほか申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2732 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  昭和 20 年８月 31 日から 26 年６月ごろまで 

        私は、昭和 17 年６月１日から 26 年６月ごろまでＡ社（Ⅰ期）、Ｂ社及び

Ａ社（Ⅱ期）にそれぞれＣ業務員として継続勤務していた。Ａ社（Ⅰ期）は

19 年＊月＊日にＢ社に吸収合併されたが、終戦後の 20 年＊月＊日に合併が

解消され、再びＡ社（Ⅱ期）として事業活動が行われた。Ａ社（Ⅰ期）、Ｂ

社での厚生年金保険の加入記録はあるものの、20年８月31日からのＡ社（Ⅱ

期）での加入記録が無く納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社は昭和 20 年＊月＊日にＢ社との合併が解消され、同年＊月

＊日からＡ社（Ⅱ期）として事業活動を行ったと申し立てているが、同社が

厚生年金保険の適用事業所となったのは 22 年 12 月１日からである。 

申立人の同社での在籍については、申立人が当時の同僚として名前を挙げ

た 13 人のうち 10 人の名前が同社の被保険者名簿により確認でき、このうち 6

人は同社での加入記録があるのみで、Ａ社（Ⅰ期）及びＢ社での加入記録は

無い。 

また、申立人が同僚として名前を挙げた者のうち３人から当時の事情につ

いて陳述が得られたが、このうち１人（同社での厚生年金保険加入記録は昭

和 22 年 12 月１日から 24 年２月 10 日まで）から、申立人は申立期間におい

て同社に勤務していたとの陳述が得られた。一方、ほかの２人は申立人と一

緒に仕事をした記憶は無いとしている。 

 さらに、同社の被保険者名簿において厚生年金保険加入記録のある同僚の

うち当時の事情について回答が得られた５人全員が、申立人と同社で一緒に

勤務した記憶は無いと陳述しており、このうち 1 人（同社での厚生年金保険



加入記録は昭和 23 年 11 月 11 日から 26 年８月 26 日まで）は、当時の同社の

Ｃ業務員は 10 人程度であったので、申立人が勤務していたのであれば記憶し

ているはずであると陳述している。 

以上のことから、申立人はＢ社との合併解消後もＡ社（Ⅱ期）に在籍して

いたことは推定できるものの、退社時期は特定できず、申立期間の全期間に

おいて同社に在籍していたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

また、事業主が新規適用前から、従業員の厚生年金保険料を給与から控除

することは通常考え難いほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことをうかがわせる関係資料、周辺事情等は

見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2733 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月１日から３年１月１日まで 

    私は、平成元年７月１日Ａ支社に入社し、同支社が３年に解散するまで継

続して勤務し、同支社Ｂ営業所長として市場調査、現金処理、小口現金管理、

車両管理、営業等の業務をすべて一人で担当していた。給与はＡ支社から振

り込まれ、給与明細書では厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、

この期間が厚生年金保険の未加入期間とされており、納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人のＡ支社での在職については、雇用保険の被保険者記録（平成２年

３月 14 日から同年 12 月 31 日まで）により申立期間の一部における在職が確

認できるほか、元事業主、同僚及び同支社Ｂ営業所の事務所の家主の陳述に

より、申立期間においてＢ営業所に勤務していたことが推定できる。 

しかしながら、Ｃ市役所の記録により申立人は申立期間を含む平成元年１

月１日から３年５月 17 日まで国民健康保険に加入していることが確認できる

ことから、申立人が申立期間において、国民健康保険料を支払いながら、給

与から厚生年金保険料及び健康保険料を控除されていたとは考え難い。 

 このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を控除

されていたことをうかがわせる周辺事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2734 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 48 年４月まで 

    知人の紹介により常勤のＡ業務員として、Ｂ社に昭和 46 年４月から 48

年４月まで勤めたが、この期間の厚生年金保険加入記録が無い。 

Ｂ社に勤務し始めたころに、旧姓名の年金手帳を社長に渡し、後日、新姓

名に訂正された年金手帳を返却された記憶があるので、Ｂ社が厚生年金保険

加入手続を済ませたと思う。申立期間について、厚生年金保険加入記録が無

いのは信じられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間においてＢ社に在職していたことについては、同社の社長

夫人の陳述及び雇用保険加入記録により確認できる。 

一方、Ｂ社における厚生年金保険の取扱いについては、申立期間当時の社長

は既に死亡しており、申立期間当時の事情を同人から聞き取ることができない

ものの、Ｂ社の元従業員は、「同社は厚生年金保険に加入していなかった。か

つて、厚生年金保険加入の話はあったと思うが結局加入には至らなかった。」

と陳述している。 

また、社長夫人は、当院は厚生年金保険に加入していなかったと陳述してお

り、社会保険庁の記録でも、申立人が勤めていたとする同社が厚生年金保険の

適用事業所であった形跡は見当たらない。 

さらに、申立人は、Ｂ社において厚生年金保険被保険者資格を取得したとし

ているが、その一方で、昭和 46 年１月 23 日に国民年金に任意加入し、同年６

月から 49 年８月までの国民年金保険料を納付していることが社会保険庁の記

録により確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2735 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年１月 10 日ごろから 34 年 10 月又は同年

11 月ごろまで 

② 昭和 37 年 10 月ごろから 38 年 12 月ごろまで 

③ 昭和 39 年６月ごろから同年８月ごろまで 

④ 平成６年８月ごろから７年 10 月ごろまで 

昭和 31 年１月 10 日ごろから 34 年 10 月又は同年 11 月ごろまで勤務して

いたＡ社での厚生年金保険加入記録が無い。 

昭和37年10月ごろから38年12月ごろまで勤務していたＢ社での厚生年

金保険加入記録が無い。 

昭和 39 年６月ごろから同年８月ごろまで勤務していたＣ社での厚生年金

保険加入記録が無い。 

平成６年８月から７年 10 月まで勤務していたＤ社での厚生年金保険加入

記録が無い。 

なお、申立期間①及び②では厚生年金保険の保険料を控除されていたと思

う。申立期間を厚生年金保険加入期間であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間①については、申立人が勤務していたとするＡ社に問い合わせたが、

同社は申立人が在籍していたことを示す関連資料（従業員名簿、賃金台帳等）

を保管しておらず、申立期間①当時の事業主からも申立人の在籍は確認できな

かった。 

また、申立期間①当時の同僚の連絡先も把握できなかった。 

    さらに、Ａ社の現在の担当者は、同社は申立期間①当時、従業員が４人程度

の個人事業所で厚生年金保険に加入していなかったと思うとしているところ、



社会保険庁の記録を検索しても同社名の厚生年金保険適用事業所は無く、同社

が適用事業所であったことをうかがわせる事情も見当たらなかった。 

申立期間②については、申立人が勤務していたとするＢ社に問い合わせたと

ころ、同社からは「申立人の氏名」の印鑑を保管しているとの回答があり、時

期は特定できないものの、申立人は同社に在職していたと推定できる。 

しかし、Ｂ社が厚生年金保険の新規適用事業所となったのは、申立期間②以

後の昭和 39 年６月１日であることが同社の被保険者名簿により確認できる。 

申立期間③については、申立人が勤務していたとするＣ社は廃業しており当

時の事業主も死亡していることから、その事業主の妻に問い合わせたが、申立

人が在籍していたことを示す関連資料（従業員名簿、賃金台帳等）や事情等は

不明で、申立期間③当時の同僚の連絡先も明らかで無く、申立人の在籍は確認

できなかった。 

また、申立期間③当時の事業主の妻は、同社は申立期間③当時、従業員が５

人ぐらいの個人事業所で厚生年金保険に加入していなかったとしているとこ

ろ、社会保険庁の記録を検索しても同社名の適用事業所は無く、同社が適用事

業所であったことをうかがわせる事情も見当たらなかった。 

次に、申立期間④については、申立人が勤務していたとするＤ社に問い合わ

せたが、同社は申立人が在籍していたことを示す関連資料（従業員名簿、賃金

台帳等）を保管しておらず、申立期間④当時の同僚の連絡先も明らかでなく、

申立人の在籍は確認できなかった。 

また、Ｄ社が厚生年金保険の新規適用事業所となったのは、平成７年 12 月

１日であることが同社の被保険者名簿により確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2736 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月から同年９月まで 

    平成13年９月にＡ年金相談センターで昭和41年２月から同年９月までＢ

社に勤務していた期間があると教えてもらい、Ｂ社に勤務していたのを思い

出したので、この期間、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申し立てているＢ社が申立期間当時にＣ市に存在していたことは、

商業登記簿謄本により確認できる。 

また、申立人が陳述するＢ社の所在地、従業員数、社長の氏名、同社の業務

内容等は具体的であることから、時期は特定できないものの、申立人は同社

に在職していたと推定できる。 

しかし、Ｂ社については、社会保険事務所の払出簿に記載されている頭文字

がＢ社の頭文字で始まるすべての事業所について確認したが、同社名の記録

は見当たらず、同社が厚生年金保険の適用事業所である履歴は確認できなか

った。 

また、申立人は、平成 13 年９月にＡ年金相談センターにおいてＢ社に勤務

していた期間があると教えられたとしていることから、同センターの同年９

月及びその前後期間の相談記録（受付票）をＡ社会保険事務所に問い合わせ

たが、17 年３月以前の相談記録は規定により処分されており、申立人の受付

票は確認できなかった。 

さらに、申立人がＢ社の番頭であったとする者の氏名による厚生年金保険被

保険者検索を行ったが、同名で同社での厚生年金保険加入記録を確認できる

者はいなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2737  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年４月１日から 23 年７月まで 

    Ａ社に在職中の昭和 19 年＊月＊日に入隊することになり、その際に同社

では退役まで厚生年金保険被保険者として扱うとの約束だった。しかし、復

員するまでの21年４月１日から23年７月までの期間の厚生年金保険記録が

未加入とされている。申立期間について厚生年金保険の被保険者であったと

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿をみると、昭和 20 年８月 31 日に厚生年金

保険被保険者資格を喪失している者が 39 名、同年 12 月 15 日から同月 20 日ま

でに同被保険者資格を喪失している者が９名、また、申立人と同じ 21 年４月

１日に同被保険者資格を喪失している者が 20 名いることが確認できることか

ら、同社では、戦後、行方が明らかでない等の何らかの理由をもって、被保険

者資格喪失届出を段階的に行った可能性がうかがえる。 

また、申立人と同じ昭和 21 年４月１日にＡ社の厚生年金保険被保険者資格

を喪失していることが同社の被保険者名簿により確認できる 19 名に対して問

い合わせを行うも、既に死亡している者もおり、回答を得られたのは１名のみ

で、その者からは申立期間当時における同社の保険料控除の事情等を把握する

ことはできなかった。 

さらに、申立人は、昭和 19 年＊月＊日の入隊後はＡ社から給与の支払いは

無かったと陳述している上、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料（賃金台帳等）

や周辺事情は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2738 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年 11 月から 31 年４月まで 

             ② 昭和 31 年 11 月から 32 年４月まで 

             ③ 昭和 32 年 11 月から 33 年４月まで 

    申立期間①、②及び③の期間にＡ社Ｂ支社で季節社員として働いていたの

で、この期間について、厚生年金保険の被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社Ｂ支社に在籍していたことは、申立期間①に係る関連資料等が

無いものの、申立人が同僚としている者が申立期間②又は③の期間に同社で勤

務していたと陳述していることから、時期は特定できないが推定できる。 

しかし、申立人は、冬の期間だけＡ社Ｂ支社に季節工として勤務したとして

いるところ、同社は、昭和 35 年５月以前の季節工や臨時工については厚生年

金保険に加入しておらず、申立人の人事記録及び厚生年金保険加入記録を調査

したが、申立人に係る当該記録は保存されていなかったとしている。 

また、上述の同僚は「申立期間当時、Ａ社Ｂ支社では、厚生年金保険の加入

は正社員のみで季節工は厚生年金保険には加入していなかった。私自身も申立

期間の②又は③のどちらかの期間に季節工として同社で勤務したが、厚生年金

保険には加入していなかった。」と陳述している。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険を

控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2739 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ①  昭和 55 年１月 28 日から同年 12 月６日まで 

②  昭和 56 年３月 26 日から同年７月１日まで 

昭和 55 年１月 28 日から同年 12 月５日までの期間と 56 年３月 26 日から

57 年２月９日までの期間、Ａ船に乗船していたが、船員保険加入記録は、

56 年７月１日から 57 年２月９日の期間とされており、これ以外の期間の加

入記録が無い。 

船員手帳に記載されているとおり、申立期間中はＡ船に乗船していたこと

は間違いないので、申立期間を船員保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持していた船員手帳の写しにより、申立人が申立期間①及び②に

おいてＡ船に乗船していたことは確認できる。 

しかし、申立期間①については、Ａ船の船舶所有者がＢ社であることが船員

手帳の写しにより確認できるところ、同社は、社会保険庁の記録を検索しても

船員保険における船舶所有者として届出された事情等が見当たらない。 

また、申立期間①及び②については、この船員手帳の失業保険金支給関係欄

に記載されている申立人の船員保険被保険者期間は社会保険庁の記録と符合

しており、申立人は申立期間当時、申立期間について、船員保険に加入してい

ないことを認識していた可能性を否定できない。 

さらに、申立期間①及び②に係る船員保険の保険料控除について、申立人が

申立期間①及び②当時の同僚であるとしている二人は、控除されていたと思う

旨の陳述をしているものの、裏付けとなる直接的な陳述や関連資料（給与明細

書等）は得られなかった。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において事業主により給与から厚生年



金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2740 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 29 年４月１日から 30 年３月 31 日まで 

             ②  昭和 31 年４月１日から同年 12 月まで 

             ③  昭和 32 年３月から 33 年４月 15 日まで 

             ④  昭和 33 年 10 月１日から 34 年８月まで 

             ⑤ 昭和 34 年 11 月から 36 年 11 月１日まで 

昭和 29 年４月１日から 30 年３月 31 日まで、Ａ社Ｂ支社に勤務していた

が、この間の厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間①）。 

Ａ社Ｂ支社をいったん退職した後、昭和 31 年４月１日に再度同支社に就

職し、同年 12 月に退職するまで勤務していた。この間の厚生年金保険の加

入記録が無い（申立期間②）。 

昭和 32 年３月から 33 年４月 15 日まで、Ｃ社に勤務していたが、この間

の厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間③）。 

昭和 33 年 10 月１日から 34 年８月まで、Ｄ社に勤務していたが、この間

の厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間④）。 

昭和 34 年 11 月から 36 年 11 月１日まで、Ｅ社に勤務していたが、この間

の厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間⑤）。 

いずれの期間も厚生年金保険加入記録が無いのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、双方の期間を通じてＡ社Ｂ支社における被保

険者記録のある同僚が、時期や期間、雇用形態などははっきりしないが、申立

人の在職を憶えていると陳述していることから、申立人は、時期の特定はでき

ないが、同社に在職していたと推定できる。 

一方、Ａ社（現在は、Ｆ社、以下同じ。）の人事担当者は「労働者名簿がマ



イクロフィルムで残っているので、申立期間に申立人の記録が無いか調査した

が、申立人の名前は見当たらなかった。」と回答している。 

また、前述の同僚は「正社員の採用はＧ本社で行っていたがアルバイトの採

用はＢ支社で行っていた。Ｂ支社にはアルバイトが数名在職していた。」と陳

述しているところ、申立人はＧ本社で採用試験等を受けたことはないと陳述し

ていることから、申立人の雇用形態はアルバイトと推定される。 

さらに、申立期間①、②それぞれの期間におけるＡ社Ｂ支社の被保険者名簿

を照合しても、申立人の名前は見当たらず、健康保険の払出番号に欠番は確認

できなかったことから、申立人はアルバイトとして採用され、厚生年金保険に

加入しない取扱いであった可能性は否定できない。 

申立期間③については、Ｃ社の昭和 32 年 10 月 1 日付けの辞令が申立人より

提出されていること、また上司とされる者が「時期はわからないが、申立人の

在職を覚えている。」と陳述していることから、申立人は、時期は特定できな

いが、同社に在職していたと推定できる。 

しかしながら、Ｃ社が厚生年金保険の新規適用事業所となったのは、申立期

間③の後の昭和 33 年４月 15 日である。 

また、申立人及び上司、その他の同僚についても、Ｃ社においての厚生年金

保険被保険者資格の取得日は、同社が新規適用となった昭和 33 年４月 15 日と

なっている。 

さらに、同僚は「厚生年金保険に加入する前は、給与から厚生年金保険料は

控除されていなかったと思う。」と陳述している。 

申立期間④については、当時のＤ社の上司とされる者は「時期はわからない

が、申立人の在職を覚えている。」と陳述していることから、申立人は、時期

は特定できないが、同社に在職していたと推定できる。 

ところで、Ｄ社について、社会保険事務所の事業所記号払出簿での照合及び

オンラインで各種の検索を行うも、同社の厚生年金保険適用事業所としての登

録は確認できなかった。 

また、Ｃ社に申立人が在職していたことを記憶していた前述の上司は、「Ｃ

社から数名が独立して、Ｄ社を設立した。Ｄ社は当時、厚生年金保険には加入

していなかったし、給与から厚生年金保険料も控除されていなかった。」と陳

述しており、Ｃ社からＤ社に転職した上司及び同僚についても、Ｄ社に在職し

ている期間の厚生年金保険加入記録は確認できなかった。 

申立期間⑤については、雇用保険の記録及びＥ社からの回答により、申立人

は、申立期間⑤において同社に在職していたものと認められる。 

ところで、Ｅ社からは、申立人は昭和 34 年 11 月 30 日から 36 年 10 月 31

日までの期間は臨時雇用で、この間は社会保険には加入していないとの回答が

得られている。 

また、Ｅ社の厚生年金保険被保険者台帳をみると、申立人の資格取得年月日



は昭和 36 年 11 月１日と記されていることが確認でき、この資格取得日は社会

保険庁の記録と一致している。 

さらに、申立人はＥ社にＨ県のＩ業務離職者と一緒に集団就職したと申し立

てており、申立人が一緒に就職したとする同僚３名について、同社における厚

生年金保険加入状況を調査したところ、いずれもが申立人と同日の昭和 36 年

11 月１日に被保険者資格を取得していることが同社の被保険者名簿により確

認できる一方、申立期間⑤における厚生年金保険加入記録は確認できなかった。 

加えて、同僚の一人は「入社して２、３年して本採用された。それまでは臨

時雇いで、その期間は社会保険には加入していなかった。その間、厚生年金保

険料は引かれていなかったと記憶している。」と陳述している。 

このほか、厚生年金保険料の控除についての申立人の記憶は曖昧
あいまい

であり、申

立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を控除されて

いたことをうかがわせる関連資料や周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立期間について、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2741 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年 10 月 10 日から同年 11 月 27 日まで 

                          ② 昭和 31 年 12 月１日から 32 年５月 31 日まで 

             ③ 昭和 32 年９月 20 日から 39 年 12 月 29 日まで 

    厚生年金加入期間の照会をしたところ、Ａ社、Ｂ社、及びＣ社の期間につ

いて脱退手当金を支給済みとの回答を受けた。脱退手当金を請求した記憶も

受給した記憶も無いので厚生年金加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険記号番号払出簿及びＡ社の被保険者名簿の申立人の氏名は、昭

和 40 年７月 22 日に旧姓から新姓に変更されていること、また、Ｃ社における

申立人の資格喪失日が同年 11 月 26 日に訂正され、厚生年金番号が重複取消さ

れていること、さらに、申立期間の脱退手当金は、同年 12 月 14 日に支給決定

されたことを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名変更、喪失日の訂正

及び重複の取消が行われたと考えるのが自然である。 

加えて、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



大阪厚生年金 事案 2742 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

  

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年 11 月１日から 39 年 11 月１日まで 

    厚生年金加入期間について照会したところ、Ａ社で加入していた期間が脱

退手当金支給済みとされていた。 

会社を辞めると話した時、会計の方がまた勤めるのであれば手帳持って

いた方がいいし、勤めないのであれば返金手続をしたらちょうど３万円で

すよと言われてお願いすることにしたが、私は書類を書いたことも支払い

を受けたことも無い。 

会社は無くなっているし、退職金として明細も無く封筒に入れてもらっ

たのでその中に入っていたのかもと自分に言い聞かせて追及するのを諦め

るようにしたが、やはり調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ社の被保険者名簿で、申立人の厚生年金保険資格喪

失日である昭和39年 11月１日の前後約４年間(35年から43年)に資格を喪失

した女性被保険者４名の脱退手当金の支給状況を確認したところ全員に支給

記録があり、そのうち申立人を含む３名は資格喪失日から５か月以内に脱退手

当金の支給決定がなされていることを踏まえると、申立人についても事業主に

よる代理請求がなされたものと考えられる。 

   また、申立人は、退職時に同社から脱退手当金の説明を受け請求手続を頼ん

だと陳述している。 

さらに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険資格喪失日から約４か月後の昭和 40 年３月 16 日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



大阪厚生年金 事案 2743 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年８月４日から 39 年 10 月 30 日まで 

             ② 昭和 39 年 11 月 19 日から 40 年４月 16 日まで 

    Ａ社とＢ社で厚生年金保険に加入していた期間について、脱退手当金が支

給されている。 

上記期間について、脱退手当金の請求も受給もしていないので加入期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金被保険者期間の被保険者記号番号を見ると、申立期間であ

るＡ社とＢ社については、被保険者記号番号が同一で、脱退手当金が一括して

請求されているのに対し、申立期間前の別の被保険者記号番号で管理されてい

た厚生年金被保険者期間が請求されていない上、Ｂ社は、脱退手当金について

退職者に説明し、各自が記入した書類をまとめて社会保険事務所へ渡していた

としていることをも踏まえると、本脱退手当金は、Ｂ社の事業主により代理請

求がなされたものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険資格喪失日から約６か月後の昭和 40 年 10 月 27 日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2744 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月１日から同年７月１日まで 

            ② 昭和 39 年７月２日から 40 年８月１日まで 

            ③ 昭和 40 年８月２日から 41 年８月６日まで 

申立期間については、昭和 42 年４月に脱退手当金として支給されている

とのことだが、受給した記憶が無い。41 年９月 14 日に長男を出産している

が、臨月の身で土地勘も無く、脱退手当金の制度すら知らなかったのに、管

轄の社会保険事務所に行って請求手続はできるわけがなく納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社の厚生年金保険資格喪失日である昭和 41 年８月前後約２年間

に、脱退手当金の支給記録がある 13 名のうち９名については、いずれも資格

喪失日の約１年以内に脱退手当金の支給決定がなされており、同僚からは脱退

手当金の請求手続は同社が代行してくれたとの陳述が得られた上、申立期間①､

②及び③については、被保険者記号番号が同一で、脱退手当金が一括して請求

されているのに対し、申立期間前の別の被保険者記号番号で管理されていたＢ

社の厚生年金被保険者期間が請求されていないことをも踏まえると、申立人に

ついても申立期間③の事業主により代理請求がなされたものと考えられる。 

さらに、申立人の被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約８か月後の昭和 42 年

４月 19 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2745 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年 10 月１日から 38 年３月６日まで 

            ② 昭和 38 年３月６日から 40 年４月２日まで 

            ③ 昭和 40 年４月５日から同年９月５日まで 

            ④ 昭和 41 年３月８日から同年７月 28 日まで 

            ⑤ 昭和 42 年 10 月 12 日から 43 年３月 11 日まで 

申立期間については、昭和 43 年６月に脱退手当金として支給されている

とのことだが、受給した記憶が無い。社会保険事務所に受給した証拠書類の

提示を求めたが、廃棄済みとの回答には納得できない。また、証拠書類が無

いにも関わらず、なぜ支給日が分かるのかも納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業所別被保険者名簿の申立人の氏名は、昭和 43 年６月７日に旧姓

から新姓に変更されており、申立期間の脱退手当金は 43 年６月 17 日に支給決

定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が行われた

と考えるのが自然である。 

また、申立人の厚生年金被保険者期間の被保険者記号番号には、申立期間で

ある５回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期

間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番

号が異なっているものと考えるのが自然である。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2746 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年３月 30 日から 27 年 10 月７日まで 

             ② 昭和 28 年２月５日から 30 年４月 29 日まで 

    申立期間について私は、脱退届を出したことも、脱退一時金をもらったこ

とも無い。署名があれば筆跡鑑定をしてほしい。支給の事実が確認できない

のであれば、年金として支給してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記

されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無

いほか、厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金の支給記録があり、その

資格期間及び支給金額はオンライン記録とも一致しているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間当時は通算年金制度創設前であり、申立人から聴取しても受

給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 2747 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年６月３日から 42 年４月 16 日まで 

    昭和 38 年６月３日から 42 年４月 16 日までのＡ社での厚生年金保険の加

入期間について、社会保険事務所から脱退手当金を支給済みとの回答があっ

たが、受給した記憶は全く無い。当時はＢ業務に従事しており、体調不良の

ため退職した。結婚による退職でないことを会社は知っており、もう少し勤

務してほしいと言われたことを覚えている。退職後も働いていたので、脱退

手当金を受給しているのはおかしい。納得がいかないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の被保険者名簿の申立人が記載されているペ

ージの前後５ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険資格

喪失日である昭和 42 年６月の前後２年に資格を喪失した者 22 名中 16 名に脱

退手当金の支給記録があり、そのうち 15 名は資格喪失日の約５か月以内に脱

退手当金の支給決定がなされていることから、申立人についても事業主により

代理請求がなされていたものと考えられる。 

また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」表示

が記されているとともに、申立期間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約２か月後の昭和 42 年６月

19 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 2748 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年４月から 23 年６月１日まで 

           ② 昭和 24 年 11 月 25 日から 26 年 12 月まで 

                ③ 昭和 35 年１月 30 日から 39 年７月まで 

昭和 22 年４月から 26 年 12 月までＡ社に勤務し厚生年金保険に加入して

いた。しかし、昭和 22 年４月から 23 年６月１日まで（申立期間①）と、24

年 11 月 25 日から 26 年 12 月まで（申立期間②）の期間、加入記録が無いこ

とに納得がいかない。 

また、昭和 32 年５月１日から 39 年７月までＢ社に勤務し厚生年金保険に

加入していた。しかし、35 年１月 30 日から 39 年７月までの期間、加入記

録の無いことに納得がいかない。（申立期間③） 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人のＡ社における在職状況をみると、申立人が業

務内容や同僚について明確に記憶していることから、同社に在職していたこと

は推定できる。 

そこで、同事業所の被保険者名簿をみると、申立期間①において資格を取得

した者はみられない一方、申立人と同じ資格取得日である昭和 23 年６月１日

に 80 名が資格を取得していることが確認できる。 

この点について、同僚の一人は「戦時中の学徒動員により同社で仕事をし、

終戦後に従業員不足ため社員となったが、昭和 23 年６月に大量の従業員が入

社したことは無い。」と陳述していることから、同社は 23 年６月１日付けで

一斉に社会保険の適用を行ったと考えるのが相当であり、申立人についても申

立期間①においては、被保険者資格を取得していなかったと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険



料が控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

申立期間②について、申立人のＡ社における在籍を確認できる資料や同僚の

陳述を得ることはできなかった。 

また、申立人は上司が退職して１年半ぐらい後に退職したと陳述しており、

その時期は社会保険庁の記録とほぼ一致する。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料が控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

申立期間③について、申立人のＢ社における在籍を確認できる資料や同僚の

陳述を得ることはできなかった。 

また、申立人は上司が退職して１年半ぐらい後に退職したと陳述しており、

その時期は社会保険庁の記録とほぼ一致する。 

さらに、被保険者名簿をみると、資格喪失時に健康保険証の返納を示す「証

返」が記されており、申立人は申立期間③当時は厚生年金保険の被保険者資格

を取得していなかったと考えるのが相当である。 

加えて、申立人は、昭和 35 年２月ごろからの入院中も健康保険証を使って

いたこと及びその間の社会保険料を事業所に送金していた旨を陳述している

ところ、その保険料額からみて、申立人は退職後も健康保険の任意継続をして

いたことがうかがわれる。 

このほか、申立人が申立期間③において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 


